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序章 

 

1．はじめに 

 

 本研究が対象とするのは，科学技術の巨大化・総合化・複雑化，および不確実

性下の工学教育と技術者制度である． 

 現代では，原子力発電所に代表されるように，産業革命時の代表的な科学技術

である蒸気機関などと比較をしてみると，科学技術の規模としては「巨大化」し

ている．また，要素技術として，格納容器，発電設備，電子・通信設備，非常用

電源装置等に代表されるように，原子力工学，電気工学，機械工学，材料工学，

土木工学，情報工学，通信工学等の複数の分野の工学を結び付けることによって

「統合化」している．さらに，莫大な数の要素技術と制御システムを相互に有機

的に結びつけることによって「複雑化」している.このように，科学技術の巨大

化・総合化・複雑化が進展している． 

従って，札野順も述べているように，個々の専門技術者にとって，自己の専門

分野の技術的リスクを認識していたとしても，科学技術全体がもつ技術的リス

クについては，包括的に正確に捉え，識別することは困難である1． 

 また，藤垣裕子が述べているように，科学技術には，常に「未知」の部分が存

在し「現在進行形」で解明が進められる2． 

すなわち，科学者，技術者は，多くの場合「科学技術の不確実性下」で，意思

決定を迫られている．また，科学技術の巨大化・総合化・複雑化に伴い，科学技

術のリスク，事故・不祥事の影響も巨大化，複雑化している．例えば，科学技術

に関する代表的な事故，不祥事については，国内において 1950 年代に発生した

水俣病，イタイイタイ病をはじめとした四大公害病，さらに，1986 年スペース

シャトルチャレンジャー号事故，世界三大原子力発電所事故とされる，1979 年

スリーマイル島原発事故，1986年チェルノブイリ原発事故，2012 年福島第一原

発事故等が発生している．これらはいずれも巨大化・総合化・複雑化した科学技

術の事故・不祥事である. 

また，近年になっても，1999 年 JCO 臨界事故，2004 年三菱自動車欠陥隠し，

2005年 JR福知山線脱線事故，その後も，原子力トラブル，鉄道事故，自動車リ

                                                      

1 札野順「技術者倫理」，放送大学教育振興会，pp.35-36，2004 

2 藤垣裕子編「科学技術社会論の技法」，東京大学出版会，pp.225，2005 
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コール問題，食品安全問題，データ改ざん・偽造等の各種不正，品質偽装等の，

技術者が関与する類似の人為的な事故・不祥事が頻発し，後を絶たないのが現状

である． 

これらの問題を解決するためには，まず大学における工学教育や技術者制度に

ついてもその妥当性の検証をすることが必要である． 

日本の大学における工学教育については，我が国では 1999年に日本技術者教

育認定機構（JABEE：Japan Accreditation Board for Engineering Education

（以下 JABEE という）が，高等教育機関における学士および修士レベルの技術

者教育プログラムの質が保証されているかどうかを認定することによって，教

育の改善を推進するとともに，教育プログラムの国際的な通用性を担保するこ

とを意図し設立され，2001年度から認定を開始した． 

また，JABEE は 2005 年 6 月に，日本を代表する技術者教育認定団体としてワ

シントン協定（Washington Accord）に加盟した． 

JABEEの認定基準では，技術者に必須の知識・能力，すなわち「技術者に求め

られる能力」として，国際的に認められた 9項目を設定しており，学習・教育到

達目標にこの 9項目を身に付けるための目標を含めることを求めている． 

 2020 年度までの認定プログラムの累計は 513 プログラムで，認定プログラム

修了生数の累計は約 33万人に及んでいる． 

しかし，JABEE制度については，旧帝国大学に代表される伝統のある国立大学

ではその認定の申請も少なく，認定数の伸び悩みと同時に，昨今では認定からの

離脱する大学も散見されるのが現状である． 

さらに JABEEにおける「技術者に求められる能力」や現行の大学における工学

教育等の妥当性については十分に確認，検証されていないのが現状である． 

「日本技術士会創立 50周年記念誌」3によれば，第二次世界大戦後，吉田茂首

相が荒廃した日本の復興や再建に技術者の奮起や協力を強く要望したとされて

いる.その結果，国の復興に尽力し，世界平和の繁栄に貢献するために活動でき

る権威ある技術者が必要になり，米国の PE制度を参考に日本における代表的な

専門技術者制度である技術士制度が，創設されたとされている． 

1957 年に技術士法が制定され，「技術士」は，「国によって科学技術に関する

高度な知識と応用能力が認められた技術者」として，技術者にとって最も権威の

ある国家資格である．各種の産業分野や社会生活の科学技術に関するほぼ全て

の分野である 21の技術部門をカバーし，科学技術の応用業務に日夜携わってい

る． 

                                                      

3 日本技術士会，「日本技術士会創立 50 周年記念誌」，2001 
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しかし，日本の技術者は，所属する組織の方針，施策，文化に大きく影響され

ると同時に，必ずしも自立したプロフェッショナルとして認められていない． 

このように，わが国における技術士制度は，産官からの強い要請のもとに制定

されたにもかかわらず公共事業等の一部の分野を除いて産業界，特に企業組織

内で十分な評価が得られていない． 

技術士資格保有者は，毎年約 3,000 人増加し，2021 年度末現在で 技術士登

録者実数は 97,251 人である．一部の部門を除きその資格の認知度は低く，国内

における技術者総数が約 250 万人を考慮すると，技術士が社会に普及し，十分

に活用される状況とは言えない． 

 

このような状況下において， 

①「科学技術の巨大化・総合化・複雑化，および不確実性下の工学教育」はどう

あるべきか？ 

②「科学技術の巨大化・総合化・複雑化，および不確実性下の技術者制度」はど

うあるべきか？ 

 本論文では，以上２つの課題に対する解決策を提案している． 

 

なお，本博士論文は，以下の既発表論文の内容を基本として，追記・修正を行っ

たものである．すなわち 

第Ⅰ章は，論文１の内容を基に，追記・修正を行ったものである． 

     論文 6，論文 7の内容も一部取り入れた． 

第Ⅱ章は，論文 3 の内容を基に，追記・修正を行ったものである． 

第Ⅲ章は，論文 4 の内容を基に，追記・修正を行ったものである． 

     論文 5 の内容も一部取り入れた. 

第Ⅳ章は，論文 1 の内容を基に，追記・修正を行ったものである． 

第Ⅴ章は，論文 1 の内容を基に，追記・修正を行ったものである． 

第Ⅵ章は，論文 2 の内容を基に，追記・修正を行ったものである． 

第Ⅶ章は，以上に基づく結論である． 

 

(論文 1)田岡直規「福島原子力発電所事故の原因分析に基づく工学教育改善策の

提案」，工学教育 66-4，pp.13-20，2018 

(論文 2)田岡直規「福島原子力発電所事故の原因分析に基づく技術者教育と技術

者制度改善策の提案」，工学教育 67-3, pp.45-51，2019 

(論文 3) 田岡直規「巨大化・総合化・複雑化した科学技術における技術思想伝

承の成功例と失敗例」，技術倫理研究第 16号名古屋工業大学 技術倫理研究会
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編，pp.1-16，2019 

(論文 4)田岡直規「これからの技術者に求められる能力～不確実性下の科学技術

事例を教訓として」，工学教育 69-5，pp.60-66，2020 

(論文 5)田岡直規「現代の科学技術における技術者倫理」,技術士 2011.3,pp.4-

7 

(論文 6)田岡直規「巨大化・総合化・複雑化した科学技術における技術者倫理」，

技術倫理研究第 8号名古屋工業大学 技術倫理研究会編，pp.17-32，2011 

(論文7)田岡直規「原子力における技術者の社会的責任」，技術倫理研究第12号，

名古屋工業大学 技術倫理研究会編，pp.41-58，2015 
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2．本稿の構成 

 

 第一部では，第１の課題について，まず科学技術の事例分析を行う． 

 事例分析では，第Ⅰ章で巨大化・総合化・複雑化および不確実性下の科学技術

の事例分析として，「福島第一原子力発電所事故」を取り上げ，国会，政府，民

間，東京電力という 4つの「福島原子力発電所事故調査委員会」の調査結果を分

析し，その事故原因の分析と対策を「事故原因と対策」としてまとめる． 

次に，技術者がどのような能力を備えていれば，この福島第一原子力発電所事

故の発生，拡大を防止することができたかについて，「事例分析から導かれる技

術者に求められる能力」として整理，分析する． 

 さらに，第Ⅱ章と第Ⅲ章では，福島第一原子力発電所以外の事例として，2004

年「六本木ヒルズ回転ドア事故」を，1956 年「水俣病」を取り上げ，事故原因

について分析を行い，前述の「事例分析から導かれる技術者に求められる能力」

の妥当性の検証を行う． 

また，成功事例として，1990年「女川原子力発電所建設工事」と 2012年「福

島原子力発電所アクシデントマネジメント」，1968年「イタイイタイ病対策」を

取り上げ，事故原因について分析を行い，第Ⅳ章で前述の「事例分析から導かれ

る技術者に求められる能力」の妥当性の検証を行う． 

第二部では，まず第Ⅴ章で日本の工学教育の現状の分析を行う．そして，第Ⅰ

章から第Ⅳ章で分析した，「事例分析から導かれる技術者に求められる能力」を

整理し，現状の工学教育としての「JABEE で求められる」能力と比較し，追加す

べき能力を JABEEの認定基準に不足し追加すべき技術者の能力として提案する． 

さらにその能力をより積極的に自発的に身につけるため新たな工学教育，新

規科目の提案を行う． 

さらに第Ⅵ章では，日本の技術者制度について代表的な専門技術者制度であ

る「技術士制度」を取り上げ，その現状と技術士に求められる資質・能力の現状

について，分析，整理を行う．さらに海外の技術者制度として，代表的な米国

Professional Engineer（PE）制度と全米 PE協会（NSPE：National Society of 

Professional Engineer），及び英国 Chartered Engineer（CEng）制度を取り上

げ比較分析を行う． 

以上に基づき，技術者制度改善案の提案を行う． 
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第一部 巨大化・総合化・複雑化および不確実性下の科学技術の事例分析 

 

第 1章 福島第一原子力発電所事故の事例分析 

 

Ⅰ-1．事故の概要 

 

 第１の課題に対しては，巨大化・総合化・複雑化および不確実性下の科学技術

の代表事例として，まず福島第一原子力発電所を取り上げ，国会4，政府5，民間
6，東京電力7という 4つの事故調査委員会資料の調査結果を分析し，事故原因と

して何が指摘されているかをまとめる． 

全交流電源と直流電源を喪失し原子炉を安定的に冷却する機能が失われたこ

とが，大事故（炉心溶融，水素爆発，放射性物質の大量拡散）の直接的原因であ

るが，それ以外の要因も指摘されている．本論文では，それらの資料を基に，事

故前の，1．リスク認識，2．技術思想の伝承，3．法律，技術基準，安全基準，

という観点から，また事故時，事故後の，4．安全管理，5．リテラシー，の観点

から，事故の遠因と背景（「事故原因」と総称する）の分析を行う． 

そして，技術者がどのような能力を備えていれば，事故の発生，拡大を防止す

ることができたか，「事例分析に基づいた技術者に求められる能力」を整理，分

析する． 

そして，福島第一原子力発電所以外の事例として，2004 年六本木ヒルズ回転

ドア事故を，1956 年水俣病を取り上げ，事故原因について分析を行い，前述の

「事例分析に基づいた技術者に求められる能力」の妥当性の検証を行う． 

また，成功事例として 1990 年女川原子力発電所建設工事と 2012 年福島原子

力発電所アクシデントマネジメント（特に，消火ポンプから原子炉への代替注水

手段），1968 年イタイイタイ病対策を取り上げ，成功原因について分析を行い，

前述の「事例分析に基づいた技術者に求められる能力」の妥当性の検証を行う． 

さらに「これからの技術者に求められる能力」について分析・検証を行う． 

以上より，「これからの技術者に求められている能力」を整理し，Ⓐ知識，Ⓑ態

度，Ⓒスキル，に分類化し横断的な能力として，複数の能力にまとめる． 

                                                      

4 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）「報告書」2012.7.5 

5 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（政府事故調）「最終報告」

2012.7.23 

6 福島原発事故独立検証委員会（民間事故調）「調査・検証報告書」2012.3.11 

7 東京電力（東電事故調）「福島原子力事故調査報告書」2012.6.20 
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以上よりその能力を身につけるための具体的な工学教育カリキュラム（講義・

演習・事例研究・グループプロジェクト等の内容，手法等）の提案を行う． 

 

福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」）は，福島県双葉郡大熊町と双

葉郡双葉町に位置しており，東は太平洋に面している．敷地面積約 350万ｍ２に

１号機から 6号機までの 6基の沸騰水型軽水炉が設置されており，1号機から 4

号機までは福島県双葉郡大熊町に，5号機と 6号機は同郡双葉町に設置されてい

る【東 p.1】．8 

 

2011年 3月 11日は，福島第一原発においては，1号機から 3号機が運転中で，

4号機から 6号機までは定期検査中であった．同日 14時 46分に，岩手県沖から

茨城県沖にわたる広範囲な地域を震源地とする東北地方太平洋沖地震の影響で，

運転中の 1 号機から 3 号機は自動停止した．同時に福島第一原発では，この地

震により，全ての外部電源（送電線等からの電力供給）が失われたが，非常用デ

ィーゼル発電機が起動し，原子炉の安全維持のための電源が確保された【東 p.2】． 

その後襲来した大津波により，福島第一原発では，5～6 号機より敷地レベル

が低く浸水深さが深い所に設置されている 1～4号機の非常用ディーゼル発電機

の電源盤が被水，浸水した.運転中の非常用ディーゼル発電機が停止し，外部電

源及び非常用ディーゼル発電機の全交流電源も喪失し，交流電源を用いる全て

の冷却機能が失われた．なお，原子力発電所の電源系統は，外部電源と所内交流

電源としての非常用ディーゼル発電機(以上は交流電源)と直流電源より構成さ

れている．さらに，冷却用海水ポンプも冠水してしまい，原子炉内部の残留熱（崩

壊熱）を海水へ逃がす機能である徐熱機能も喪失した．また，1 号機から 3号機

においては，直流電源喪失のため，交流電源を用いない炉心冷却機能も順次停止

した【東 p.2】． 

その結果，1号機から 3号機では，一定時間それぞれの原子炉圧力容器へ注水

できない状態が継続した．そのため，各号機の燃料が水に覆われず露出し，燃料

                                                      

8 なお，文中で以下 4 つの事故報告書からの参照については，以下の通り表記することと

した． 

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）「報告書」2012.【国ｐ.頁数】 

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（政府事故調）「最終報告」

2012：【政ｐ.頁数】 

福島原発事故独立検証委員会（民間事故調）「調査・検証報告書」2012：【民ｐ.頁数】 

東京電力（東電事故調）「福島原子力事故調査報告書」2012：【東ｐ.頁数】 



8 

 

棒の被覆管が損傷し，燃料棒内にある放射性物質が原子炉圧力容器内に放出さ

れ，燃料棒の被覆管（ジルコニウム）と水蒸気が化学反応を起こし大量の水素が

発生する事態に陥った【東 p.2】． 

放射性物質や水素が，原子炉圧力容器から格納容器内へ放出されたため，格納

容器の内圧が上昇した．このような中，3 月 12 日早朝には，菅直人首相がヘリ

コプターにて，現地視察を行った．その際，班目春樹原子力安全委員会委員長は，

原子炉格納容器の圧力を下げるため，外界に直接排気するベントを進言した．菅

首相は，武藤栄東京電力副社長と吉田昌郎福島第一原発所長に，ベントを行うよ

う要請し，海江田万里経済産業大臣による原子炉等規制法に基づくベント命令

が電力会社にだされた．福島第一原発所長によるベント指示により，作業員が原

子炉格納容器ベント弁の手動開，そして中央制御室からの開操作によりベント

が行われた【民 p.74-80】． 

その後，1号機と 3号機においては，原子炉格納容器から漏洩した水素が原因

と考えられる爆発が発生し，原子炉建屋上部が破壊され，大量の放射性物質が放

出された．また，4 号機では燃料の全てが使用済燃料プールへ取り出されており，

燃料の冠水が保持されていたが，3号機ベントにより流入したと考えられる水素

により，原子炉建屋上部で爆発が発生した．さらに，4号機の燃料プールの周辺

部も破損した【東 p.8】． 

 福島第一原発 1 号機で水素爆発が発生したため，海江田経済産業大臣より

電力会社に対して，原子炉等規制法に基づき 1 号機の原子炉内を海水で満たす

よう措置命令を発し，海水注入が行われた【民 p.80-83】． 

メルトダウン後，消防ポンプによって海水注入が可能になり，炉心の冷却が行

われ，最悪の危機は回避された．続いて，大量に発生する放射能汚染水の貯蔵場

所が問題になったが，緊急に導入された装置を使って汚染水を循環し，セシウム

等を除去する体勢が整えられた．それらの結果，2011年 12月になって，ようや

く冷温停止状態に達したと宣言された9． 

 

                                                      

9 日本経済新聞：Web ページ，

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK16023_W1A211C1000000/ 

参照日：2020-2-20 
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図 1-1．原子炉格納容器（出典：【東 p.3】） 

 

経済産業省原子力安全・保安院は，3 月 18 日にその時点で得られている情報

で，国際原子力事故評価尺度 (INES) の暫定値（レベル５）に当たると発表し

た．その後，同年 4 月 12 日，経済産業省原子力安全・保安院は国際評価尺度 

(INES) の暫定評価を「レベル 7」に引き上げると発表した10． 

 

Ⅰ－２．福島原発事故その後 

 

政府と東京電力は，福島第一原発の廃炉に関して，2011年 12 月に「東京電力

ホールディングス（株）福島第一原子力発電所 1～4号機の廃止措置等に向けた

中長期ロードマップ」(中長期ロードマップ）を策定した11.政府が発表した事故

処理工程表によると，2年以内に 1～4号機の貯蔵プールにある燃料棒の，10年

                                                      

10 経済産業省：Web ページ， 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001eap9-att/2r9852000001eax7.pdf 

，参照日：2022-5-29 

11 経済産業省資源エネルギー庁：Web ページ，

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/fukushima/roadmap.html 

，参照日：2022-5-29 
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以内に 1～3号機の溶融した燃料の取り出し作業に着手し，30～40年後に廃炉作

業を完了することになっている． 

 本事故により，放射性物質については，ヨウ素換算値でチェルノブイリ原子力

発電所事故での放出量の約 6 分の 1 に相当する 900PBq (ペタベクレル)が放出

された．これにより，福島県内の約 1800km2もの土地に年間 5mSv 以上の空間線

量を発する可能性のある地域になった【国 p.329】． 

 経済産業省資源エネルギー庁によれば「2020 年 3 月には，帰還困難区域以外

の地域の避難指示が全て解除」12「双葉町，大熊町，富岡町の帰還困難区域の一

部でも，震災後初めて避難指示が解除」10され「未だ避難指示が解除されていな

い区域についても，2022年春以降及び 2023年春頃の避難指示解除を目指」10し，

復興を進めている． 

 また，2012 年 6 月に，新しい原子炉等規制法は，福島原発事故の教訓や国内

外からの意見や指摘を踏まえ，主に次のような点が改正された13． 

 

・重大事故（シビアアクシデント）対策やテロ対策を規制の対象とする 

・すでに認可済の原子力発電所や核燃料施設などに対しても，最新の規制基準へ

の適合を義務づけるという「バックフィット制度」を導入する 

・運転期間の延長についての認可に関する制度の規定を追加する 

 

                                                      

12 経済産業省資源エネルギー庁：Web ページ，

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022/pdf/1_1.pdf，参照日 2022-7-22 

13 一般財団法人日本原子力分科財団：Web ページ「新しい規制体制と規制基準」 

  https://www.jaero.or.jp/sogo/detail/cat-04-01.html，参照日：2022-3-23 
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図 1-2 原子力発電所新規制基準（出典：Enelog 特別号 2015 vol.04） 

 

この原子炉等規制法の改正に基づき，原子力規制委員会によって原子力発電所

の新たな規制基準が策定され，2013年 7 月に施行された． 

さらに，原子力発電所以外の核燃料施設などについても新たな規制基準14が策定

され，2013年 12 月に施行された. 

また，原子力規制委員会が原子力施設の設置や運転等の可否を判断するため，従

来の安全基準を強化して新たな規制基準 11が施行された． 

 

【原子力発電所の新規制基準の基本的な考え方】 

「実用発電用原子炉に係わる新規制基準の考え方について」（原子力規制委員会）

によれば，以下の通りである 11． 

 

（１）「深層防護」の徹底 

目的達成に有効な複数（多層）の対策を用意し，かつ，それぞれの層の対策を

考えるとき，ほかの層での対策に期待しない． 

（２）共通の要因によって，安全機能が，一斉に失われることを防止するため，

自然現象などに係る想定の大幅な引き上げと，それに対する防護対策を強化 

地震や津波の評価を厳格化し，津波浸水対策を導入する．さらに，多様性と独

立性を十分に配慮し，火山・竜巻・森林火災の評価も厳格化する． 

（３）自然現象以外の共通要因によって故障を引き起こす事象への対策を強化 

火災防護対策の強化と徹底，施設内の内部溢水対策の導入，停電などの電源を

                                                      

14 原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」，2016.6.2 
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強化する． 

原子力発電所の新規制基準は設計基準の強化と，その設計の想定を超える事象

にも対応するシビアアクシデント対策の二本柱で構成されている． 

地震や津波への対策が強化されたほか，火山噴火や竜巻などの自然災害，火災

など幅広いリスクに備えるため，設計基準が強化された．また，従来電力会社

の自主保安として実施していたシビアアクシデント対策が新設され，炉心損傷

や格納容器破損の防止，放射性物質の拡散抑制などを踏まえた対策が求められ

ている． 

 

現在，複数の原子力発電所や核燃料施設等の原子力施設等が新規制基準に係

る適合性の審査の申請をしており，原子力規制委員会がその審査をしている． 

 福島第一原発事故前に 54 基を数えていた日本の原発のうち，すでに 24 基が

廃炉となったことになる．廃炉はさらに増え続けていくと予想される． 

各原子力発電所等の状況は，以下（図 1-3）のとおりである． 

 
図 1-3 原子力発電所の現状（2022 年 4 月 18 日現在）15 

 

 

                                                      

15 出展 資源エネルギー庁：Web ページ，

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/ 

，参照日：2022-5-29 
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Ⅰ-3．福島原子力発電所事故調査委員会 

 

 大事故が発生すると，通常その事故を発生させた事業者や，その規制や監督を

担当する政府が，その原因を調査解析し，同種の事故の再発防止対策を検討する

ために，事故調査委員会を設置する．ここで，事業者と政府は，その事故に関す

る一次情報を保有すると同時に，当該技術について高い専門性を保持するとい

う観点から，調査をする責務を有している．さらに，その調査結果を報告書とし

て社会に公表することで，事故からの教訓を社会で広く共有し，同種の事故の再

発防止を推進することは，社会にとって必要不可欠の仕組みである． 

 福島第一原発事故は，その事故の影響の巨大さ，複雑さの観点からも，事業者

である東京電力，規制や監督を担当する政府，さらには事業者や政府とは独立し

た，客観的な事故調査分析と再発防止という観点が求められ，国会と民間による

事故調査委員会が設置された． 

こうして，国会，政府，民間，東京電力という 4 つの事故調査委員会が設置さ

れ，それぞれの方針に基づき，事故原因を調査解析し，報告書を作成し公表した． 

 

Ⅰ-3-1．国会：東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 

 

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（以下「国会事故調」）は，黒川清

元日本学術会議会長を委員長として，「事故及び事故による被害の原因，事故対

応，原子力政策の調査検証と，それらを踏まえての提言を行う」を調査方針とし，

事故を発生させた事業者や規制・監督を担当する政府から独立した調査を国会

の下で行い，2012 年 7月 5日に報告書を両院議長に提出した． 

委員構成は以下の通りである（肩書きは当時のもの）【国 p.7,p.591-592】 

 

委員長：黒川 清（東京大学名誉教授，元日本学術会議会長，元内閣特別顧問） 

委 員：石橋 克彦（地震学者，神戸大学名誉教授） 

大島 賢三（独立行政法人国際協力機構顧問，元国際連合大使） 

城山 比早子（医学博士，元放射線医学総合研究所主任研究官） 

櫻井 正史（弁護士，元名古屋高等検察庁検事長，元防衛省防衛監察監） 

田中 耕一（化学者，(株)島津製作所フェロー，ノーベル賞受賞） 

田中 三彦（科学ジャーナリスト） 

野村 修也（中央大学法科大学院教授，弁護士） 

蜂須賀 禮子（福島県大熊町商工会会長） 
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横山 禎徳（社会システム・デザイナー，東京大学エグゼクティブ・ 

マネジメント・プログラム企画・推進責任者） 

参 与：木村 逸郎（京都大学名誉教授，㈶大阪科学技術センター顧問） 

児玉 龍彦（東京大学アイソトープ総合センター長） 

八田 達夫（大阪大学名誉教授，政策研究大学院大学名誉教授） 

 

国会事故調は，事故の根源的原因として，「規制する立場と規制される立場が

逆転関係16に陥り，原子力安全についての監視・監督機能の崩壊」【国 p.12】し

が発生していた点をあげ，「今回の事故は「自然災害」ではなくあきらかに「人

災」である」【国 p.12】と結論づけている．調査結果に基づき国会に対し，７つ

の提言をまとめ，「実現に向けた実施計画を速やかに策定し，進捗状況を国民に

公表することを期待する」【国 p.12】とされている． 

 

Ⅰ-3-2．政府：東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 

 

 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（以下，「政府事故

調」）は，畑村洋太郎東京大学名誉教授を委員長として「事故及び事故による被

害の原因の究明と被害の拡大防止及び同種事故の再発防止等の政策提言を行な

う」ことを調査方針とし，政府に設置されているものの，従来の原子力行政とは

独立した立場で調査・検証を，2011年 12 月 26日に中間報告，2012 年 7月 23日

に最終報告を野田佳彦首相に提出した． 

委員構成17は以下の通りである（肩書きは当時のもの）． 

 

      委員長：畑村 洋太郎（東京大学名誉教授，工学院大学教授） 

       委 員：尾池 和夫（(財)国際高等研究所所長，前京都大学総長） 

             柿沼 志津子（(独)放射線医学総合研究所放射線防護研究 

センターチームリーダー） 

           高須 幸雄（国際連合事務次長） 

           高野 利雄（弁護士，元名古屋高等検察庁検事長） 

                                                      

16 本来原子力安全規制の対象となるべきであった東電は，市場原理が働かない中，電事連

などを通じて歴代の規制当局に規制の先送りや基準軟化に向け強く圧力をかけた．このよ

うに規制する立場である当局と規制される立場である東京電力が逆転関係が起きていた． 

17 政府事故調最終報告書「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会名

簿」 
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           田中 康郎（明治大学法科大学院教授，元札幌高等裁判所長官） 

           林 陽子（弁護士） 

           古川 道郎（福島県川俣町長） 

           柳田 邦男（作家，評論家） 

          吉岡 斉（九州大学副学長） 

        

    政府事故調は，「今回の事故は，直接的には地震・津波という自然現象に起因

するものであるが，当委員会による調査・検証の結果，今回のように極めて深刻

かつ大規模な事故となった背景には，事前の事故防止策・防災対策，事故発生後

の発電所における現場対処，発電所外における被害拡大防止策について様々な

問題点が複合的に存在したことが明らかになった」【政 p.361】としている．本

調査結果に基づき，7項目の提言を，関係省庁・関係部局に対して，反映・実施・

フォローアップを求めている【政 p.432】． 

 

Ⅰ-3-3．民間：福島原発事故独立検証委員会（（一財）日本再建イニシアティブ） 

  

 一般財団法人日本再建イニシアティブが設立した福島原発事故独立検証委員

会（以下「民間事故調」）は，北澤宏一前科学技術振興機構理事長を委員長とし

て，「真実（truth），独立（independence），世界（humanity）をモットーとして，

政府と東電の責任を検証する」を調査方針とし，政府からも企業からも独立した

市民の立場から，原発事故の原因究明と事故対応の経緯について検証を行い，

2012年 2月 27日に調査・検証報告書を公表した． 

委員構成18は以下の通りである（肩書きは当時のもの）． 

 

   委員長：北澤 宏一 （東京都市大学学長） 

遠藤 哲也 （元国際原子力機関理事会議長） 

但木 敬一 （弁護士，森・濱田松本法律事務所，元検事総長） 

野中 郁次郎（一橋大学名誉教授） 

藤井 眞理子（東京大学先端科学技術研究センター教授） 

山地 憲治（地球環境産業技術研究機構理事・研究所長） 

  

民間事故調は，「この事故が「人災」の性格を色濃く帯びていることを強く示唆

しているが，その「人災」は，東京電力が全電源喪失過酷事故に対して備えを組

                                                      

18 福島原発事故独立検証委員会調査・検証報告書 福島原発事故独立検証委員会 
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織的に怠ってきたことの結果でもあり，「人災」の本質は，過酷事故に対する東京

電力の備えにおける組織的怠慢である」【民 p.383】としている． 

 

 

Ⅰ-3-4．東電：福島原子力事故調査委員会 

 

東京電力は，事故の当事者として，山崎雅男東京電力代表取締役副社長（当時）

を委員長として，「事故原因を究明し，原子力発電所の安全性向上に寄与するた

め，必要な対策を提案する」を調査方針とし，「福島原子力事故調査委員会」（以

下，「東電事故調」）および社外有識者で構成する「原子力安全・品質保証会議 事

故調査検証委員会」を設置し，2011 年 12 月 2 日に中間報告書，2012 年 6 月 20

日に福島原子力事故調査報告書（最終報告書）を公表した． 

委員構成は以下の通りである（肩書きは当時のもの）【東 p.ⅲ】． 

 

   【福島原子力事故調査委員会】 

      委員長：山崎 雅男（東京電力(株)代表取締役副社長） 

       委 員：武井 優（東京電力(株)代表取締役副社長）  

山口 博（東京電力(株) 常務取締役） 

内藤 義博（東京電力(株)常務取締役） 

東京電力(株)企画部長 

東京電力(株)技術部長 

東京電力(株)総務部長 

東京電力(株)原子力品質監査部長 計８名 

 

【事故調査検証委員会】 

委員長：矢川 元基（東京大学名誉教授） 

       委 員：犬伏 由利子（消費科学連合会副会長） 

           河野 武司（慶應義塾大学教授） 

           高倉 吉久（東北放射線科学センター理事） 

           首藤 伸夫（東北大学名誉教授） 

           中込 秀樹 （弁護士） 

           向殿 政男 （明治大学教授） 

 

東電事故調は，「津波想定については結果的に甘さがあったと言わざるを得ず，

津波に対抗する備えが不十分であったことが今回の事故の根本的な原因」【東
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p.325】としている．その上で，東電事故調は，「①重要機器に対する徹底した津

波対策，②多重の機器故障や機能喪失に至ることを前提に，炉心損傷を未然に防

止する応用性・機動性を高めた柔軟な機能確保，③炉心が損傷した場合に生じる

影響を緩和する措置」【東 p.325－327】を３つの対応方針として示した． 

 以上 4つの事故調査委員会を総称して「事故調」と呼ぶことにする． 

 

 

Ⅰ－4．原子力発電に関するステークホルダー 

 

原子力発電に関しては，原子力発電業界の産・官・学が中心となり，電力会社，

原子力プラントメーカー，監督官庁，大学や研究機関とその研究者，政治家，マ

スコミ・業界紙など多くの組織が関わっている． 

官としては，原子力業界の監督官庁としての経済産業省，業界の司令塔的役割

で，2委員会を擁する内閣府，旧科学技術庁時代から国の研究開発の中心である

文部科学省より構成されている． 

内閣府には，政策，予算を掌握する最重要機関である原子力委員会，そして安 

全・保安院を二重に監視している原子力安全委員会が置かれている. 

経済産業省には，原子力振興の旗振り役としての資源エネルギー庁，原発の監視

人としての，原子力安全・保安院，安全・保安院のサポート役としての原子力安

全基盤機構が置かれている． 

また，文部科学省には，国内有数の原子力研究機関としての日本原子力研究開

発機構が置かれている．なお，この日本原子力研究開発機構は，日本の原子力分

野の中核的な研究機関であった日本原子力研究所と高速増殖炉や新型転換炉の

開発などをてがける核燃料サイクル開発機構が 2005 年統合されたものである． 

産としては，全国７電力会社の他に民間の業界団体として，民間の自主規制機

関としての原子力安全推進協会（JANSI），日本原子力産業協会（JAIF），業界団

体である電気事業連合会（電事連），業界研究機関である電力中央研究所等があ

る． 

さらに，電力会社，原子炉製造企業，土木建設企業，プラント工事企業，プラ

ント関係メーカー, 素材企業は，表 1-1 の通りである. 

  



18 

 

表 1-1 原子力発電に関するステークホルダー一覧19 

 

                                                      

19 日本原子力産業協会 Web ページ，会員一覧などを参考にステークホルダーを抽出し

た．https://www.jaif.or.jp/inf/links/，参照日：2022-4-17 

文部科学省

ステークホルダー

内閣府

経済産業省

素材企業 日本製鉄、JFEスチール、神戸製鋼所、日立金属

海外ウラン資源開発、出光興産、丸紅、三菱商事など

電力会社
電力9社（北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北
陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力）

原子炉製造企業 東芝、日立製作所、三菱重工業

土木建設企業
大林組、鹿島建設、清水建設、大成建設、竹中工務店、熊谷組、

五洋建設、安藤・間、奥村組

プラント関係メーカー IHI，東芝エネルギーシステム，富士電機

原子力施設 日本原燃，原燃輸送

ウラン権益企業

国

プラント工事企業 東芝プラントシステム、太平電業

日本原子力研究開発機構

原子力委員会

原子力安全委員会

資源エネルギー庁

原子力安全・保安院

原子力安全基盤機構

総合資源エネルギー調査会

業界団体

日本原子力産業協会

原子力安全推進協会

国際原子力開発

電気事業連合会

電力中央研究所
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１－5．事例分析：事故原因と対策 

 

４つの事故調査委員会資料を比較・分析し，事故原因として何が指摘されてい

るかを以下にまとめておく． 

4つの事故調査委員会資料では，津波によって全交流電源と直流電源を喪失し，

原子炉を安定的に冷却する機能が失われたことが，今回の大事故（炉心溶融，水

素爆発，放射性物質の大量拡散）の直接的原因とされている【民 p.257】【東 p.325】

が，それ以外の要因も指摘されている． 

今回の事故は，事故後の対応においては政府も当事者であったことを考慮す

ると，事業者である東京電力や政府とは独立した，より客観的な調査，報告とい

う観点から国会と民間による事故調査報告は特に重要性が高い．また，この２つ

の事故調査委員会では，直接的な原因だけではなく，事故の遠因や背景，被害拡

大の原因，緊急時対応の問題，安全神話，法規制，リスクコミュニケーションな

ど，多角的な観点から分析を行っている． 

そのため，本論文では，民間事故調の報告書を中心として，国会事故調，政府

事故調についても，事故の遠因と背景（「事故原因」と総称する）について，そ

の記載内容を抽出した．次に抽出した記載内容を，事故前の，1．リスク認識，

2．技術思想の伝承，3．法律，技術基準，安全基準，という観点から，また事故

時，事故後の，4．安全管理，5．リテラシー，の観点から，分類，分析すること

ができた．以下各項目について，詳細に述べる20． 

 

Ⅰ-5-1 リスクの認識 

 

もともと，事故発生以前から，国，原子力事業者をはじめとした「原子力村」

全体を覆っていた「安全神話」や「米国導入技術への過信」は，この福島原発事

故へどのような影響を与えたのであろうか？ 

また，事故の直接的原因となった日本固有の巨大地震，巨大津波というリスク

                                                      

20 なお，東電事故調では事前の備えについて，「国や専門機関が定める技術基準等を満た

す設備指針・対策を実施するとともに，過去の自然災害や国内外の事故事象などの知見を

適宜発電所の設備・運転に反映し，原子力安全の更なる向上に向けた取組みを継続的に実

施してきた」【東 p.35】とされている．．なお事故原因について結果的に甘さがあり，津波

に対する備えが不十分であったことが根源的な原因【東 p.325】，とされており，事故の遠

因と背景については，その他に記載が確認されていない． 
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に対し，国や原子力事業者はどのように認識し，対応していたのだろうか？ 

 

(1)安全神話依存 

 

 民間事故調では，原子力発電所の事故への備えが不十分であった背景には，

「過酷事故に対する備えそのものが，住民の原子力発電に対する不安を引き起

こすという，原子力をめぐる倒錯した絶対安全神話があったからだ」とされてい

る【民 p.385】． 

また，政府事故調では，東京電力を含む電力事業者や国もわが国の原子力発電

所においては炉心溶融という深刻なシビアアクシデントは発生しえないという

安全神話にとらわれていたため，身近な危機として捉えることができなかった

ことが根源的な問題であると指摘している【政 p.402-403】． 

民間事故調では，日本原子力学会標準委員長の宮野廣は，日本原子力学会特別

シンポジウム（2011 年 9月 19日，北九州市）で「一面から見た安全尺度の採用

と過信」を事故の遠因に挙げ，「わが国の原子力発電所では，計画外スクラム（停

止）の頻度が極めて低いことは世界的にも有名である．そこに安全神話が形成さ

れてしまったのではないか．従って，確率論的安全評価（PSA）のニーズが少な

く，「せっかく安全だというのに」という思いから，取組が遅れてしまったので

はないか」21と述べている【民 p.260】． 

民間事故調では，「このことは，深層防護22の考え方の根本となる防護レベルの

独立性について，十分に理解されていなかった」ことを意味している．すなわち

「第 1層の指標である計画外停止頻度」にとどまらず，「第 3層の指標である炉

心損傷確率についても，より積極的に評価されるべき」であり，「その評価結果

に基づいて，プラントの弱点を明確にし，必要な対策を追加する必要があった」

【民 p.260】とされている． 

技術者自身が設計，試作したもの，或は日常的に操作している装置については，

非常時でも適切な操作が可能である．しかし，福島原発事故での外部電源や非常

用ディーゼル発電機，スリーマイル島原発事故での ECCS（緊急炉心冷却装置）

のような非常用装置について，特に絶対安全という安全神話にとらわれていた

事業者においては，技術者自身に設計・試作・操作・訓練経験がなく，非常時の

適切な操作は不可能であった．特に，福島原発事故については，フルターンキー

                                                      

21 宮野廣，日本原子力学会特別シンポジウム，講演資料，2011 年 9 月 19 日，北九州市 

22 原子力施設の安全対策を多段的に設ける考え方 
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で米国から導入したという事情を考慮すればなおさらである23． 

 国会事故調では，全電源喪失の際．IC（非常用復水器）の運転状況を把握し，

速やかに運転状態に復旧させることが，一刻を争う最優先の対応である【国

p.153】とされている． 

 政府事故調では，福島第一原発 1号機に設置されていた ICについて，当直を

はじめ発電所対策本部，本店対策本部に至るまで，その機能や運転操作に対し，

十分に理解しておらず，断続的な入手情報から正確な ICの作動状況の把握はで

きていなかった【政 p.408】，とされている． 

このように，国会事故調，政府事故調，民間事故調いずれに記載の通り，安全

神話が原子力発電所の適切な安全管理を疎かにさせるとともに，思想面で大き

な事故原因となったことは否めない． 

安全神話からの適切な脱出が必要である． 

 

(2)リスク認識誤り 

 

元来，地震や津波等に代表されるように自然現象は不確実性を備えており，そ

の予測は容易ではない24．このためいつも｢想定外｣の事象が発生しており，従来

の科学技術だけでは，十分に制御することができない． 

実際に，阪神・淡路大震災，新潟県中越沖地震をはじめ原子力事業者の想定を

超える天災は，これまで何度となく発生している．  

民間事故調では，福島第一原子力発電所が原子炉の設置許可を取得したのが

1966～72年で，1970 年以前は津波を想定した明確な安全基準がなく，電力事業

者は既知の津波痕跡を基に設計を行い，最終的に，小名浜港工事基準面+3.122m

（当時小名浜港で観測されていた既往最大の 1960年チリ地震津波の潮位）を設

計条件として定めた【民 p.268】，とされている． 

電力事業者は 2002 年２月，土木学会が新たに津波評価技術をまとめたので建

設時に 3.1mだった福島第一原発の津波の想定を 5.7mまで引き上げた．  

 国会事故調では，津波の想定について，以下の問題を指摘している． 

①原子力保安院が津波想定の見直しの指示や審査を非公開で進め記録を残さな

かったため，外部に実態がわからなかったこと 

                                                      

23 田岡直規「原子力における技術者の社会的責任」，技術倫理研究第 12 号，名古屋工業大

学 技術倫理研究会編，pp.49，2015.11.30 

24 藤森隆郎「森林における野生生物の保護管理 生物多様性の保全に向けて」，日本林業調

査会，pp.84，1999 
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②土木学会の津波高さ評価手法について，原子力保安院は内容を精査せず，津波

対策の標準手法として利用してきた 

③東京電力が津波対策を実施しないことを正当化し，対策を先延ばしにしてい

た【国 p.27】 

 

また，政府が 2006 年に原子力発電所の新耐震指針を制定したのを受けて耐震

性評価のための専門家委員会が 2009年６月に開かれた．その席で独立行政法人

産業技術総合研究所 活断層・地震研究センターの岡村行信センター長（地質学

が専門）が，869年に三陸沖を震源とする貞観地震が発生した際，大津波が仙台

以南にも押し寄せたと指摘した25． 

岡村センター長は，さらに同規模の津波が 450～800年程度の再来間隔で過去

に繰り返し起きていたこともわかり，近い将来に再び起きる可能性も否定でき

ない26と警告を発していた． 

 政府事故調でも，地震や津波に関して，地域別，規模別の発生頻度を予測した

確率論的評価について，記録が詳細に保存されている江戸時代以降の 200～400

年という限定された事例を基にしている.古文書等に十分に記録されておらず，

地震や津波の規模や震源モデルの想定が難しい 500～1000 年の長周期で発生し

ている事例は，データベース外になってしまっている【政 p.412】とされている． 

民間事故調には次のような指摘がある.電力事業者は三陸沖の波源モデルを

もとに，最大 15.7m の津波が発生し得ると試算していた．その試算に対応した

防波堤設置には，数百億円の費用と４年の年月がかかる．最終的に「実際には津

波はこない」と考え，電力事業者社内ではこれ以上の対応をせず，政府事故調査

報告書では，津波問題について東電の「重要な問題として認識されていた形跡は

うかがわれない【民 p.317】とされている． 

また，民間事故調によれば，福島第一原発でも，長期間の全交流電源喪失の危

険性が認識され，一部対策が講じられていた.すなわち１号機では，各々２台の

非常用ディーゼル発電機が配備され，シビアアクシデント対策として，電源融通

用ケーブルが敷設されていた．それにもかかわらず，１号機が全交流電源喪失に

陥ったのは，発電機を接続していた金属閉鎖配電盤等が浸水したことによる【民

p.257】とされている. 

このように，巨大地震，巨大津波というわが国の原発に固有のリスクに対して，

                                                      

25 北海道新聞，2011 年 3 月 26 日 

26 宍倉正展，岡村行信「平安の人々が見た巨大津波を再現する－西暦 869 年貞観津波－」

AFERC NEWS No.16 2010/8,pp.1-10 
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リスク想定，リスク対応がきわめて不十分で，その結果重大な事故を起こしたと

いえる． 

巨大地震，巨大津波等，特に巨大リスクへの認識力，対応力の向上が必要であ

る． 

 

(3)中枢部多重防護システムへの依存 

 

原子力発電所の中枢部分は，放射性物質が漏れないようにつくられた，多層に

もわたる 物理的な障壁から構成されている．具体的には燃料ペレット（第 1の

壁）， 燃料被覆管（第 2 の壁），原子炉圧力容器（第 3 の壁），原子炉格納容器

（第 4の壁），原子炉建屋（第 5の壁）の 5重の壁から構成されている． 

元来，技術者は，各専門分野の技術の安全性評価・管理はできるが，巨大化・

総合化・複雑化した科学技術である原子力発電所全体のシステムの構成や，トラ

ブル・事故に備えての多重制御，さらには非常用電源装置，防波堤等の周辺部を

含めたシステム全体の安全性の評価・構築・管理ができていないのが現状である
27． 

また民間事故調では，わが国においては，定期検査などの仕組みにおいては，

個々の機器や構造物の性能が，定期的に，かつ詳細に評価されており，そのため

海外品と比較すると，個々の機器の信頼性は高いという傾向がある．一方で，設

備全体の安全性は，評価が十分ではなかった可能性が指摘できる【民 p.259-260】

とされている． 

すなわち，確かに原子力発電所という巨大化・総合化・複雑化した科学技術で

あるシステムにおいて中枢部分は高い安全設計であった．しかし，今回の大震災

における外部電源や非常用ディーゼル発電機の電源喪失のように，周辺部にお

いて，見落としがあるとエラーが発生しやすく，システム全体が機能不全に陥る

場合がある． 

原子炉建屋内やタービン建屋内等といういわゆる「システム中枢領域」につい

ての安全性確保のため，二重三重に安全対策を実施する.それにより原子力事業

者は，「原発は安全」と認識する．さらに確信に至ると，中枢領域以外について

の安全確保については，その内容や点検姿勢について緩みがちになる点を指摘

している【政 p.414-415】．   

システムの中枢部分だけではなく，周辺部も含めたシステム全体の安全性評

                                                      

27 田岡直規「巨大化・総合化・複雑化した科学技術における技術者倫理」，技術倫理研究

第 8 号名古屋工業大学 技術倫理研究会編，pp.29，2011.12.5 
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価・構築・管理等のハード面での対策と同時に想定外を想定した防災訓練，ある

いは致命的な被害には至らない減災訓練等のソフト面での対策が必要である28． 

全電源喪失を想定したバッテリーを含めた電源配置の多様性，注水・冷却設備

の多重性，可搬式の安全設備の準備等による柔軟な対応策の整備，さらに迅速な

バルブの手動開閉操作による減圧作業等の訓練等，想定可能な準備・訓練を重ね

ていればこのような大惨事に至らなかったはずである29,30． 

中枢部だけでなく，周辺部も含めたシステム全体の安全管理への移行が必要

である． 

 

(4)米国からの導入技術への盲信 

 

原子力発電所については，設計から機器・資材・役務の調達，建設及び試運転

までの全業務をゼネラル・エレクトリック社（GE）が一括して定額で，納期，保

証，性能保証責任を請け負うフルターン契約方式で米国から導入した．そして，

その導入当初からハード面，ソフト面でも 40年以上前の米国の技術や思想を基

本にした法律，安全基準，技術基準，知見等，それを基に国によって策定された

マニュアル，基準，規格を原子力発電所関係者が盲信し，遵守することのみを最

優先した．そのため，その本来の技術の背景や考え方を学び，危険性やリスクを

評価し，社会に対し必要な警告をするという本来必要なアプローチを実施して

いない31． 

 国会事故調においては，GE 社は，この方式によりスペインのサンタマリア・

デ・ガローニャ原発（以下「スペイン炉」）を受注した.元東京電力幹部へのヒア

リングによれば，東京電力が GE社を採用した大きな理由は，スペイン炉と同じ

設計の炉を採用すれば設計図面や製造図面を活用できるという点が挙げられて

いる【国 p.65】． 

                                                      

28 田岡直規「巨大化・総合化・複雑化した科学技術における技術者倫理」，技術倫理研究

第 8 号名古屋工業大学 技術倫理研究会編，pp.27-29，2011.12.5 

29 田岡直規「原子力における技術者の社会的責任」，技術倫理研究第 12 号，名古屋工業大

学 技術倫理研究会編，pp.48，2015.11.30 

30 4 つの事故調査委員会資料や日本学術会議 総合工学委員会 原子力事故対応分科会

（2014）「報告 東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓」なども参考にした 

31 田岡直規「原子力における技術者の社会的責任」，技術倫理研究第 12 号，名古屋工業大

学 技術倫理研究会編，pp.46，2015.11.30 
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 ところが，スペイン炉の建設が遅れ，福島第一原発１号機の建設が先行してし

まい，スペインの経験を取り入れるはずが，福島第一原発１号機のほうで，各種

トラブルを最初に経験することになった．【国 p.65-66】． 

国会事故調によれば，日本側の当時の耐震設計の仕様が GE社のパッケージ商

品に適切に組み込まれたかということが，大きな課題であるが，日本の耐震設計

基準はスペインの基準と比べて厳しいため，GE 社の設計には正しく入っていな

かった．そのため，機器において各所で支持構造物に対する補強が必要となり，

特に格納容器においては，多くの補強材が必要となり，その結果空間的余裕がな

くなり，運転開始後も作業等に困難が発生し，余計な時間と被ばくが増大するこ

とになった【国 p.65-66】とされている． 

また，福島第一原発 1～3号機の運転開始後には，大小さまざまな初期トラブル，

すなわち，燃料チャンネルボックスの損傷，燃料破損や配管応力腐食割れ，低サ

イクル熱疲労破壊等が発生し，設計変更を余儀なくされている【国 p.66】． 

民間事故調では，当時の社会的な背景としては，科学技術全般に対して社会的

信頼が高く，原子力技術自体が外国からの導入技術であり，外国で設定された安

全基準を保持すれば原子力安全は保障されるという強い共通認識があった【民

p.290】，とされている． 

しかし，法律や安全基準等は過去の経験や経済性等を考慮したある水準を守

ることを義務付けられたものである． 

法律や安全基準等を遵守するだけでは，「想定内」での安全確保ができたとし

ても想定外の事象を含めて，特に科学には常に未知の部分が存在し現在進行形

で解明が進められるという「作動中の科学」に対しては，絶対安全というわけで

はない．すなわち，不確実性があり，予測が容易でない自然現象や自然のリスク

に対して，国の認可や法律，安全基準だけでは，事前に想定外の自然のリスクや

それに伴う連鎖反応的な「負の効果」を防ぐことはできないのである．まして東

京電力が「原子力発電所が国の指針に適合している」ことさえ立証すれば事業者

の社会的責任を果たしたことにならないのは言うまでもない32． 

このように，米国からの導入技術への盲信が，安全管理を疎かにさせるととも

に，思想面で大きな事故原因となったことは否めない． 

「米国導入技術への盲信」からの適切な脱出が必要である． 

 

 

                                                      

32 田岡直規「巨大化・総合化・複雑化した科学技術における技術者倫理」，技術倫理研究

第 8 号名古屋工業大学 技術倫理研究会編，pp.26-27，2011.12.5 



26 

 

Ⅰ-5-2 技術思想の伝承 

 

福島第一原子力発電所は，40 年以上前に米国から導入された技術であるが，

そもそも米国から日本に「技術思想」が正しく伝承され設置されたのであろう

か？ 

わが国では，原子力政策により，この地震大国で津波の被害を避けることがで

きない海岸に 54基もの原子力発電所を建設・稼動させてきた． 

そもそも 40年以上前に米国から導入した原子力発電所は，米国固有の，①大地

震が想定されない，②内陸部の大河近くに設置する，という設置環境を想定した

ものであり，地震大国で海岸に設置せざるを得ないという日本固有の設置環境

を考慮したものではなかった33． 

この米国からの導入技術に対し，海の近くに設置するという日本固有での設

置環境を考慮せず，又地震大国であり貞観地震レベルの巨大地震・巨大津波とい

う日本固有のリスクが存在するにもかかわらず，安全性評価，リスク評価を十分

に行わなかった 20． 

従って米国から導入した原子力発電所の技術思想が米国から日本へ正しく伝

承され，運用されたとは考えられない. 

国会事故調によれば，福島第一原発の１～３号機の設置許可申請が行われた

昭和 40年代前半は地震科学が未熟であり，敷地周辺の地震活動は低いと想定さ

れ，安全規制のための耐震設計基準が存在せず，安全機能が保ち続けられること

を確認するための地震動については東京電力が独自に設定し，経験主義的に審

査された【国 p.59～63】とされている．また，この福島第一原発が立地する丘

陵地には，地質年代の若い，柔らかい地層が 30ｍ以上存在する．堅固な基盤は

海面下 200m の深さに存在する.このように原発設計には元々適さない場所であ

る．海抜 10ｍまで丘陵を削って原発施設を造ったことについては，津波対策の

観点からは問題があるが，原子炉建屋の支持層を海面より下に求めている状況

であり，より高所への建設は不可能に近かった【国 p.65】とされている． 

米国仕様品の導入にあたり，適切に日本仕様品として設置するという，技術思

想の伝承が必要である. 

 

 

                                                      

33 田岡直規「原子力における技術者の社会的責任」，技術倫理研究第 12 号，名古屋工業大

学 技術倫理研究会編，pp.42，2015.11.30 
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Ⅰ-5-3 法律，技術基準，安全基準 

 

それでは，米国からの導入技術である福島第一原子力発電所の法律，技術基準，

安全基準については，どのように伝承され，運用されたのであろうか？ 

新しい原子力発電所はその時代時代の法律，技術基準，安全基準，知見に基づい

た設計・建設・設置等が行われている． 

福島第一原子力発電所は，ハード面，ソフト面でも 40年前の法律，技術基準，

安全基準，知見に基づくと同時に，米国での設置環境を想定した科学技術である
23．  

一方，福島第一原子力発電所が稼動してからの約 40年の間に，科学技術は急

速に発展し，当初は想定できなかった地震や津波，さらにそれに伴う被害の発生

も予見できるようになってきている．また，全電源喪失は米国で 30年前に想定

されている34．さらに，2010 年 10 月に公表された経済産業省所管の原子力安全

基盤機構による電源喪失における圧力容器破損のシミュレーション結果のよう

に，原子力発電所の電源喪失が起きることを想定していた研究も存在する35． 

一方原子力安全機構が 2010年に公表したシミュレーションによると，電源を

喪失し，冷却機能を失った原子炉は，わずか１時間 40分ほどで核燃料が溶け出

すという炉心溶融を起こすなど，短時間で危機的状況に陥ることが指摘されて

いた36． 

一方，原発の規制基準については，福島原発事故後，原子力規制委員会は，2013 

年 6月 19日，新規制基準を決定し（施行は７月８日），新たな要求事項として，

シビアアクシデント対策を加えたが，福島原発事故発生前までは，「シビアアク

シデント対策」については，「事業者の自主的対策」とされていた． 

ここで「シビアアクシデント」37とは，「設計基準事象を大幅に超える事象であ

って，安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却又は反応度の制

御が出来ない状態であり，その結果，炉心の重大な損傷に至る事象（シビアアク

シデントの重大さは，その損傷の程度や格納施設の健全性の喪失の程度による）」

とされている． 

また，津波について，福島原発事故後，原子力安全委員会では，2012 年 3月 

                                                      

34 朝日新聞，2011 年 3 月 31 日 

35 朝日新聞，2011 年 4 月 21 日 

36 毎日新聞，2011 年 4 月 19 日 

37 東京電力「柏崎刈羽原原子力発電所のアクシデントマネジメント整備報告書」,pp.1-

42，2002 
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22 日に新規制基準を決定し，「原発ごとに「基準津波」を設定」に変更されたが，

福島原発事故前までは，「地震随伴事象」として津波を考慮」としていた． 

そのため，東京電力はシビアアクシデント対策として，外部電源や非常用ディ

ーゼル発電機の電源機能を長時間失う事態をいずれも想定されていたが，対策

に取り組むと膨大なコストを必要とするため，経済性等を考慮して想定から外

されたという想定外とし，この科学技術成果，研究成果，知見を，技術基準，安

全基準に反映しなかった．国も経済性の理由から，また絶対安全という建前上か

ら｢送電線の復旧，非常用発電機の修復が期待できるため考慮不要」38と了承し

ていたのである． 

さらに，原子力関連の科学者，技術者は，原子炉の冷却停止シミュレーション

や放出された放射性物質の拡散シミュレーションと，多くの有効な科学的知見

を見出していながら，直接，安全基準，行動基準等に十分に生かされなかった． 

また，その後も 40年前の法律，技術基準，安全基準を踏襲し，現在進行形で

急速に発展する科学技術研究の未知の部分の解明を行うという原子力関連の科

学技術成果や地震，津波等自然災害に関するいわゆる作動中の科学の研究成果

や知見をこの巨大化・総合化・複雑化した科学技術に十分に反映しなかったので

ある39． 

 国会事故調によれば，1957 年 6 月に交付された「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」（以下，「原子炉等規制法」）に基づき，実用発電

用の原子炉の新・増設については内閣総理大臣（1978年から通商産業大臣，2001

年から経済産業大臣）の許可を受けることが必要であるが，福島第一原発１～６

号機が「設置許可された当時は，安全審査についてガイドラインとなる基準等は

ほとんど明文化されていなかった．同様に，安全審査の一部である耐震設計方針

の妥当性も，個別の経験主義的な審査に任せられていた．その後 1978年に耐震

設計審査指針が制定され，2006 年に改訂されたが，決定以前に設置許可された

原発に対しても最新の基準をさかのぼって適用する（バックフィット）」という

ような法的仕組みはなかった【国 p.66】とされている． 

 

Ⅰ-5-4 非常用装置の使用 

 

それでは，このような，リスク認識，技術思想，法律，技術基準，安全基準に

                                                      

38 毎日新聞，2011 年 4 月 19 日 

39 田岡直規「巨大化・総合化・複雑化した科学技術における技術者倫理」，技術倫理研究

第 8 号名古屋工業大学 技術倫理研究会編，pp.27，2011.12.5 
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基づいた事故時の非常用装置はどのように使用されたのであろうか？  

事故時には，通常，IC（非常用復水器）が作動し，非常時の冷却機能を活用で

きる仕組みになっている．しかし，政府事故調によれば，1号機の運転員は，IC

に対する理解不足と不十分な訓練により，１号機の IC 作動状況を誤認し IC に

よる冷却機能を活用できなかった40とされている． 

すなわち，民間事故調によれば，IC が作動していると思い込んでしまい，冷

却機能が途切れたことに気がづかず，その結果消火ポンプや消防車を利用した 1

号機原子炉への代替の注水を直ちに実施しなかったことや，さらに格納容器の

ベントを 11日夜までに速やかに実施しなかったことが決定的に事態を悪化させ

てしまった【民ｐ.383】とされている． 

 国会事故調によれば，株式会社 BWR運転訓練センター41での過酷事故の教育・

訓練は，直流電源確保のもとで，中央制御室の制御盤が使用可能という条件であ

り，本事故のように直流電源までも喪失し，中央制御室の制御盤が使用できない

条件での事故は対象外であった．また，そこでの教育・訓練は，実技訓練はなし

で，「過酷事故対応」の内容を「説明できる」ことを目標とする机上訓練であっ

た．  

理由の一つとして，過酷事故対応は，事故時に設置される緊急対策室をはじめ

とし中央制御室以外の組織や人員との連携が必要で，中央制御室の運転員のみ

ではできないためである【国 p.182】とされている． 

技術者自身が設計，試作したもの，或は日常的に操作している装置については，

非常時でも適切な操作が可能である．しかし，スリーマイル島原発事故での ECCS

（緊急炉心冷却装置）のような非常用装置について，特に絶対安全という安全神

話にとらわれていた事業者にとっては，技術者自身に設計・試作，操作・訓練経

験がなく，非常時には適切な操作が不可能であった42．非常用装置について，日

常からの理解，操作訓練が必要である． 

 

Ⅰ-5-5 公衆の科学技術リテラシーと技術者の社会リテラシー 

 

科学技術を十分に理解しているとは言えない公衆に対しては，科学技術に携

                                                      

40 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（政府事故調）「中間報告」，

pp.472-474，2011 

41 沸騰水型原子炉（Boiling Water Reactor）の運転員の養成を行う訓練機関 

42 田岡直規「原子力における技術者の社会的責任」，技術倫理研究第 12 号，名古屋工業大

学 技術倫理研究会編，pp.49，2015.11.30 
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わる者，すなわち技術者，研究者が，公衆に理解できるように，読み書き話す能

力，すなわち，科学技術リテラシーを伝授することが必要不可欠である．一方，

技術者，研究者は自己の専門分野の科学技術そのものには詳しいが，社会環境が

急激に変化する中，その科学技術を社会に適用する場合，どのように展開してい

くかを考える能力，社会リテラシーを的確に身につけることが必要である． 

原子力の政策決定者，専門家や関係者は，原子力に潜在する事故，放射線被曝，

環境汚染や放射性廃棄物等の危険性やリスク，さらに技術的あるいは，倫理的な

問題について，社会に対して何ら警告を発することなく，ここまで進めてきてし

まったことは，社会リテラシーの欠如にも起因すると言わざるをえない． 

今回の福島原子力発電所事故において原子力における技術者は原子力という

科学技術の危険性，リスクの実態を正確かつ迅速に社会に説明し，警告を発しリ

スク受容について公衆との間に，社会的合意を形成しなかったことは，社会リテ

ラシーの欠如に起因するところが少なくない． 

特に低線量放射線の人体への影響，住民への避難勧告，農作物の出荷制限等に

おいて，科学的知見のもとに意思決定が求められたが，その過程で混乱を招く結

果となった．さらには原子力発電所事故後に SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予

測ネットワークシステム）の解析結果が速やかに公開されずに，一部の住民が本

来回避可能な放射線被爆を受けるという事例も発生した．さらに，事故の進展や

避難に資する情報が住民に伝えられず，多数回の避難移動，線量の高い地域への

避難等，被害拡大に繋がった． 

 民間事故調によれば，SPEEDI についての予測結果が官邸トップに報告されて

いれば，避難指示を示すの一定の判断材料として利用できた可能性がある【民

p.177-179】とされている． 

 国会事故調によれば，「原子力防災対策において，複合災害やシビアアクシデ

ントの想定が欠けていたことを問題としており，SPEEDI については，放射性物

質の放射源情報なしに計算した結果には」，初動における「避難区域の設定の根

拠にできる正確性はない」，として，「初動の避難指示を決定することは困難であ

った」【国 p.381-393】とされている． 

 また，政府事故調では，「周辺住民の避難」にあたり大事であると考えられる

「放射性物質の拡散状況と予測についての情報提供方法」，「炉心の状態や福島

第一原発３号機の危機的な状態等に関する情報提供方法」，さらに「放射線の人

体への影響」などにおいて，何度も繰り返された「直ちに人体に影響を及ぼすも

のではない．」という曖昧な解説などについても，真実を迅速・正確に伝えてい

ないのではないかと住民に疑惑や不信を招いた【政 p.424-425】とされている． 

今回の大震災，原子力発電所事故を踏まえて，特に現在進行形の被害拡大防止
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等という緊急時の科学コミュニケーションの仕組みの構築が求められている． 

今回の大震災や原子力発電所の事故の事例からもわかるように，想定外の事象

や，データ，あるいは解釈が困難なデータが存在する場合は，正確，詳細,かつ

迅速な社会や公衆への説明が困難になり，さらに，社会的な合意形成は困難にな

る． 

また，このような状況下では，技術者と公衆の双方向のコミュニケーション，

及び相互理解が不可欠であり，本来，科学者，技術者は，公衆に情報を適宜，適

切な方法で提供することにより，情報公開し，公衆への説明責任を果たすことに

より，公衆の科学技術リテラシーと技術者の社会リテラシー，及び双方のリテラ

シーの向上，融合を図る必要がある． 

以上より，事故原因と対策をまとめたものを表 1-2に示す 

 

表 1-2 福島原子力発電所事故：事故・被害拡大の原因と対策 

 

 項目 事故・被害拡大の原因 対策 

1 リスクの認識 ① 安全神話依存 

② リスク認識誤り 

③ 中枢部多重防護システム依存 

④ 米国からの導入技術への盲信， 

① 安全神話からの脱出 

② リスク認識力，リスク対応

力の向上 

③ システム依存からの脱出． 

周辺部も含めた安全管理

への移行 

④ 米国からの導入技術への

盲信からの脱出， 

2 技術思想の伝

承 

① 技術思想の未伝承（米国仕様品

（地震フリー，内陸部設置）の導

入 

① 技術思想の伝承：日本仕様

品（巨大地震，海岸設置）

としての設置 

3 法律，技術基

準，安全基準 

① ４０年前の法律，技術基準，安全

基準の踏襲 

① 従来の法律，技術基準，安

全基準からの脱却 

② 最新の技術的知見の反映 

 

4 非常用装置の

使用 

① 事故時の非常用装置作動誤認 ① 非常用装置の作動理解と

日常訓練 

5 リテラシー ① 公衆の科学技術リテラシー，技術

者の社会リテラシーの欠如 

① 公衆の科学技術リテラシ

ーと技術者の社会リテラ

シーの向上及び融合 
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第Ⅱ章 巨大化・総合化・複雑化した科学技術における技術思想伝承の事例分

析 

 

Ⅱ-1．技術思想とは 

 

日本では，古くから多くの技術導入・国産化を行い科学技術の向上と国民経済

の発展に大きく寄与してきた．特に戦後は，戦後復興と高度経済成長を目指し，

原子力発電所をはじめとした大型科学技術について，その技術的及び経済的優

位性を主張し，短期間に海外から導入し，国産化を推進してきた． 

そもそも，技術開発においては，その設計の概念，コンセプトとしての「設計

思想」を明確化する必要がある．また，設計思想は，設計仕様を決める時のトレ

ードオフでの優先順位付けを行う際の，基盤となるものでもある． 

例えば，スポーツカーを例にあげると，その設計思想として，走行性，経済性，

安全性，デザイン性，耐久性等のトレードオフでの優先順位として，走行性とデ

ザイン性に価値の重点を置いたものである. 

さらに，科学技術を設計段階に限定せず，設計，開発，設置，導入，維持管理す

る際には当該技術の各段階において実施する普遍的な前提条件や考え方，知識

としての技術思想を明確化する必要がある．巨大化・総合化・複雑化した科学技

術は，技術思想の観点からどのように，設計，開発，設置，導入，維持管理され

てきたのであろうか？ 

また，海外からの導入技術については，その導入過程において，その科学技術

の本来の技術思想や設計思想は十分に伝承されたのであろうか？ 

本章では，巨大化・総合化・複雑化した科学技術について，その技術思想に着目

し，その伝承の成功例と失敗例について，分析，検証を行い，技術思想を正しく

伝承するための提案を行う． 

技術思想，設計思想という用語は，古くから広く使われているが，その概念や

定義そのものについては，各専門家によって固有の部分も多く，統一されておら

ず，明確化されていないのが現状である．この技術思想という用語には，大きく

2通りの使われ方がある． 

まず，第一の用法についてまとめておく.例えば，物理学者で科学史家の杉田

元宜によれば技術思想とは，「個々の技術ではなくその背景にある思想」あるい

は，「技術について時代のはやり廃りや支配的な思想」43とされている．さらに，

                                                      

43 杉田本宜「情報と制御の理論(cybernetics)と新しい技術思想」,『一橋大学研究年報．社

会学研究』，pp.101-144，1959 
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「技術思想の変遷」という章において論じる際に，「古代の技術が力の拡大を中

心思想としていたのに対して，中世では熟練を中心とするものに進歩している」
44と述べている． 

また，『技術思想の変遷』45（村上陽一郎編著，朝倉書店，1981）の中で，科学

史家で哲学者の坂本賢三は，「採鉱・冶金の技術思想」という章において論じる

際に，「採鉱と冶金は，見たところ異なった技術のように思われる．坑を掘るこ

と，岩石や鉱石を運び出すこと，通気や照明や排水を配慮することなど，採鉱は

土木的な技術でありその手段が機械的であるのに対し，冶金の方は精錬や合金・

鋳造など化学的な技術であるように見える．この点から言えば採鉱の思想と冶

金の思想は区別されなくてはならない」46と述べている．また，「産業革命期に蒸

気原動機が登場するまで主要な原動機は水車であった．水車の普及つまり原動

機の普及は自然の中に，つまり人力以外のところに力の源泉を見る見方を普及

し，伝動機構を通じてのその作業機への伝達は，すべては，外力によって動かさ

れるとする機械論を生むことになった」47と述べている． 

このように，原動機の普及により，「すべては，外力によって動かされるとす

る思想」48が生まれた．技術思想とはここでは「そもそもの技術としての成り立

ちの概念」49として解釈されている． 

また，国際連合大学科学アドバイザーの坂本憲一は「経済発展のための資源循

環型技術思想」50の例としてクローズドシステム，ゼロエミッション，インダス

トリアルエコロジー等を挙げており，ここでは技術思想を「技術のコンセプト，

                                                      

 

44 杉田本宜「情報と制御の理論(cybernetics)と新しい技術思想」,『一橋大学研究年報．社

会学研究』，pp.101-144，1959 

45 坂本賢三「第三章 技術的発達と近代科学」，村上陽一郎編『知の革命史 ７技術思想の

変遷』朝倉書店，pp.73-102,1981 

46 坂本賢三「第三章 技術的発達と近代科学」，村上陽一郎編『知の革命史 ７技術思想の

変遷』朝倉書店，pp.73-102,1981 

47 坂本賢三「第三章 技術的発達と近代科学」，村上陽一郎編『知の革命史 ７技術思想の

変遷』朝倉書店，pp.73-102,1981 

48 坂本賢三「第三章 技術的発達と近代科学」，村上陽一郎編『知の革命史 ７技術思想の

変遷』朝倉書店，pp.73-102,1981 

49 坂本賢三「第三章 技術的発達と近代科学」，村上陽一郎編『知の革命史 ７技術思想の

変遷』朝倉書店，pp.73-102,1981 

50 坂本憲一「21 世紀における北東アジアの経済発展と環境」,島根県立大学北東アジア地

域研究センター,『北東アジア研究』第 5 号,pp.19-33，2003 
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概念，全体を貫く基本的な観点・考え方」51として位置づけている． 

すなわち，以上では，技術思想を「技術の背景にあって，その技術の普遍的な

前提条件や考え方となる思想」と位置づけて使われている． 

次に，第二の用法についてまとめておく. 

一方，『脱原発の技術思想』52において，金属材料工学者で「柏崎刈羽原発の閉鎖

を訴える科学者・技術者の会」代表の井野博満は「1960 年代における科学技術

思想の展開は，科学至上主義からの脱却，すなわち，科学や技術の進歩に対する

疑義・不信であり，同時に科学や技術を支え推進する主体，すなわち科学者や技

術者という専門家たちへの不信，その存在自体への批判・否定へと向かったと総

括できる．このような日本における脱原発運動の高まりは，同時代的に世界各地

で巻き起こった運動と軌を一にしていた」53と述べており，ここでは技術思想を，

「科学技術に対する主な考え方・姿勢」54と位置づけている．すなわち，第一の

用法においては，思想の主体が技術の担い手であるのに対し，第二の用法におい

ては，思想の主体が社会で，技術思想を「技術に対する社会の考え方」を意味す

るものとされている． 

また，技術思想とともによく用いられる設計思想については，通常，設計の概

念，コンセプトを意味するものとされている． 

例えば，井野博満は福井地裁大飯原発差止判決において，電力会社における原発

の設計思想について，以下の通り述べている55． 

(1)大飯原発差止の判決は，さまざまな点において画期的なものであるが，原発

の設計思想を問い質したという意義も大きい． 

(2)耐震設計の基本的問題点は，設備・機器を「安全上重要な設備」とそれ以外

の設備に分類し，前者は耐震 Sクラスで設計し，後者は耐震 Bクラスあるいは，

Cクラスで設計するとしていることである．B・Cクラスは，通常の建造物と同レ

ベルの耐震性しか要求されていない．原発の設計思想は，この「安全上重要な設

備・機器」のみ無事であれば，それ以外の設備・機器は壊れてもよいという考え

である． 

                                                      

51 坂本憲一「21 世紀における北東アジアの経済発展と環境」,島根県立大学北東アジア地

域研究センター,『北東アジア研究』第 5 号,pp.19-33，2003 

52 井野博満「脱原発の技術思想」,岩波書店『世界』2，pp.183-200,2017 

53 井野博満「脱原発の技術思想」,岩波書店『世界』2，pp.183-200,2017 

54 井野博満「脱原発の技術思想」,岩波書店『世界』2，pp.183-200,2017 

55 井野博満「脱原発の技術思想」,岩波書店『世界』2，pp.183-200,2017 
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(3)一般に，技術が実現されるためには，①その機能性（利便性），②経済性（コ

スト），③安全性，④環境適合性の 4条件が求められる．このような技術の４条

件のバランスのもとでつくられてきた． 

ここでは設計思想とは「設計仕様を決める時の①その機能性（利便性），②経

済性（コスト），③安全性，④環境適合性のトレードオフでの 4 条件の優先順位

付けを行う際の，基盤となるもの」を意味するものとされている． 

本章では，これらの従来の技術思想の概念をもとに，この設計思想の概念を，

さらに設計，開発，設置，導入，維持管理段階まで拡張し，「科学技術を設計段

階に限定せず，設計，開発，設置，導入，維持管理する際の当該技術の各段階に

おいて実施する①その機能性（利便性），②経済性（コスト），③安全性，④環境

適合性の 4 条件に関連した普遍的な前提条件や考え方，知識としての技術思想

と定義することにより，技術思想に設計思想を含めて考えることとする． 

 

 

Ⅱ-2．技術思想の伝承の失敗事例 

 

Ⅱ-2-1．六本木ヒルズ自動回転ドア事故56 

 

2004 年 3 月 26 日東京都港区六本木の六本木ヒルズ森タワー2 階正面入口で，

母親と観光のために訪問していた 6歳男児が自動回転ドア（直径 4.8ｍ）に頭を

挟まれ死亡するという事故があった．男児は母親の前を歩き，母親より先にビル

に入ろうとして円柱型の回転ドアに入り込んだ際，左側から回ってきた回転ド

アとドアの外枠との間に頭を挟まれた．後ろを歩いていた母親とそばにいた人

がドアを逆回転させて男児を助け出し，その後病院に搬送されたが約 2 時間後

に死亡した．自動回転ドアにはセンサーが設置され，人が無理に入るとセンサー

が感応して自動的に停止させる仕組みとなっている． 

                                                      

56 本事例は以下を参考に記載した． 

 ・自動回転ドア事故防止対策に関する検討会「自動回転ドア事故防止対策ついて」，

pp.1-32,2004 

・畑村洋太郎『だから失敗は起こる』，NHK 出版，pp.15‐28，2007 

・失敗学会：Web ページ，http://www.shippai.org/fkd/cf/CZ0200718.html， 

参照日：2019-8-17 

・中尾政之『続々失敗百選』，森北出版，pp.175-179，2016 
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センサーの感応する高さは 120cmに設定されており，男児は，身長 117cmで，

それより低かったため，そのセンサーに感知されなかった．当初は，センサーの

感応域は，高さ 80cm に設定されていたが，後に駆け込み防止策のベルトが風に

揺れ，しばしばセンサーが誤作動したため，高さ 120cmに変更されていた． 

 

図 2-1 事故が起きた六本木自動回転ドア（出典：畑村洋太郎 

「ドアプロジェクトに学ぶ 検証回転ドア事故」日刊工業新聞社） 

 

 
図 2-2 事故が起きた六本木自動回転ドア（出典：朝日新聞） 
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また，センサーが感知してから動いているドアが完全に止まるまでには 25cm

動いてしまう．これではセンサーが正常に感知しても安全が確保されない可能

性がある． 

この事例は，従来の回転ドアよりも巨大化し，モーターを複数台設置し，要素

技術として，回転機械設備，電子検知設備，通信設備，制御設備，建築設備等に

代表されるように，機械工学，材料工学，電気・電子工学，通信工学，制御工学，

建築工学等の分野の工学を結び付けることによって「統合化」している．また，

多数の要素技術とシステムを相互に結びつけることによって「複雑化」したシス

テムとして，巨大化・総合化・複雑化した科学技術の典型的な事例として，位置

付けられる． 

エレベーターや回転ドアの設計者の間では，「ドアは軽くてゆっくり動かなけ

れば危ない」ということが，その分野に精通している人誰もが，言葉にしなくて

も経験を通じて暗黙のうちに身に付けている知識であり，その分野の技術思想

であった．そのため，海外でもこの知識を，技術思想として採用していた． 

この事故を起こした回転ドアを設計したのは，建築用金属製品・美術工芸品を

扱う田島順三製作所で，1918年に設立された．そして，1995年頃オランダのブ

ーンイダム社からこの回転ドアが技術導入された．田島順三製作所は 1999年三

和シャッター工業のグループ会社となり，製造会社として存続・継承された．ま

た，販売会社として新たに三和タジマが設立された．その後，2001 年に田島順

三製作所とブーンイダム社との技術提携は破棄され，図面は回収され試作品だ

けが残された．そして，それ以外の知識，安全に関する情報や，設計思想，技術

思想は伝承されなかった． 

また，田島順三製作所は，安全に関する十分な考察や検証を行なわず，「回転

ドア」に変更を重ねて根本的な安全対策を講じなかった．日本では，過去より多

くの海外技術の導入・国産化を行ってきた．多くの場合，技術と同時に安全基準

も導入されており，本事例についても，安全基準は 2002年の欧州連合規格に準

拠（外周速度は 100cm/s 以下）し設計を行った．欧州では材料が軽量であったた

め，安全基準に速度しか定めていなかった．そのため，速度が独り歩きして，外

周速度だけを守った．その結果，人がドアにぶつかったときの最大衝撃力につい

て，2003年の米国規格「減速後許容運動エネルギー3.39ジュール以下」を無視

してしまった．こうして，元来の技術思想が生かされなかった．もともと回転ド

アは，寒さの厳しい欧州で開発されたものである．欧州では暖房効率を上げるた

めに外気を遮断し，外気と室内の温度差を確保することが求められ，機密性が回

転ドアの最も重要な機能とされた． 
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衝突の衝撃を減衰させるためにドアの可動部は軽量にすべしという思想があ

り，試作品もそのように作られていた．また，欧州の回転扉は安全性確保のため，

回転部分が軽いアルミで作られていた（重量は 0.9トン）．従って，実際にセン

サーに手をあてて扉を止めようとすると，手が挟まれたり，巻き込まれたりする

ことはなく瞬時に扉が止まる． 

一方，日本では高層ビルは冬期に建物内外の温度差で大きな圧力差が発生し，

その内外の圧力差を維持する方策や，ビル風がビル内に流入するのを防ぐこと

が強く求められた．また一方で見映えも重視された． 

その結果として，以下の変遷をたどった． 

a）表面のアルミにステンレスを貼り付ける（高級感を醸し出すため） 

b）モーターを複数台設置する（回転の安定のため） 

c）骨格をスチール製に変更する（ビル風によるゆがみやたわみを防止するため） 

オランダからの導入時はアルミ製で 0.9 トンであったものが，これらの改良

に伴い重量は増加し，事故が起きた回転ドアは 2.7トンまでになってしまった．

さらに，回転ドアはセンサーで危険を感知したときに瞬時に止めることができ

なくなった． 

欧州のメーカーが開発した回転ドアが，日本のメーカーに渡り，様々な意図，

都合等で仕様変更されていく過程で，伝えられるべき重要な情報，「ドアは軽く

てゆっくり動かなければ危ない」というそもそもの回転ドアの技術思想が巨大

化・総合化・複雑化した回転ドアに伝承されなかったのである．その本来の技術

思想を文章化，明確化し後世の関係者に伝承することが必要である． 

 

 

Ⅱ-2-2．福島第一原子力発電所事故 

 

2011 年 3 月 11 日に，事故が発生した福島第一原子力発電所は，40 年以上前

に米国から導入された技術であるが，そもそも米国から日本にその技術思想が

正しく伝承され設置されたのであろうか？ 

日本においては，原子力発電所は 1950 年代に，安全性と経済的優位性のみが

強調され「夢のエネルギー」として，導入された．そして，早急な商業炉の導入

を求める産業界や経済界，通商産業省（現経済産業省），科学技術庁（現文部科

学省）等の要請により，国内での研究開発による国産の原子力発電所の導入を待

たずに，海外からの商業炉の導入を求める声が高まった．その後も，わが国では

54基もの原子力発電所を建設・稼動させてきた【民 p.296】．  
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米国では竜巻やハリケーンに備えて非常用発電機は地下に設置する57という

のが技術思想の一つであった．その，米国の技術思想を正しく理解できず，日本

独自の設置環境に置き換えることができなかった． 

すなわちその設置環境という技術思想が，米国から日本へ伝承されず，原子力

発電所がフルターンキーで日本に導入された． 

GE社が始めたこの方式は国際的にも注目され，GE社は，この方式によりスペ

インのサンタマリア・デ・ガローニャ原発（以下「スペイン炉」）を受注してい

た【国 p.65】． 

元東京電力幹部へのヒアリングによれば，東京電力が GE社に決めた大きな理

由は，スペイン炉と同じ設計のものを採用すれば設計図面や製造図面がそのま

ま活用できる点を挙げている．また，特命発注することによってむしろ炉の購入

価格を安くできる可能性が大きい，ことも要因として考えられている【国 p.65】．

日本は，地震大国であらゆる地域で地震が発生しうるし，また発電システムの中

で冷却に必要な大量の水を海水に依存せざるを得ない．すなわち，地震大国の中

の海岸に設置せざるを得ず，巨大地震・巨大津波という固有のリスクが存在する

日本の設置環境を考慮したものではなかった58． 

また，その日本固有のリスクが存在するにもかかわらず，安全性評価，リスク

評価を十分に行わなかったのである． 

さらに，原子力を専門とする原子力学界，安価な電力を求める電力事業者，原

子力を管轄する通商産業省(現経済産業省)と科学技術庁（現文部科学省）によっ

て構成される，いわゆる「原子力ムラ」が原子力の絶対安全を強調することで，

技術思想が伝承されずに，自治体とその住民が原子力発電を受け入れやすい地

盤を築いていった【民 p.246】．  

またスリーマイル島（TMI）原子力発電所事故(1979年)やチェルノブイリ原子

力発電所事故(1986 年)を経験した後も，「日本の原子力発電所は絶対安全である」

という議論を主張し続け，これらの事故の教訓に基づいた安全性向上策はとら

なかった．さらに，茨城県東海村の JCO 臨界事故（1999 年）のように日本にお

ける原発のトラブルも「一組織の問題」として取り扱われ，過去の教訓が生かさ

れることなく，絶対安全という安全神話を前提とした体制が継続された．すなわ

ち，原発の絶対安全を主張しつづけ，事故対策を検討することすら許容されなか

ったのである【民 p.246-247】． 

                                                      

57 朝日新聞 2011 年 6 月 11 日 

58 田岡直規「原子力における技術者の社会的責任」，技術倫理研究第 12 号，名古屋工業大

学 技術倫理研究会編，pp.42-43，2015 
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このような経緯を経て，「日本原子力発電会社」が設立された．そして，商業

炉の運転については，電力会社が，そして事業者の監督と電力の安定供給につい

て確保する責任は監督官庁として，通商産業省（現経済産業省）が担当すること

になった．また同時に国産原子力技術の開発については，科学技術庁（現文部科

学省）が中心となって担当し続けることになり，原子力行政について「二元推進

体制」が発生することとなった．そのため，原子力の安全規制に関する責任が不

明確となった【民 p.296】． 

さらに，規制する立場としては，事業者が安全規制を形式的に遵守することを

確認するだけになり，全体の安全性を政府が一元的に管理することが難しくな

った．当時の社会情勢として，科学技術全般に対する社会的な信頼性が高かった

ため，技術思想を伝承するよりもむしろ，外国で設定された安全基準を遵守すれ

ば，安全が確保されるとの意識にとらわれがちであった【民 p.296】． 

1973年に伊方原発の安全性についての訴訟が起こり，様々な争点で争われた．

この裁判の結果，原発の安全性を証明するためには，多くの「証拠」の提示が必

要という状況になった．そのため，原子力安全規制当局は，検査項目，及び検査

時間を増加させ，膨大な資料が必要となった【民 p.300】． 

このように原子力の安全確保の実務は，技術思想の伝承ではなく，膨大な書類

作成による検査の厳密化が最優先されるようになってしまったのである． 

このような状況下で，原子力発電所の津波対策は，どのように研究，検討され

ていたのであろうか？ 

福島第一原子力発電所については，1966～1972 年，に原子炉の設置・許可を

取得した．それ以前は津波対策についての明確な基準がなかったため，過去の津

波痕跡をもとに設計を行い，結果として小名浜港工事基準面＋3.122m（当時小名

浜港で観測されていた既往最大の 1960年チリ地震津波の潮位）を設計条件とし

て定めた【民 p.268】． 

1970 年原子力委員会策定の「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査

指針」では，2.2「敷地の自然条件に対する設計上の考慮」において，「当該設備

の故障が，安全上重大な事故の直接原因となる可能性のある系および機器は，そ

の敷地および周辺地域において過去の記録を参照にして予測される自然条件の

うち最も過酷と思われる自然力に耐え得るような設計であること」，及び「安全

上重大な事故が発生したとした場合，あるいは確実に原子炉を停止しなければ

ならない場合のごとく，事故による結果を軽減もしくは抑制するために安全上

重要かつ必須の系および機器は，その敷地および周辺地域において，過去の記録

を参照して予測される自然条件のうち最も過酷と思われる自然力と事故荷重を

加えた力に対し，当該設備の機能が保持できるような設計であること」と定めら
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れている【民 p.268-269】．  

ここで，この「予測される自然条件」とは，「敷地の自然環境をもとに，地震，

洪水，津浪，嵐（または台風），凍結，積雪等から適用されるものをいう」とさ

れており，本指針を踏まえた安全審査で，チリ地震津波を踏まえた設計条件は妥

当と判断され，設置許可されている【民 p.268-269】． 

1995 年の阪神淡路大震災以降，数々の地震の研究が，国家的プロジェクトと

して推進され，学問として目覚ましく発展をとげた【民 p.272】．一方，津波に

ついては，主流な研究テーマとしては扱われていなかった．少なくとも 2000年

前後までは，一部の限定された研究者により，特定地点での堆積物調査等から既

往最大津波の高さを推定するといった研究が中心であった．原子力発電所の安

全性評価に必要な，具体的な最大高さ規模の津波について，具体的な再来間隔を

予測するようなものではなかった【民 p.272】． 

すなわち津波は，主流な研究テーマとして扱われず，対策基準を含め具体的な

津波対策は検討されていなかった． 

このような状況下で，そもそも米国から導入した原子力発電所の津波におけ

る技術思想が米国から日本へ正しく伝承され，運用されたとは考えられない． 

このように，米国独自の，「大地震が想定されない」「津波の影響を受けない」

場所に原子力発電所を設置する59という技術思想，また非常用発電機を地下に設

置するのは，竜巻やハリケーンに備えるためである60という技術思想が，米国か

ら日本へ伝承されなかった．また，日本独自の設置環境に置き換えることができ

なかった． 

その結果，想定を超えた巨大地震，敷地高さを超えた巨大津波が発生し，福島

第一原発の電源盤が被水，浸水し，全電源が喪失し，全ての冷却機能が失われた．

その結果，福島第一原発はメルトダウンに陥ったのである． 

米国仕様品の導入にあたり，技術思想を正しく学んで明文化して伝えるとい

う伝承に加えて，「日本独自の環境に置き換える」という「日本仕様品として設

置する」という技術思想の伝承が必要である. 

 

 

Ⅱ-３．技術思想の伝承の成功事例 

 

                                                      

59 田岡直規「原子力における技術者の社会的責任」，技術倫理研究第 12 号，名古屋工業大

学 技術倫理研究会編，pp.42-43，2015 

60 朝日新聞，2011 年 6 月 11 日 
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Ⅱ-３-１．女川原子力発電所建設工事61 

東北電力女川には，福島原子力発電所とほぼ同型の沸騰水型軽水炉があり，東

日本大震災では同規模の大津波に襲われた．この女川原子力発電所では，敷地の

海抜は 13ｍであり津波対策として十分という大多数の意見の中，14.8ｍの高さ

に設定，対応した．その結果，地盤沈下 1m を伴う 13m の津波に何とか対応し，

結果として，非常用発電機への直撃を回避することができた． 

この女川原子力発電所では，技術思想をどのように伝承したのであろうか． 

元来，地震や津波，洪水，台風等の自然現象については，不確実性があり，想定

外の現象が発生しており，従来の科学技術だけでは，十分に制御，対策すること

ができない62． 

東北地方の太平洋岸では，869年に貞観地震，貞観津波が，1611 年には慶長津

波が，1896年には明治三陸津波が発生している．貞観津波の痕跡は，1990年に

東北電力女川原子力発電所の建設所のメンバーが，2号機の設置許可申請のため

の事前の地盤調査を行う際に発見した．福島第一原子力発電所では，現行の法律

や安全基準等に加えて，貞観津波や慶長津波，さらには明治三陸津波レベルの津

波，地震を対策等に生かすと，膨大なコストが必要になり，経済性等を考慮し，

想定外と位置付け，対策を見送った． 

女川原子力発電所は，東北電力の元副社長63の平井彌之助が，貞観津波や明治

三陸津波等の記録や文献を基に，これらの津波クラスの大津波に備える必要が

あると主張した．また．敷地の海抜は 13ｍであり十分という大多数の意見の中，

さらに貞観地震において岩沼から 7km 内陸の千貫神社に津波が襲った事例を取

り挙げ，最新の技術的知見を十分に反映した津波対策を取ることを主張し続け

た．平井彌之助は津波という「自然に対する畏れを忘れない」真摯な態度をとり

続けた． 

法律や安全基準等は過去の経験や経済性等を考慮したある水準を守ることを

                                                      

61 本事例は以下を参考に記載した． 

・電気学会倫理委員会編『事例で学ぶ技術者倫理－技術者倫理事例集（第 2 集）』， 

pp.34-38，2014 

・大島達治：「技術放談」,大成印刷，pp.30-37，2015 

・近畿化学協会『技術者による実践的工学倫理（第 4 版）』pp.122-124，2019 

62 田岡直規「巨大化・総合化・複雑化した科学技術における技術者倫理」，技術倫理研究

第 8 号名古屋工業大学 技術倫理研究会編，pp.17-32，2011.12.5 

63 当時は電力中央研究所・技術研究所所長で社内の海岸施設研究委員会のメンバーも務め

た． 
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義務付けるものであり，法律や安全基準等を遵守するだけでは，想定内での安全

確保ができたとしても想定外の事象に対しては，絶対安全というわけではない64． 

規格や基準の策定は，安全性と経済合理性を勘案しながら実施されるが，時代

の流れの中で，諸学問が進歩し，規格・基準を策定した際の前提条件等が変化し

つつある中で，規格・基準に慣れてしまい，現実的には守るべき最低限の規範と

して判断し想定外の事象を考えなくなる恐れがある. 

この対応には，「電力王」「電力の鬼」と言われ，今日の電気事業体制を築いた 

松永安左工門（1875 年-1971年）の哲学「電気事業の基本は，公益事業として供

給責任を全うすることに尽きる」という技術思想が， 脈々として受け継がれて

いた． 

松永安左工門は，戦前の東邦電力（現中部電力）を設立し社長を，1951 年に

電力中央研究所を設立し理事長を務めた.当時，東北電力社内にカリスマ的な

「伝説の人物」として，脈々と生き続けていたのである．平井彌之助は，社長で

ある松永安左工門の下で働き，東北電力を辞めた後，松永安左工門が設立した電

力中央研究所に迎えられた．平井彌之助は結果責任を問われる技術者として，自

分自身の判断で責任を果たすという使命感と松永安左工門の哲学，技術思想に

基づいて対策を行った．すなわち，女川原子力発電所建設工事において，従来の

法律・技術基準・安全基準から脱出し，最新の技術的知見を反映し，法令基準以

上の対策を行い，結果として，非常用発電機への直撃を回避することができたの

である． 

このように，女川原子力発電所建設工事は，松永安左工門の哲学，技術思想が， 

脈々として受け継がれていた技術思想の伝承の成功例の一つであるといえる． 

 

 

Ⅱ-３-２．福島原子力発電所アクシデントマネジメント 

（特に，消火ポンプから原子炉への代替注水手段） 

 

我が国の電力事業者によれば，原子力発電所においては，多重防護という技術

思想に基づいた安全設計を行い，厳しい管理下で，建設，設置，運転を実施する

ことにより，原子力被害のリスク低減を図るとともに，より高い安全性確保に努

めてきているとされている65． 

                                                      

64 田岡直規「巨大化・総合化・複雑化した科学技術における技術者倫理」，技術倫理研究

第 8 号名古屋工業大学 技術倫理研究会編，pp.26，2011.12.5 

65 東京電力「柏崎刈羽原原子力発電所のアクシデントマネジメント整備報告書」,pp.1，
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1992 年 5 月，原子力安全委員会が「発電用軽水型原子炉施設におけるシビア

アクシデント対策としてのアクシデントマネジメントについて」を決定し，電力

事業者に対し，効果的なアクシデントマネジメントの自主的整備等を強く奨励

する見解が示された．また，同年 7月には，通商産業省(現経済産業省)が，電力

事業者に，規制的措置を要求するものではないとした上で，自主的な保安措置と

してアクシデントマネジメントの整備を強く要望した【東 p.39-40】）． 

これを受けて，東京電力では，福島第一原子力発電所を含む国内の全プラント

に，国内外での種々の事故・トラブル事例等からの知見を反映した．さらに，国

内の全プラントにスリーマイル島原発事故やチェルノブイリ原発事故を契機と

して，より高い安全性確保のための対策として，1994年から 2002 年にかけてア

クシデントマネジメント策を整備した【東 p.39-40】． 
 

アクシデントマネジメントとは，「設計基準事象を超え，炉心が大きく損傷す

るおそれのある事態が万一発生したとしても，現在の設計に含まれる安全余裕や

安全設計上想定した本来の機能以外にも期待し得る機能又はそうした事態に備

えて新規に設置した機器等を有効に活用することによって，それがシビアアクシ

デントに拡大するのを防止するため，若しくはシビアアクシデントに拡大した場

合にもその影響を緩和するために採られる措置を言う」66． 

また，シビアアクシデントとは，「設計基準事象を大幅に超える事象であって，

安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却又は反応度の制御が出

来ない状態であり，その結果，炉心の重大な損傷に至る事象（シビアアクシデン

トの重大さは，その損傷の程度や格納施設の健全性の喪失の程度による）」19）と

されている． 

 

アクシデントマネジメントについては，電力事業者により自主的に，国の確認，

評価を受け，進められている．原子力規制委員会によれば，アクシデントマネジ

メント整備の基本的な考え方は，以下の通りである【東 p.40】． 
  

(1)原子炉施設の安全性は，現行の安全規制のもとで，設計，建設，運転の各段 

階において，①異常の発生防止，②異常の拡大防止と事故への発展防止，③

                                                      

2002 

66 東京電力「柏崎刈羽原原子力発電所のアクシデントマネジメント整備報告 

書」,pp.21，2002 
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放射性物質の異常放出の防止，といういわゆる多重防護の思想に基づき，厳

しい安全確保対策を行うことによって十分確保されている． 

(2)従って，シビアアクシデントは，工学的には現実に発生の可能性は十分に低 

いものとなっており，原子炉施設のリスクも十分に低くなっている． 

(3)アクシデントマネジメントの整備により，この低リスクを一層低減すると考 

えられる． 

(4)従って，原子炉設置者において効果的なアクシデントマネジメントを自主的 

に整備し，万一の場合，的確に実施できるようにすることは強く推奨される 

べきである． 

(5)アクシデントマネジメントの実施を想定することにより，リスクが効果的に 

減少する限りにおいて，その実施が推奨又は期待されるべきである． 

 

1994 年 3 月，東京電力は，自社の原子力発電所各号機のアクシデントマネジ

メント整備について，検討結果を通商産業省（現経済産業省）に報告した． 安

全性をさらに向上させる上で検討すべき機能として， ①代替注水手段（復水補

給水系，消火ポンプから原子炉へ注水できる構成），②格納容器の除熱手段（耐

圧強化ベント）， ③電源供給手段（隣接プラントからの電源融通） 等を摘出し

た．このうち，「代替注水手段」とは，「既設の復水補給水系及び消火系を有効活

用するという主旨で，これらの系統から残留熱除去系を介して原子炉へ注水で

きるように配管接続等を変更し，代替注水設備として利用可能にすることで，原

子炉への注水機能を向上させるものである」67． 

1994年 10月，通商産業省（現経済産業省）は電力事業者が提案し，報告した

アクシデントマネジメント策を妥当と判断して，原子力安全委員会に報告した．

さらに，1995年 12 月，原子力安全委員会は通商産業省（現経済産業省）からの

報告（電力事業者のアクシデントマネジメント策は妥当）を妥当と判断した． 

その後，東京電力を含む電力事業者は，設備改造等のアクシデントマネジメン

ト整備を実施し，整備後の 2002 年 5 月に整備状況とその有効性評価について，

原子力安全・保安院に報告した．そして，原子力安全・保安院は事業者の報告を

妥当と判断し，原子力安全委員会に報告した68． 

2011年 3月 11 日に発生した福島第一原子力発電所の事故において，アクシデ

ントマネジメントへの対応として，消防車が配備，配置された．これは，原子力

                                                      

67 東京電力「柏崎刈羽原原子力発電所のアクシデントマネジメント整備報告 

書」,pp.21，2002 

68 東京電力「福島原子力事故調査報告書（中間報告書 別冊）」pp.8，2011.12.2 
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プラントに設置された各ポンプが相次いで使用不能となったにもかかわらず，

消防車の消化ポンプを原子炉への唯一の注水手段として 事態の安定化に大い

に貢献した 12）． 

このように，原子力発電所は多重防護により絶対安全のため事後対策は不要と

いう誤った技術思想を見直した．そして，原子力安全委員会，通商産業省（現経

済産業省）の要請に基づいたアクシデントマネジメントを取り入れ，事後対策と

する技術思想に移行した． 

これまで，福島第一原子力発電所は技術思想の失敗事例として位置付けてき

たが，こうして，あらかじめ配備された消防車の消火ポンプを原子炉への代替注

水手段として常備，伝承し続けた福島原子力発電所における「アクシデントマネ

ジメント」に関してだけは技術思想の伝承の成功例であるといえる． 

  

 

Ⅱ-4．技術思想を正しく伝承するために 

 

以上の技術思想の伝承の成功事例と失敗事例を踏まえて，技術思想を正しく

伝承するために，以下を提案する． 

(1)技術思想伝承の失敗 2 事例と成功 2 事例の計 4 事例を踏まえ，科学技術を，

設計，開発，設置，導入，維持管理する場合，その安全基準，技術基準をはじめ，

技術の背景となる技術思想は，十分な考察や検証を行う．特に，六本木ヒルズ回

転ドア事故，福島第一原子力発電所事故を踏まえ，海外製品を導入するにあたっ

ては，日本固有での設置環境を考慮し，海外仕様品を，適切な日本仕様品として

導入するための安全基準や技術基準を作成し，安全性評価，リスク評価を十分に

行う． 

(2)六本木ヒルズ回転ドア事故を踏まえ，その分野に精通している人ならだれも

が，言葉にしなくても経験を通じて暗黙のうちに身につけている「暗黙の知識」

を文章化，明確化し確実に身に付け，後世の関係者に伝承する．さらに，4事例

をはじめ技術思想に関する事例をデータベース化して，大学教育や工学教育に

おいて具体的な技術手段として常備，伝承し続ける． 

(3)女川原子力発電所建設工事，福島原子力発電所アクシデントマネジメントを

踏まえ，規格や基準の策定は，安全性と経済合理性を勘案しながら実施されるが，

時代の流れの中で，諸学問が進歩し，規格・基準を策定した際の前提条件等が変

化しつつある中で，規格・基準に慣れてしまい，それを守るべき最低限の規範と

して固執するという態度をあらためる．想定外を想定し，絶対安全という安全神

話依存から脱して，絶えず技術思想を見直し続ける． 
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(4)学生，技術者に，以下の工学教育，技術者教育を実施する 20）． 

（a）知識：正確な技術思想の知識 

技術思想の伝承の成功例と失敗例等から，正確な技術思想の知識を理解する． 

（b）態度：技術思想を適切に変更設定する姿勢 

常に各導入技術についての技術思想を理解し，状況に応じ適切に変更設定しよ

うとする姿勢を修得する． 

（c）スキル：科学技術コミュニケーション能力 

正確な技術思想を理解し，適切に変更設定し，関係者に伝える科学技術コミュニ

ケーション能力を修得する． 

 

表 2-1 技術思想伝承の成功例と失敗例：事故原因と対策 

 

 項目 事故原因 対策 

2 技術思想の伝

承 

① 技術思想の未伝承 ① 技術思想の伝承 

 

  



48 

 

第Ⅲ章 不確実性下の科学技術の事例分析 

 

Ⅲ-1．科学技術の不確実性とは 

 

 近年の科学技術のうち，特に 1828年フリードリヒ・ヴェーラーの尿素の合成

に端を発する有機合成化学の発展は，特に新しい工業製品や薬の開発等に大き

な貢献をし，多くの科学技術の「正の効果」をもたらした．人類が発見・発明し

た化学物質（有機無機を問わず）は 2億種以上に及び，そのうち 10万種程度が

商品化されていると言われている69．元来，化学物質は人間や動物の健康に大き

な影響を与えるものであるが，その正の効果の反面，副産物や負の効果について

事前に漏れなく正確に予見することは極めて困難である70． 

四大公害病の一つで公害病の原点となった水俣病やイタイイタイ病は，当時

の，大規模化学プラントという科学技術による生成品に付随して発生した技術

的災害の事例であり，不確実性下の科学技術という観点から事例分析を行うの

が適切であろう． 

有機合成化学や化学物質に関して，水俣病，イタイイタイ病には，当時の科学

技術的知見では解決できない，常に科学技術研究において未知の部分が含まれ

ていた．そして，その未知の部分の解明が時々刻々と進められて，科学的知識が

常に現在進行形で知識形成が進められているといういわゆる作動中の科学 302）の

典型的な事例である．また．このように，「科学技術の知識の状態としては，自

然現象や社会動態の科学的分析結果に，断言のできない内容が含まれている状

態を「科学技術の不確実性」」71という． 

科学者，技術者は多くの場合，科学技術の不確実性下で意思決定を迫られてい

る． 

 

 

Ⅲ-2 水俣病対策 

 

Ⅲ-2-1．水俣病の概要 

 

科学技術の大きな負の効果をもたらした水俣病は，1956 年に熊本県水俣市に

                                                      

69 化学情報協会：Web ページ, https://www.jaici.or.jp/ 参照日：2020-2-20 

70 田岡直規「現代の科学技術における技術者倫理」, 技術士 2011.3,pp.4-7， 

71 藤垣裕子編「科学技術社会論の技法」,東京大学出版会,pp.259-265,2005 
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おいて患者が公式確認されてから，1968 年に政府が原因物質を確定し，水俣病

を公害病と認める統一見解の発表までに，実に 12年の歳月を要した． 

有機水銀に汚染された水俣湾産の魚介類の長期的かつ大量の摂取により，手

足の震え，歩行障害，運動障害，言語障害，をもたらし，さらに死亡に至ること

がある中毒性中枢神経疾患を引き起こした．そして，行政や企業の経営者，さら

に研究者，技術者の対応が遅れ，公害病の原点となった72． 

1956年 5月 1日に，チッソ（当時 新日本窒素肥料）水俣工場附属病院は水俣

保健所に「類例のない奇病」を届け出た．これが水俣病の公式確認の日となった
73． 

チッソは，オクタノールの原料となるアセトアルデヒド（CH3CHO）の製造を開

始していた．因みに，オクタノールは塩化ビニールの可塑剤の原料である．塩化

ビニールに，この可塑剤を用いることによって堅いいパイプから柔らかいビニ

ールシートまで様々な固さの製品を生み出していた74． 

このように，チッソはアセトアルデヒド製造という新しい化学プロセスを開

発・導入し，公的な認可を受けて正常かつ定常的な運転を行っていた．その認可

手続きは合法で，当時における「世界最高の科学技術水準」を以ってしても，水

俣病の発生は想定外であり，事前に被害を予見することは不可能であったと考

えられる75． 

1959 年 7 月，熊本大学水俣病研究班は，原因物質は有機水銀だという発表を

行った．さらに，1959 年厚生省食品衛生調査会は，｢水俣病の主原因は      

水俣湾周辺の魚介類に含まれる有機水銀化合物」と厚生大臣に答申した76． 

また，水俣病発生後，早い段階で「有機水銀が原因物質ではないか」とチッソ

の技術者が直感していた77が，当時の企業経営者や行政を納得させるに至らなか

った．このため魚介類を摂取した人の被害と有機水銀との因果関係の解明が行

                                                      

72 杉山滋郎「水俣病事例における行政と科学者とメディアの相互作用」, 藤垣 

裕子編「科学技術社会論の技法」,東京大学出版会,2005,pp.3-20 

73 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.75 

74 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.59-60 

75 田岡直規「現代の科学技術における技術者倫理」,技術士 2011.3,pp.4-7  

76 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.162 

77 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.111 
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われるまで，何の対策もとられず，被害は拡大していった．また，統計的にも，

水俣湾の魚介類やチッソ工場からの排水が発生源ではないかと広く疑われてい

たにもかかわらず，行政は原因が究明されるまで，漁獲禁止やチッソ工場の排水

停止や操業停止の指導，対策を行わなかった．また，チッソの経営者は，社会か

ら発生源と疑われていた工場排水の処理改善策に着手せず，更に企業，大学の研

究者，技術者は原因究明のみに従事し，被害拡大防止，被害者救済に有効な提案

を行わなかった78． 

政府が水俣病と工場排水に含まれる有機水銀化合物との因果関係を認める統

一見解を発表したのは，1968年であり，水俣病の公式確認からすでに 12年が経

過していた． 

このように，水俣病は，専門家による発生源と原因物質の特定，さらに行政の

政策決定に 12年を要した．そしてその間に水俣湾の汚染，被害者が拡大し，つ

いには第二水俣病の発生につながったのである79． 

このように，水俣病については，設計，開発，設置，導入にあたり，当時にお

ける「世界最高の科学技術水準」を以ってしても事前に被害を予見することは不

可能であったと考えられ，むしろ水俣病発生後の，原因究明，被害拡大防止対策，

早期解決というプロセスに焦点をあてて分析を行う． 

 

 

Ⅲ-2-2．水俣病の被害拡大防止と早期解決ができなかった原因 

 

水俣病が発生し，被害が拡大した原因は，国の行政や「御用学者」と呼ばれる

に至った一部の医学者，企業経営者等の問題も大きいが，ここでは，技術的要因

に焦点を当てる．   

水俣病は，工場排水に含まれる有機水銀に汚染された水俣湾産の魚介類の長

期的かつ大量の摂取が直接的原因であるが，水俣病発生後の，原因究明，被害拡

大防止対策，早期解決というプロセスでは，それ以外の要因も指摘されておりこ

の技術的災害発生時の，①法律・技術基準・安全基準：適用すべき法律の選択，

という観点から，また技術的災害発生時，発生後の，②科学的対応方法：科学的

根拠の選択，③リテラシー，という観点から，技術的災害の対策の分析を行う． 

 

(1)法律・技術基準・安全基準：適用すべき法律の選択誤り（民法による対応） 

                                                      

78 田岡直規「現代の科学技術における技術者倫理」,技術士 2011.3,pp.4-7 

79 田岡直規「現代の科学技術における技術者倫理」,技術士 2011.3,pp.4-7 
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水俣病の裁判においては，過失責任賠償を定めた民法に基づいて争われた． 

すなわち，民法 709 条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護さ

れる利益を侵害した者は，これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とい

うものである． 

民法では，被害者が民法の規定によって損害賠償を請求するためには，損害の

発生，原因行為と結果発生との間の因果関係，違法性および加害者の故意または

過失を立証しなければならない．しかし，被害者によるこの過失の立証には，そ

れを立証する膨大な資料が必要とされ極めて困難である80．一方，チッソの経営

者は，社会から発生源と疑われていた工場排水の処理改善対策に着手せず，更に

企業，大学の研究者，技術者達は原因究明のみに従事し，被害拡大防止，被害者

救済に有効な提案を行わなかった．政府が水俣病と工場排水に含まれる有機水

銀化合物との因果関係を認める統一見解を発表したのは，1968 年であり，水俣

病の公式確認からすでに 12年が経過していた． 

「チッソ・水俣」関連年表81によれば，この間の経緯が以下記載されている. 

 

1959年 7月 22日 熊本大学研究班「水俣病の原因物質有機水銀」と発表 

8月 5日 チッソ熊本県議会水俣病対策特別委員会で有機水銀説に反論 

9月 29日  日本化学工業協会大島竹治理事，有機水銀説を否定，「爆薬

説」を発表 

11月 12日  厚生省食品衛生調査会，「水俣病の原因はある種の有機水銀

化合物」と答申 

   1960 年 2月        関係省庁・学者による水俣病総合調査研究連絡協議会発足 

   1968 年 5月    水俣工場，アセトアルデヒド製造設備稼働停止 

       9 月    政府，公式見解を発表し，水俣病は水俣工場の排水が原因

と断定 

 

このように，水俣病は，専門家による発生源と原因物質の特定，さらに行政の

政策決定に 12年を要し，早期解決に至らなかった．そしてその間に水俣湾の汚

染，被害者が拡大し，ついには第二水俣病の発生につながったのである． 

                                                      

80 梶雅範「イタイイタイ病問題解決にみる専門家と市民の役割」, 藤垣裕子編「科学技術

社会論の技法」,東京大学出版会,2005 年,pp.21-42 

81 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.214-215 
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医学者の津田敏秀は「水俣における水俣病患者の発見から 1 年足らずで，疾

患の要因となる海中生物の有毒化までが明らかとなった．この時点で食品衛生

法の適応により，魚介類の採取の禁止をすれば被害の拡大を防ぐことが出来た

にもかかわらず，熊本県および厚生省はこれを行わなかった」82と指摘している．

このように，水俣病の被害拡大防止と早期解決ができなかった原因の１つとし

て，適用すべき法律の選択誤り，が挙げられる． 

 

(2)科学的対応方法：科学的根拠の選択誤り 

 

水俣湾の魚が浮き上ったり，周辺住民の健康被害が頻繁に発生したり，環境は

確実に危険の兆候を社会に送り続け，人の健康や環境に対し深刻で不可逆なリ

スクがあると予想された．それにもかかわらず，国は，従来の法律，技術基準，

安全基準のみを踏襲し，一方チッソは，科学的な立証方法として，「科学的に未

解明の部分があったり，確定的なことが分からないと，発生源，原因物質と被害

の因果関係が解明されてからしか対策を講じない，それ以外の予防的な対策等

を講じない」という姿勢を貫き続けた83． 

チッソはアセトアルデヒドの生産過程で無機水銀を使用していたが，無機水

銀は有機水銀には変化しないということが当時の技術者の常識であった．しか

し，当時の最新の技術的知見として，アセトアルデヒドの生成過程で，中間体と

して有機水銀ができるというのが，アセトアルデヒドの生成や研究に関わった

技術者間で知られつつあった84．しかし，チッソは「科学的に未解明の部分があ

る．確定的なことがわからない」として，水俣病の発生地域はチッソ水俣工場の

工場排水が排出される水俣湾周辺に限定されるというデータに疫学的手法を適

用すれば結論を出すことができたのに，疫学的手法を適用しなかった．水俣病の

被害拡大防止と早期解決ができなかった原因の一つとして，科学的対応方法：科

学的根拠の選択誤りが挙げられる． 

 

(3)リテラシー：技術者の社会リテラシーの欠如と公衆との科学技術コミュニケ

ーション不足 

                                                      

82 津田敏秀「医学者は公害事件で何をしてきたのか」岩波書店，2014, pp.57‐91 

83 杉山滋郎「水俣病事例における行政と科学者とメディアの相互作用」, 藤垣 

裕子編「科学技術社会論の技法」,東京大学出版会,2005,pp.15 

84 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.113 
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公衆は特に，科学技術の不確実性に対して，十分な科学技術リテラシーを有し

ていない．一方，技術者，研究者も特に不確実性があり，予測が容易でない科学

技術については，その不確実性や，内容が書き換えられることに対して，公衆が

理解できるように説明するという社会リテラシーに欠如していたのである． 

1949 年にチッソに入社した技術者塩出忠次は，入社早々アセトアルデヒドの

実験を担当した．実験の際，母液にアセチレンを吹き込むと母液は白く濁り，間

もなく透明に戻り，また白く濁ることに気づいた．文献では，アセトアルデヒド

が生成されるときに中間体として，有機水銀が生成されることが報告されてい

る．塩出はこの白い濁りは有機水銀化合物と推定した．また，その現象はアセト

アルデヒド実験や製造を担当した多くの技術者が知っているという85．不確実で

はあるが，中間体として反応途中で一時発生しやがて分解するが，様々な副産物

と反応し，残存する可能性も十分にあるとも判断できる．技術部幹部や同僚の技

術者にも相談したが，その不確実な事実について，真剣には相手にされなかった
86．その後，塩出は，正式に政府が水俣病と工場排水に含まれる有機水銀化合物

との因果関係を認める統一見解を発表する 1968年までは，公衆はもちろん社内

でも公にはしなかった87． 

また，チッソ水俣工場附属病院の医師で研究者の細川一は，水俣病の原因と疑

われている工場廃液が果たして水俣病の原因かを早く知りたいと，その廃液を

猫に与えるという実験を実施した．工場からの廃液を一日に２cc ずつ餌にかけ

て猫に与えた．1956 年 10月 6日に通し番号 400の猫に水俣病によく似た，体が

麻痺し回走する運動が発生した88．  

しかし，この実験結果に対し，水俣工場技術部次長の市川正は「この件は発表

しないでおこう」と細川に言った．「実験例がたった一例では正しいかどうかわ

からない．さらに実験を重ね，正しいかどうかわかってから発表しよう」と言っ

た．細川は結局，市川の主張を受け入れた89． 

                                                      

85 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.112-113 

86 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.113-115 

87 杉山滋郎「科学技術と社会とのコミュニケーション」,新田孝彦・蔵田伸雄・石原孝二編 

88 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.127-130 

89 NHK スペシャル／NHK 取材班,1995「チッソ・水俣工場技術者たちの告白」（「戦後 50
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そして，細川は猫 400号の件については，その後会社を辞めてからも，水俣病

裁判の証人尋問 1970 年まで公にしなかった90． 

技術者，研究者として「不確実だから公表しない」のではなく，人の健康や環

境に対する深刻，かつ不可逆なリスクがあると予想される場合は，リスクの根拠

が科学的に未解明であっても，また不確実性があっても，安全面では予防的な措

置を講じる必要があるからこそ，公表すべきであった． 

塩出による実験の知見や細川による実験結果がもし，発見の時点で公表され

ていれば，水俣病の展開は被害者拡大防止，早期解決の方向へと大きく進路を変

えていた可能性が高い．しかし，実際は，これらの実験の知見や実験結果は技術

者や研究者の専門家の間で閉じられてしまい，公衆へ伝達されなかった． 

理想的には，これらの実験結果・知見について，企業内の技術者，研究者とし

て社会に情報公開する責任がある．また，その公開方法として，①企業内での経

営者に対する科学技術コミュニケーションを通じた公開方法，②社会への内部

告発による公開方法，の 2種類が考えられる． 

しかし，①については，当時の企業風土の中では，企業内の技術者が経営者に，

自分達の考えを十分に公開し企業を動かすという科学技術コミュニケーション

を用いた社会リテラシーを発揮することはできなかったと考えられる． 

また，②については，社会への内部告発を行うには，それが実施できるための

制度の整備と科学技術コミュニケーションを用いた社会リテラシーの両方が必

要である．しかし，当時まだ公益通報者保護法がない中，また当時の日本固有の

企業風土において，企業内の技術者が企業を飛び越えて，主体的に社会に情報公

開することはできなかったと考えられる． 

このことから判断すると，技術者塩出の場合も医師細川の場合も，技術者，研

究者として，特に不確実性があり，予測が容易でない作動中の科学については，

その不確実性を含む内容について，積極的に，公衆に対して説明することができ

なかったと考えられる．  

その結果，公衆も，関係する技術者，研究者と双方向のコミュニケーションを

行なえず，その不確実性のある科学技術内容についての科学技術リテラシーが

欠如することになった． 

 

                                                      

年その時日本は」第 3 巻),日本放送出版協会,pp.130-133 

90 杉山滋郎「科学技術と社会とのコミュニケーション」,新田孝彦・蔵田伸雄・石原孝二編

「科学技術倫理を学ぶ人のために」世界思想社,2005 年,pp.195-221 
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Ⅲ-3. イタイイタイ病の原因解明と対策 

 

Ⅲ-3-1. イタイイタイ病の概要 

 

イタイイタイ病は，三井金属鉱業神岡鉱業所の排水中に含まれるカドミウム

汚染による慢性カドミウム中毒による骨疾患である．水俣病とともに四大公害

病の一つであり，1968年富山県神通川流域の水田地帯で発生した． 

1905年，神通川上流の神岡鉱山で三井金属鉱業が亜鉛採掘を開始した． 

亜鉛鉱石に含まれるカドミウムは，当時は十分な廃水処理をせずに神通川に

流されていた．1920 年代に神通川流域でイタイイタイ病の発病が認められ，1957

年頃発病者が増加した．カドミウムで汚染された食物や飲料水を長期間にわた

り摂取したことが原因となる．中毒患者が「痛い，痛い」と言って苦しむことか

ら「イタイイタイ病」と名付けられた91． 

「1968 年 3 月に，患者・遺族が三井金属鉱業を相手に慰謝料を求めて，訴訟

を起こした．被告は「イタイイタイ病発病のメカニズムが明らかにならないと責

任は認められない」と主張したのに対し，原告は，「カドミウムが体内にどの程

度吸収されて発病するかはこの際意味がない」「発病の原因がカドミウムである

ことが証明されさえすればよい」と主張した．イタイイタイ病では，発病のメカ

ニズムまで解明する必要はなく，原因が三井金属鉱山神岡鉱業所からの排水中

に含まれるカドミウムであることが分かりさえすればよいという判決が下され

た92． 

1971年 6月 30 日，富山地方裁判所で，四大公害訴訟の先陣を切って，被害者

の全面勝訴の判決が下された．1972 年 8 月 9 日名古屋高等裁判所は三井金属鉱

業の控訴を棄却した． 

三井金属鉱業は，損害賠償金の支払い，農業被害の賠償と汚染土壌の復元義務，

住民の立ち入り調査権を認めた公害防止協定書の締結の 3 点を内容とする和解

に応じることとなった93． 

 

Ⅲ-3-2. イタイイタイ病の被害拡大防止と早期解決が可能となった理由 

 

イタイイタイ病では，水俣病を教訓とし，作動中の科学ではリスクのメカニズ

                                                      

91 松波淳一「イタイイタイ病の記憶」,桂書房，pp.2-8，2002 年 

92 松波淳一「イタイイタイ病の記憶」,桂書房，pp.151-152，2002 年 

93 松波淳一「イタイイタイ病の記憶」,桂書房，pp.175-178，2002 年 
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ムが科学的に解明されていなくても，発生源と被害のメカニズムが解明されて

から行政としての対応したのでは遅すぎると判断した.研究者で地元開業医師

の萩野昇，カドミウム説を主張した同朋大学教授の吉岡金市と岡山大学教授の

小林純，弁護士の島林樹，公衆でイタイイタイ病対策協議会（被害者団体）会長

の小松義久の呼びかけで集まった地元住民 28名が相互にコミュニケーションを

行い，安全面で予防的な対策を講じ，被害拡大防止と早期に解決した成功事例で

ある． 

その被害拡大防止と早期解決に成功した理由を，①従来の法律，技術基準，安

全基準の踏襲からの脱却，②科学的対応方法：科学的根拠の選択，③技術者の社

会リテラシーの向上と公衆との科学技術コミュニケーション，という観点から

分析する． 

 

(1)従来の法律・技術基準・安全基準の踏襲からの脱却：適用すべき法律の選択

（民法から鉱業法への視点への転換） 

水俣病裁判では過失責任賠償を定めた民法に基づいて争われた．これに対し

イタイイタイ病裁判では，無過失賠償責任規定に基づく鉱害賠償制度を定めた

鉱業法に基づいて争われた．   

民法においては，被害者が加害者に損害賠償を請求するためには，損害が発生

したこと，加害行為と被害発生との間の因果関係，違法性および加害者の故意ま

たは過失を立証しなければならないが，鉱業法では，このうち加害者の故意また

は過失を立証する必要はない．鉱業法 109 条の無過失賠償責任規定は，救済被

害に種類の限定を設けないというもので，加害行為も排出物質の種類に関わら

ず「鉱物の採掘のための土地と掘削，坑水もしくは排水の放流，捨石もしくは鉱

さいの堆積又は鉱煙の排出によって他人に損害を与えたときは」と定義されて

おり，鉱物の採掘として鉱業権者の事業活動によって生じた損害すべてを対象

とすることができる94． 

すなわち，従来の民法の踏襲から脱することで，イタイイタイ病では，故意ま

たは過失を立証する必要はないという鉱業法に基づく対応が可能になった． 

 

(2)科学的対応方法：科学的根拠の選択（疫学的手法による科学的立証） 

 

1961年 6月に，萩野が第 34回日本整形外科学会で「カドミウムがイタイイタ

                                                      

94 沢井裕,1973「イタイイタイ病裁判の歴史的意義」,イタイイタイ病訴訟弁護団編「イタ

イイタイ病裁判 第四巻 判決 資料」総合図書，pp.350-360 
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イ病の発症に関係する．カドミウムを多く含む川の水や米を飲食することで起

こる症状である．このカドミウムは，神通川上流の神岡鉱業所の廃水として流し

たものである．」と発表した95． 

イタイイタイ病の発生地域は，神通川を中心として同河川に注ぐ東方の熊野

川および西方の井田川の両支流に挟まれた扇状地に局限されるため，発生原因

はこの地域的局限性を説明することができるものでなければならない96．イタイ

イタイ病発生地域の住民は，農業用水だけでなく，生活用水もすべて神通川の水

に負っている97ことから，疫学的手法に基づいた被告会社が放流した排水と被害

発生との因果関係が判決でも認められた． 

また裁判においても，鉱業法に基づいて原告が主張をした．イタイイタイ病発

生のメカニズムまで解明する必要はなく，イタイイタイ病の発病の原因が三井

金属鉱山神岡鉱業所からの排水中のカドミウムであることが分かりさえすれば

よいという判断を，研究者，専門家，公衆が相互に確認，提案し，判決でも採用

された98． 

このように，イタイイタイ病は，水俣病の事例を教訓として，科学的不確実性

が残っていても，発生源と被害の因果関係や発生のメカニズムが完全に解明さ

れるまで待って行政として対策をしたのでは遅すぎると判断し，対策を先取り

した99．すなわち，イタイイタイ病では，水俣病のケースとは異なり，そのとき

の最新の科学的知見に基づいて安全面で予防的な対応をし，かつ科学的解明も

並行して続ける，という対策100により，被害拡大防止と早期解決をもたらした． 

 

(3)イタイタイ病における技術者の社会リテラシーの向上と公衆との科学技術

コミュニケーション 

 1966年 11月，母をイタイイタイ病で亡くした地元農家の小松義久は，イタイ

イタイ病対策協議会（被害者団体）会長に就任した．1967 年 6 月に島林弁護士

                                                      

95 松波淳一「イタイイタイ病の記憶」,桂書房，pp.17-23，2002 年 

96 イタイイタイ病訴訟弁護団編，1973「イタイイタイ病裁判 第四巻 判決 資料」総合図

書，pp.87 

97 イタイイタイ病訴訟弁護団編，1973「イタイイタイ病裁判 第四巻 判決 資料」総合図

書，pp.93 

98 松波淳一「イタイイタイ病の記憶」,桂書房，2002 年，pp.151-152 

99 梶雅範「イタイイタイ病問題解決にみる専門家と市民の役割」, 藤垣裕子編「科学技術

社会論の技法」,東京大学出版会,2005 年,pp.21-42 

100 橋本道夫「私史環境行政」,朝日新聞社,1988 年,pp.136- 
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が小松を訪問した．1967年 12月，小松の呼びかけで集まった住民と島林が裁判

で戦おうと合意し，島林は，全国から青年弁護士 20名を無償で集めた． 

裁判の過程で，地元農家の小松の呼びかけで集まった周辺住民 20名，萩野を

はじめとし，吉岡，小林らの研究者，島林をはじめとして全国から集まった若手

弁護士 20名が，現場検証をはじめとする科学的調査活動を協同で実施した101． 

特に，吉岡は農水害問題の権威として知られており，1960 年 8 月には，農業

被害の原因究明の依頼」を神通川鉱毒対策婦中町地区協議会から受け，さらにイ

タイイタイ病の原因究明を依頼された． 

また，小林は水質関係の研究で知られており，1943 年に農林省技官として，

富山県の求めで神岡鉱山の調査に出かけたこともあった． 

このような状況下で，1967年 6月 13日には，富山県社会保障推進協議会が主

催した「イタイイタイ病追及富山県集会」で，小松や労組関係者約百名が参加す

る中，小林と荻野はイタイイタイ病は，鉱山廃液中に含まれるカドミウムが原因

であるという講演を行った102．また，講演後小林は，神通川沿岸の水や泥を分析

資料として採取することへの協力を求めた．そして，翌日，荻野，小松，地元農

家でイタイイタイ病対策協議会副会長の高木良信をはじめとする 30名余りの地

元住民が神通川沿岸の水や泥の採取のため小林に同行した．そして，小林と荻野

は，地元住民の案内のもと，神岡鉱山の上流と廃液沈殿ダム，戦時中に廃液をた

めていたという工場西側の谷などで川の水や泥を採取するなどの調査活動を協

同で実施した．その後地元住民は神岡鉱山に出掛けて補償要求を行ったが，その

翌日の 6月 15日にも，イタイイタイ病対策協議会は萩野と小林を招いて講演会

を開き，裏付け資料の収集や今後の補償要求の仕方について，意見交換が実施さ

れた103． 

 このように，吉岡，小林らの研究者，専門家と地元住民は，調査活動や意見交

換を協同で実施することにより，お互いに協力関係，信頼関係を構築していった．

た.さらに，技術者，研究者にとって，公衆が理解できるように説明するという

社会リテラシーの向上と公衆との科学技術コミュニケーションによりイタイイ

タイ病の原因究明につながった． 

1971年 6月 30 日，富山地方裁判所において被害者が全面勝訴し，1972年 8月

9日名古屋高等裁判所における三井金属鉱業の控訴棄却された． 

 

                                                      

101 松波淳一「イタイイタイ病の記憶」,桂書房，2002 年，pp.70-94 

102 富山新聞 1967 年 6 月 14 日 

103 富山新聞 1967 年 6 月 15 日 
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Ⅲ-4. 不確実性下の科学技術において被害拡大を防止し早期解決をもたらすた

めに 

 以上の成功事例（イタイイタイ病）と失敗事例（水俣病）を踏まえて，「表 3

水俣病対策とイタイイタイ病対策との比較」に基づき不確実性下の科学技術に

おける被害拡大防止と早期解決のために，以下を提案する． 

 

(1)従来の法律・技術基準・安全基準に固執しない． 

法律や安全基準は過去の経験や経済性等を考慮したある水準を守ることを義

務付けるものにすぎない．従って，法律や安全基準を遵守するだけでは，想定内

での安全確保ができたとしても想定外の事象を含めて，特に作動中の科学に対

しては，絶対安全というわけではない． 

すなわち，不確実性があり，予測が容易でない作動中の科学のリスクに対して，

国の認可や法律，安全基準だけでは，事前にリスクやそれに伴う連鎖反応的な負

の効果を防ぐことはできないのである． 

このような場合には，従来の法律・技術基準・安全基準に固執をせずに，最新の

技術的知見や予防的対応を行うことが必要である. 

 

(2)科学的検証方法の改善 

①科学的検証方法については，発生源，原因物質と被害の因果メカニズムの解

明・立証にとらわれることなく，状況に応じて疫学的手法による因果関係の

推定なども，視野に進める． 

②作動中の科学，不確実性下においては，従来の法律，技術基準，安全基準に

タイムリーに最新の技術的知見を反映させるとともに，予防的対応を実施す

ることが必要である． 

 

(3)技術者の社会リテラシーの向上と公衆との科学技術コミュニケーション 

 ①技術者と公衆が日頃から，技術課題を設定した技術者・市民討論会を開催し，

相互の対話，協働での調査活動を行なう. 

このような活動を通じて，技術者は公衆の懸念・ニーズについて理解し，社

会リテラシーを向上することが必要である． 

②テクノロジーカフェやサイエンスカフェを開催し，身近な科学技術の仕組み

やリスクについて，技術者から公衆へ科学技術リテラシーを伝達する.向上

のため科学技術コミュニケーションスキルを向上させることが必要である． 
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表 3-1 不確実性下の科学技術の事例分析：対策 

(水俣病対策とイタイイタイ病対策の比較） 

 

 項目 水俣病対策 イタイイタイ病対策 

1 法律，技術基

準，安全基準 

① 従来の法律，技術基準，安全 

基準の踏襲：適用すべき法律の

選択誤り（民法 709条過失責任によ

る対応） 

(a）加害行為と被害発生との因果

関係の立証が必要 

(b) 違法性及び加害者の故意また

は過失の立証が必要 

① 従来の法律・技術基準・安全基

準の踏襲からの脱却：適用すべ

き法律の選択（鉱業法 109条無

過失責任の視点への転換） 

(a）鉱業権者の事業活動によって生

じた損害全てを対象 

(b)故意・過失を立証する必要はない 

2 科学的対応方

法：科学的根

拠の選択 

①科学的根拠の選択誤り 

・従来手法（発生源，原因物質と被

害の因果メカニズムの解明・立

証）の適用 

①科学的根拠の選択（疫学的手法

（原因と結果の関係性を数量分析）

による科学的立証） 

 

3 リテラシー ①技術者の社会リテラシーの欠如

と公衆との科学技術コミュニケー

ション不足 

①技術者の社会リテラシーの向上と

公衆との科学技術コミュニケーショ

ン 
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第Ⅳ章．事例分析から導かれる技術者に求められる能力 

 

Ⅳ-1. 事例分析から明らかになった事故原因と対策 

 

以上，第Ⅰ章から第Ⅲ章で行った事例分析を総合すると，「表 4-1 事例分析か

ら明らかになった事故・被害拡大の原因と対策」に集約することができる． 

 

 

表 4-1 事例分析から明らかになった事故・被害拡大の原因と対策 

 

 項目 事故・被害拡大の原因 対策 

1 リスクの認

識 

①安全神話依存 

②リスク認識誤り 

③中枢部多重防護システム依存 

④米国からの導入技術への盲信， 

①安全神話からの脱出 

②リスク認識力，リスク対応力

の向上 

③システム依存からの脱出． 

周辺部も含めた安全管理への

移行 

④米国からの導入技術への盲

信からの脱出 

2 技術思想の

伝承 

①技術思想の未伝承 ①技術思想の伝承 

3 法律，技術基

準，安全基準 

①従来の法律，技術基準，安全基

準の踏襲 

②従来の科学的対応方法の適用 

①従来の法律・技術基準・安全

基準の踏襲からの脱却 

②従来と異なる科学的対応方

法の適用 

 

4 非常用装置

の使用 

①事故時の非常用装置作動誤認 ①非常用装置の作動理解と日

常訓練 

5 リテラシー ①技術者の社会リテラシーの欠

如と公衆との科学技術コミュニ

ケーション不足 

①技術者の社会リテラシーの

向上と公衆との科学技術コミ

ュニケーション実施 
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Ⅳ-2 リスク評価 

 

 次に，以上の事例分析で取り出された技術事故の原因と対策の類型に基づき

どのような能力が技術者に求められるかを考察していく．（a）態度，（b）知識，

（c）スキル，の観点から分析を進める． 

 

(1)安全神話から脱出する能力 

（a）態度：本当に安全ということを実際に確認する姿勢 

 安全神話とは，根拠が明確でないにも関わらず「絶対安全である」と多くの人

に考えられていることである． 

 安全神話については，まず，「絶対安全というのは本当か」を疑うという態度

が必要である．次にその根拠を確かめるという態度が必要である． 

安全神話の根拠，技術的内容について，三現主義に基づいて，実際に自分で現

場・現物・現実を確認し，安全を確認する態度が必要である． 

そもそも，三現主義とは，現場・現物・現実の 3つの「現」を重視し，机上で

はなく，実際に現場で現物を観察して，現実を認識した上で，課題の解決を図る

という考え方のことである104． 

この三現主義は「JIT （Just In Time)生産システム」という，「生産過程にお

いて，各工程に必要な物を，必要な時に，必要な量だけ供給することで在庫（あ

るいは経費）を徹底的に減らして生産活動を行う技術体系（生産技術）に由来す

る 103．例えば，国内においては，トヨタの豊田章一郎が JIT 生産方式を自社に

取り入れた事例がよく知られており，三現主義は，JIT の考え方の「3 現 3 即 3

徹」（現場・現実・現物で 3現，即時・即座・即応で 3即，徹頭・徹尾・徹底で

3徹）に由来する105． 

また，トヨタの他にも，ホンダが三現主義を掲げてモノづくりを行っているこ

とがよく知られており，花王，セブン・イレブン，P&Gなどの企業でも，経営幹

部により，現場第一線の社員と共同で課題解決に取組むという，三現主義に基づ

いた活動を実践している106． 

                                                      

104 野村総合研究所 NRI：Web ページ， 

https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/lst/sa/3rp，参照日：2022-5-24 

105藤井春雄『よくわかる「ジャスト・イン・タイム」の本』日刊工業新聞社，2009 年，

p.7  

106 野村総合研究所 NRI：Web ページ，

https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/lst/sa/3rp ，参照日：2022-5-24 
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現代では情報技術の急速な発展により，科学者や技術者は膨大な情報やデー

タを短時間に収集・解析・活用することが可能となり，その結果，解析結果を容

易に把握することが可能となった．その一方，科学者や技術者は現場で現物や現

実を自分の目で実際に確認し自分で判断することをせずに，机上のデータと情

報で，現場で起こっていることを確認，認識したと錯覚し，誤った判断をしてし

まうケースも発生しうるのが現状である．そのため，三現主義に基づき，本当に

安全かを疑うという態度，同時に本当に安全ということを実際に確認する態度

が必要である． 

 

(b)知識：安全神話の実態と関連事項についての知識と理解 

まず，当該技術に関わる安全神話の実態と関連事項について，以下の知識と理解

が必要である． 

1)過去の類似の安全神話事例 

2)安全神話の構造と根拠とされた具体的な技術的内容 

 

1)過去の類似の安全神話事例                                                                                       

 安全神話を有しながらも安全神話が覆った事例であるスリーマイル島原発事

故の内容と原因，関連事項についての知識と理解が必要である． 

1979 年 3 月 28 日に発生した米国ペンシルバニア州のスリーマイル島原発事

故は，安全確保設計・事故拡大防止設計・放射性物質放射防止設計など，中枢部

では多段階で構成する当時の｢多重防御」に基づく設計が行われていた.それに

もかかわらず，複数のヒューマンエラーと複数の故障が複雑に絡み合うことで，

事故につながってしまったという事例である107．2次冷却水系で，冷却水を供給

する給水ポンプが故障し停止したことが，その後の事故の発端となった．緊急炉

心冷却装置（ECCS）が作動したが，1次冷却水の沸騰による冷却水の見かけ水位

上昇を，運転員が冷却水過剰と思いこみ，誤判断により ECCSを停止させるとい

うヒューマンエラーにより冷却材喪失事故（配管が破断するなどして冷却水が

漏れ出し，原子炉が空焚きになる事故）となり，さらに連鎖反応的に拡大し，終

には炉心損傷にまで至った事故である108． 

 

2)安全の構造と根拠とされた具体的な技術的内容 

                                                      

107 札野順「技術者倫理」，放送大学教育振興会，2004 年，pp.231-232 

108 原子力百科事典「ATOMICA」「TMI 事故直後の評価」：Web ページ   

https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_02-07-04-05.html，参照日：2022-6-20 
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 原子力発電所では，トラブル発生の未然防止を第 1 に，「人間はミスを犯す」 

「機械は故障する」ということを前提に，単独のヒューマンエラーや機械の故障

が発生しても，安全確保されるよう設計されている．そして，仮に単独のトラブ

ルが発生しても，トラブルの拡大防止，影響拡大防止されるように設計されてい

る． 

例えば，原子力発電所では，具体的には，次の 3段階の安全確保設計が行われ

ている【民 p.34-35】． 

（第 1段階）異常の発生を防止する 

（第 2段階）異常が発生したとしても異常拡大を防止し事故に至るのを防ぐ 

（第 3段階）事故に至ったとしてもその影響を少なくする 

３段階の安全確保設計の具体的な技術的内容は，以下の通りである【民 p.34-35】． 

 

【第 1段階】異常の発生を防止する． 

原子力発電所で一番重要な点は，事故の原因となる異常，すなわち機器の故障

や運転員の誤操作，さらに地震などの災害により「通常の運転ができない状態」

を未然に防止することである．そのために安全上十分な余裕をもたせた設計を

行い，厳重な品質管理，入念な点検と検査を行っている． 

原子力発電所の中枢部分は，放射性物質が外に漏れないように作られた，多層

にもわたる 物理的な障壁，具体的には燃料ペレット（第 1の壁）， 燃料被覆管

（第 2の壁），原子炉圧力容器（第 3の壁），原子炉格納容器（第 4の壁），原子

炉建屋（第 5の壁）の 5重の壁から構成されている【民 p.254-255】．【国 p.126

－130】 

このように信頼性の高い材質や機器を使用し，また原子力発電所の安全性に

大きな影響を及ぼすものについては，「フェイル・セーフ・システム」や「イン

ターロック・システム」を採用している．また，地震，津波等に対しては，一定

の規模のものを想定し，耐震設計，防潮堤の設置などの対策が講じられている． 

 

【第 2段階】異常が発生したとしても異常拡大を防止し事故に至るのを防ぐ 

配管から冷却水が漏れるなどの異常状態等については，各種の自動監視装置

が設置されており，異常発見時には，原子炉を緊急停止するなどの措置が講じら

れる．また地震発生時など緊急を要するには，原子炉へ制御棒が自動挿入され，

原子炉を「止める」機能が発揮される． 

さらに重要な配管が万一損傷した場合，放射性物質を含む冷却水が格納容器

の外部へ漏洩しないよう「閉じ込める」機能が強化されている． 
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【第 3段階】事故に至ったとしてもその影響を少なくする． 

配管の破断により，冷却材喪失するというような事故を想定し，これに備える

ために非常用炉心冷却装置（ECCS）や格納容器スプレー系が多重に設置されてい

る．万一の事故の際には，非常用炉心冷却装置（ECCS）が働き，原子炉内部に一

挙に大量の水が注入され，原子炉を「冷やす」しくみがとられている． 

また，原子炉は密閉された原子炉格納容器の中に閉じ込められており，放射性

物質を「閉じ込める」しくみがとられている． 

  

（c）スキル：事故・故障を想定する力 

以上，過去の安全神話事例に学び，その安全神話の構造，安全神話の根拠とさ

れる具体的な技術的内容により，知識を得る.自身が関わる技術について安全神

話かもしれない，本当に安全かを疑い，想定外の巨大地震・巨大津波などの事象

とそれに伴う当該技術に関する事故・故障を事前に想定する力が必要である． 

 

(2)適切なリスク想定と対応力 

（a）態度：リスクを正しく設計・開発に生かし，伝達する姿勢 

科学技術社会論学者の平川秀幸は「遺伝子組み換え作物に関する問題は，様々

な社会的背景によりその評価も異なってくることから，自然科学的なリスクだ

けでなく，アグリビジネスの農薬支配などによる社会的リスクも考慮して，広範

な立場の人々により，十分な情報公開と対話により解決されるべき問題である．」

と述べている109 ． 

このことは，遺伝子組み換え作物に限らずあらゆる技術にも当てはまり，リス

クにも，災害リスク，事故リスク，健康リスク，環境リスク，情報リスクなどの

技術的なリスクだけではなく，政治的リスク，経済的リスク，文化的リスクなど

の社会的リスクも当該技術に関するリスクと認識されている110． 

また，科学技術に関するリスクには，技術自身が公衆や社会に与えるリスクと

技術開発を危うくするリスクという二通りのリスクがある． 

政治的リスクもこの二通りに分けて考えることができる．前者は例えば，当該

技術が生み出した製品に外国で禁止されている成分が含まれる国際政治問題に

発展するというリスクが挙げられる．また，後者として，特定の国における政情

                                                      

109 平川秀幸「遺伝子組み換え作物の栽培に関する検討委員会（東京）報告の論点整理」

2005.pp.49 

110 平川秀幸，2005，「遺伝子組換え食品規制のリスクガバナンス」藤垣裕子編『科学技術

社会論の技法』東京大学出版会，pp.133-154,2005 
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不安や政治の混乱，重大な政策の失敗，紛争などの政治的要因により，各要素技

術の素材調達に障害が発生するリスクが挙げられる． 

経済的リスクにおいて今，前者は，当該技術が生み出した製品が既存の製品に

代替し関連企業の経営，日本経済全体に悪影響を及ぼすリスクが挙げられる．ま

た後者では，例えば為替変動等により，関連技術の調達費用が高騰し製品価格が

高騰するリスクが挙げられる． 

文化的リスクとは，例えば前者では，当該技術が，人々の行動や思考活動を制

限し，結果として組織や社会の風土・文化に影響を与えるリスクが挙げられる．

また，後者では，当該地域の宗教的・文化的価値により，各要素技術の構成成分

の使用が制限されるリスクが挙げられる．  

このように科学技術に関するリスクには多様なリスクがある.技術者は，この

多様なリスクが公衆へ及ぼす影響を評価し，設計，開発に生かすとともに関係者

に正しく伝えようとする姿勢が必要である． 

 

（b）知識：リスクの多様性を理解する力 

以上，科学技術に関するリスクには，災害リスク，事故リスク，健康リスク，

環境リスク，情報リスク，経済的リスク，政治的リスク，文化的リスクなど多様

なリスクが存在するというリスクの多様性を理解することが必要である.また，

具体的な事例，例えば(a)で述べた遺伝子組み換え作物におけるリスクの多様化

事例についての知識と理解が必要である． 

 

（c）スキル：リスク想定力と対応力 

(b)に記述したような知識に基づいて，自身が関わる技術に関してどのような

リスクが存在するかを想定し，具体的に対応する力が必要である． 

例えば自身が関わる科学技術に関わる災害リスク，事故リスクに対しては，発

生しうる地震災害や火災事故を想定し，防災・減災訓練や消火・避難訓練を行う

ことにより具体的な対応力を身に付ける． 

 

(3)システム依存からの脱出 

（a）態度：システム全体の安全性を評価・構築・管理するという姿勢 

安全システムに依存するのではなく，システムの中枢部分だけでなく周辺部

を含めたシステム全体の安全性を評価・構築・管理を自ら行う姿勢が必要である． 

 

（b）知識：周辺部も含めた防護システムの理解 

 システム中枢部の多重防護により，システムは安全と確信してしまうと，中枢
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部領域以外の領域の安全確保について，その内容や点検姿勢について緩みがち

となる．福島第一原発は，原子炉という中枢部分は高い安全設計であった．しか

し，外部電源や非常用ディーゼル発電機という周辺部において全電源喪失によ

りシステム全体が機能不全に陥った．  

システムの中枢部多重防護システムはもちろんのこと，それに加えて外部電

源や非常用ディーゼル発電機という周辺部も含めた防護システムやその事故事

例についての知識と理解が必要であった． 

 自身が関わる技術について，システム中枢部だけではなく，周辺部も含めた防

護システムの理解が必要である. 

 

（c）スキル：事故対応策の想定・準備と訓練 

事故対応策の想定や想定可能な準備と訓練が必要である．例えば原子力発電

所では，全電源喪失を想定した電源配置の多様性や注水・冷却設備の多重性，可

搬式安全設備の準備による柔軟な事故対応策の整備と訓練が必要である.さら

には非常時を想定したバルブの手動開閉操作による減圧作業訓練など，想定可

能な準備と訓練能力が必要であった． 

 過去の中枢部多重防護システムやその事故事例等の知識により，自身が関わ

る技術についての事故対応策の想定や想定可能な準備と訓練が必要である． 

 

(4)海外からの導入技術への盲信から脱出する力 

 

（a）態度：マニュアル・基準・規格の根拠を確かめ，危険・リスクを評価する

姿勢 

海外からの導入技術を，国内で適用するに当たっては，その技術を盲信する 

のではなく，盲信から脱出するという姿勢が必要である． 

例えば，海外からの導入技術を盲信した事例として，原子炉（沸騰水型軽水炉）

の暴走実験を自ら実施しようとしなかったことがあげられる．すなわち，1954

年 7 月に米国アルゴンヌ国立研究所がアイダホ州にあるアメリカ国立原子炉

実験場(National Reactor Testing Site)で原子炉（沸騰水型軽水炉）の暴走

実験が行われた111．一方，日本では地理的制約等により自国では実験ができず，

その実験結果を盲信せざるを得ない構造があった．ただし，その結果を分析，

確認することは必要であった．そして，その結果として，福島第一原発事故で

                                                      

111 アルゴンヌ国立研究所 Web サイト上の BORAX-I 原子炉に関する記載 （archive.org

により保存された 2002 年 12 月 24 日版） 

https://web.archive.org/web/20021224231121/http:/www.anlw.anl.gov/anlw_history/reactors/borax_i.html
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のメルトダウン時では，避難や非常用装置の使用等について事後対応が遅れた． 

海外において想定されたマニュアル・基準・規格の根拠は盲信するのではな

く，実際に国内での適用に際してその根拠を確かめ，評価する姿勢が必要であ

る． 

 

（b）知識：マニュアル・基準・規格の根拠・背景・設定過程，考え方の知識と

理解 

米国から導入した原子炉のマニュアル・基準・規格の根拠・背景・設定過程， 

考え方の知識と理解が必要であった.また，(a)で述べた米国での原子炉の 

暴走実験の結果について，自ら分析，確認することが必要であった. 

米国をはじめとする海外からの導入技術について，マニュアル・基準・規格 

の根拠やその背景，設定された過程，考え方について，知識と理解が必要であ 

る． 

  

（c）スキル：海外からの導入技術を国内基準で評価する力 

(b)で理解した知識に基づき，米国からの導入技術を，国内基準で評価する

力が必要であった. 

過去の海外からの導入技術事例等の知識により，自身が関わる技術について，

海外からの導入技術を，国内で適用するに際して国内での安全基準，技術基準，

知見等に基づいて評価する力が必要である． 

 

 

Ⅳ-3. 技術思想の伝承 

 

（a）態度：技術思想を正しく伝承する姿勢 

常に各導入技術についての技術思想を理解し，正しく伝承しようとする姿勢

が必要である． 

すなわち，科学技術を設計，開発，設置，導入，維持管理する際には当該技術

の各段階において実施する普遍的な前提条件や考え方，知識としての技術思想

を明確化し，正しく文章化し伝承しようとする姿勢が必要である． 

 

（b）知識：正確な技術思想の知識と理解 

技術思想の伝承の失敗事例（六本木ヒルズ自動回転ドア事故，福島原子力発電

所事故）と成功事例（女川原子力発電所建設工事，福島原子力発電所アクシデン

トマネジメント）から正確な技術思想の知識を理解する． 
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技術思想を正しく伝承するために，科学技術を，設計，開発，設置，導入，維

持管理する場合，その安全基準，技術基準をはじめ，技術の背景となる技術思想

については，十分な考察や検証を行い，正確な技術思想の知識を理解することが

必要である．  

 

（c）スキル：科学技術コミュニケーション能力 

過去の技術思想の伝承の成功事例や失敗事例の知識により，理解した正確な

技術思想を，正しく伝承し関係者に伝えるためのコミュニケーション能力が必

要である． 

その分野に精通している人ならだれもが，言葉にしなくても経験を通じて暗

黙のうちに身につけている「暗黙の知識（暗黙知）」を文章化，明確化し確実に

身に付け，後世の関係者に伝承する力を身に付けることが必要である． 

そのために，技術思想に関する事例をデータベース化するなど具体的な技術

手段等を身に付けることが必要である． 

 

 

Ⅳ-4．基準遵守から予見的・予防的対応へ 

 

（a）態度：従来の法律，技術基準，安全基準の絶対視・盲信からの脱却，最新

の技術的知見・予防的対応，従来と異なる科学的対応方法を取り入れ反映しよ

うとする姿勢 

巨大化・総合化・複雑化した科学技術，あるは不確実性下の科学技術に関する

従来の法律，技術基準，安全基準は守るべき最低基準として遵守するのは当然で

ある．それにとどまらず，安全性の更なる向上や，被害者保護強化のためには，

従来の法・基準を絶対視するのではなく，必要に応じて見直し，最新の技術的知

見を取り入れ反映しようとする姿勢が必要である．また，環境に重大あるいは取

り返しのつかない損害の恐れがあるところでは，十分な科学的確実性がなくて

も予防的対応を取り入れ反映しようとする従来と異なる科学的対応方法を取り

入れ反映しようとする姿勢が必要である．  

 

（b）知識：最新の技術的知見・予防的対応，従来と異なる科学的対応理解 

最新の技術的知見，予防的対応，従来と異なる科学的対応についての知識を理

解する能力が必要である． 

1992年の環境と開発に関する国際連合会議（UNCENGD）リオデジャネイロ宣言

では，「環境を保護するため，予防的方策は，各国により，その能力に応じて広
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く適用されなけ ればならない.深刻な，あるいは不可逆的な被害のおそれがあ

る場合には，完全な科学的 確実性の欠如が，環境悪化を防止するための費用対

効果の大きな対策を延期する理由とし て使われてはならない．」112という「第 15

原則 環境保護のための予防的措置の広範な適用」がまとめられている． 

予防原則は従来と異なる科学的対応である.過去に予防原則を適用した事例，

予防原則を適用しなかったため重大あるいは取返しのつかない損害が発生した

事例，どのような場合に予防原則を適用するか，予防原則の限界に関する知識を

身に付ける必要がある. 

 

（c）スキル：最新の技術的知見・予防的対応，従来と異なる科学的対応方法を

取り入れ反映する能力 

(b)で得た知識を基に，具体的な事例に対し従来と異なる科学的対応方法であ

る予防原則を適用するかどうかを判断する能力，さらに予防原則を適用する能

力が必要である．  

 

 

Ⅳ-5. 非常用装置及び非常時対応手順 

 

（a）態度：非常用装置の日常からの操作訓練姿勢 

技術者は，非常用装置を適切に作動させることができるように，日常から必要

な所定の現場要員に定期的に操作訓練させる機会を設定し，操作訓練しようと

する姿勢が必要である．例えば，原子力発電所では，IC 等非常用装置を，必要

な所定の現場要員に対し，非常時に備え定期的に年数回，適切に作動させること

ができるように，操作訓練しようとする姿勢が必要である．  

 

（b）知識：非常用装置の作動原理・作動状況の理解 

技術者は，非常用装置の作動原理と非常時の作動状況についての知識と理解

が必要である．例えば，原子力発電所では，IC（非常用復水器）等の非常用装置

についての作動原理，非常時の作動状況についての知識と理解が必要である． 

 

（c）スキル：非常時対応手順の技術指導能力とコミュニケーション能力 

(b)の知識をもとに，技術者は，日常から必要な現場要員に対し，定期的に対

                                                      

112 環境省：Web ページ，https://www.env.go.jp/council/02policy/y020-31/mat03.pdf， 

参照日：2022-7-22 
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応訓練を設定する.これにより，現場要員に対し，非常時の対応手順を技術指導

する能力や現場要員に適切に指示し理解させるというコミュニケーション能力

を身に付ける必要である． 

 

 

Ⅳ-6. 公衆の科学技術リテラシー向上 

（a）態度：科学技術に伴う危険性，リスク，問題について社会に公開し警告を

発する態度 

 科学技術に伴う危険性，リスク，問題について技術者以外の公衆，社会に公開

し警告を発する態度が必要である． 

 「技術者以外の公衆」とは，当該科学技術に関わる現場作業者やユーザー，地

域住民をはじめとした公衆である． 

 ここで，公衆の科学技術リテラシー不足に起因した事故事例を以下に記述す

る. 

1999年 9月 30 日，茨城県東海村の JCO 東海事業所で硝酸ウラニル溶液製造中

に，核反応が継続的に発生する臨界事故が発生した113．事故原因は，以下の通り

である． 

①原子炉等規制法に基づいて JCO が科学技術庁（現文部科学省）に届け出た作

業とは異なる未許可の裏マニュアルを社内で通用させていた． 

②さらに，裏マニュアルとも異なる作業手順（臨界安全形状に設計されていない

沈殿槽に，臨界量以上のウランを注入）を用いた． 

③現場作業者は，クルー副長（現場責任者）を含め，臨界に対する十分な教育を

受けておらず，放射線や臨界の危険性や，臨界安全形状の意味も知らなかった． 

 このように，JCO 臨界事故においては，事故原因が技術者以外の現場作業者の

原子力に関するリテラシー不足によるところが大きい． 

 また，この事故により，放射線が事業所外に拡散し，避難が必要となり地域住

民にも影響が発生した. 

 次に，「猫電子レンジ事件」）114という有名な都市伝説があるが，実際の事例と

して，以下の「冷蔵庫による事故死」を挙げる． 

冷蔵庫は，構造上，閉鎖した時の気密性が高く，内側では酸素の供給が直ぐに

絶たれてしまう．磁気による開閉方式の最近の冷蔵庫は，内側からも扉を開くこ

                                                      

113 原子力安全委員会「ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告の概要」1999 年 

114 米国で，あるおばあさんが，ずぶ濡れになって帰ってきた猫を乾すために電子レンジ

にいれ温めたところ，爆発を起こし，猫は亡くなってしまったというエピソード． 
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とができるが，特に，古い冷蔵庫は内側からは扉が開かない構造になっている． 

 日本では 1967 年 6 月 15 日に大阪市生野区において，業者によって空き地に

放置されていた冷蔵庫で子ども 3 名（小学生１名と保育園児 2 名）が窒息死す

る事故が発生している115． 

 公衆が日常において，科学技術を利用するにあたり，公衆は必ずしも，設計者

や開発者の意図通りに使用しないのが現実であり，そのような状況下で，公衆の

安全，健康，及び福利が最優先に確保されることが必要である． 

本来ならば，機器を利用する際に操作を間違えたとしても危険な状況にならな

いような仕組み，すなわちフールプルーフ（foolproof）を，あらかじめ組み込

んで設計しておくことが重要である． 

科学技術を公衆が利用するにあたり，過去に発生した事故，今後発生すると予

想される事故や，それに関する危険性，リスク，問題を公衆が理解できるように

公開し，警告を発する態度が必要である. 

現場作業者に対しては，正しい取扱説明書，マニュアルに基づいた安全教育を

実施するとともに，マニュアル通りに実施されているかを作業報告書や管理者

立会により確認を行う.異常発生時の避難訓練を実施する.ユーザーには技術製

品を利用するにあたっての注意事項，禁止事項を織り込んだ取扱説明書を充実

させ，利用時の注意を促す. 

公衆への公開や警告方法については，集合形式の安全講習会や eラーニング，

動画配信など効果的なものを検討，導入するという態度も必要である. 

 

（b）知識：公衆の科学技術リテラシーの内容と公衆の懸念・ニーズについての

知識・理解 

科学技術コミュニケーションにより公衆の科学技術リテラシーを向上させる

ためには，公衆の科学技術リテラシーの内容さらに，公衆の要望，ニーズ，懸念

について知識を得て理解することが必要である． 

その科学技術について公衆が持ち合わせている知識，公衆がどこまで知り理

解しているか，何を知らず理解していないか，何を知りたがっているか，何を知

ることが必要か，何が気にかかり心配なのか，の知識を得て理解することが必要

である. 

前述の JCO 臨界事故や猫電子レンジ事件，冷蔵庫による事故死など過去の事

故事例を分析する.さらに公衆向けの科学技術講演会，科学技術見学会などを開

催し，科学技術についてのウエブサイトを開設することにより，公衆との意見交

                                                      

115 小林修『年表昭和の事件・事故史』東方出版，pp.290，1989 年 
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換やアンケート実施する.これらの取組みなどにより，公衆の科学技術リテラシ

ーの内容と公衆の懸念・ニーズについての知識・理解を進める. 

 

（c）スキル：公衆の科学技術リテラシーと技術者の社会リテラシーの向上と融

合のための科学技術コミュニケーションスキル 

技術者と公衆の双方向のコミュニケーション，及び相互理解が不可欠である. 

本来，技術者は，公衆に情報を適宜，適切な方法で提供することにより，情報

公開し，公衆への説明責任を果たすことにより，公衆の科学技術リテラシーの向

上，技術者の社会リテラシーの向上，及び双方のリテラシーの融合を図ることが

必要である． 

そのために，技術者が科学技術を公衆に伝えるとともに公衆の意思，情報を聴

き取るという科学技術コミュニケーションスキルが必要である． 

 技術者が科学技術を公衆に伝えるには， 

①専門用語は丁寧にわかりやすい言葉で解説する 

②難しそうな内容については身近なたとえ話を用いる 

③自分立場を明確にし趣旨を２～３に絞る 

などをコミュニケーションに取り入れるスキルを身に付ける. 

 公衆から情報を聴き取るには， 

①技術者は公衆に対してどのような役割を果たすべきか 

②技術者と公衆との意識差，コミュニケーションギャップを埋めるためにはど

うしたらよいか， 

③公衆の立場から知恵をお貸し頂きたいという態度で 

コミュニケーションするというスキルを身に付ける. 

これらのコミュニケーションスキルは，公衆に技術を解説する機会を利用して

向上させる. 

一つの取組みとして，公衆が日常生活において関わる科学技術について，カフ

ェ空間で技術者が公衆に科学技術をわかりやすく解説をするというテクノロジ

ーカフェが開催されている．例えば，日本技術士会中部本部では，2006 年度か

らは，市民・市民団体，企業，学校・大学，行政が協働でつくる環境活動のネッ

トワークである『なごや環境大学教育講座』の中でテクノロジーカフェを開設し

ている．例えば「食」を大テーマに「料理の科学」や「非常食の今昔」等を月 1

回小テーマとして 6か月にわたり，市民との対話を積極的に行っている116．この

                                                      

116 名古屋環境大学：Web ページ， https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/kxcoza15a/B-

79.html，参照日：2021-4-10 
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ような機会を通じて，技術者が公衆の科学技術リテラシーの向上を図ることが

必要である． 

以上，表 4-2 に事例分析に基づいた技術者に求められる能力を整理した．ま

た，Ⅴ-5.では，さらに横断的な能力として(1)先進科学・技術知見，(2)技術思

想知識，(3)俯瞰的システム能力，(4)非常想定・対応知見と能力，(5)三現主義

遂行能力，(6)コミュニケーション応用能力，にまとめている． 

 

表 4-2 事例分析に基づいた技術者に求められる能力 

 

 

  

  

①【リスク評価力】

安全神話から脱出する能力

本当に安全ということを実際

に確認する姿勢
(5)三現主義遂行能力

安全神話の実態と関連事

項についての知識と理解
(2)技術思想知識 事故・故障を想定する力 (4)非常想定・対応知見と能力

②【リスク評価力】

適切なリスク想定と対応力

リスクを正しく設計・開発に

生かし伝達する姿勢
(5)三現主義遂行能力

リスクの多様性を理解する

力
(1)先進科学・技術知見 リスク想定力と対応力 (4)非常想定・対応知見と能力

③【リスク評価力】

システム依存からの脱出

システム全体の安全性を評

価・構築・管理するという姿

勢

(3)俯瞰的システム能力
周辺部も含めた防護システ

ムの理解
(3)俯瞰的システム能力

事故対応策の想定・準備と

訓練
(4)非常想定・対応知見と能力

④海外からの導入技術への盲信から脱

出する力

マニュアル・基準・規格の根

拠を確かめ、危険・リスクを

評価する姿勢

(5)三現主義遂行能力

マニュアル・基準・規格の根

拠・背景・設定過程,考え

方の知識と理解

(2)技術思想知識
海外からの導入技術を国

内基準で評価する力
(5)三現主義遂行能力

（２）技術思想の伝承
技術思想を正しく伝承する

姿勢
(6)コミュニケーション応用能力

正確な技術思想の知識と

理解
(2)技術思想知識

科学技術コミュニケーション

能力
(6)コミュニケーション応用能力

（３）基準遵守から予見的・予防的対応

従来の法律、技術基準、

安全基準の絶対視・盲信

からの脱却，最新の技術

的知見・予防的対応，従

来と異なる科学的対応方

法を取り入れ反映しようとす

る姿勢

(1)先進科学・技術知見

最新の技術的知見・予防

的対応、従来と異なる科学

的対応理解

(1)先進科学・技術知見

最新の技術的知見・予防

的対応，従来と異なる科

学的対応方法を取り入れ

反映する能力

(1)先進科学・技術知見

非常用装置の日常からの

操作訓練姿勢
(4)非常想定・対応知見と能力

非常用装置の作動原理・

作動状況の理解
(4)非常想定・対応知見と能力

非常時対応手順の技術指

導能力とコミュニケーション能

力

(4)非常想定・対応知見と能力

科学技術に伴う危険性，リ

スク，問題について社会に

公開し警告を発する態度

(6)コミュニケーション応用能力

公衆の科学技術リテラシー

の内容と公衆の懸念・ニー

ズについての知識と理解

(6)コミュニケーション応用能力

公衆の科学技術リテラシー

と技術者の社会リテラシーの

向上と融合のための科学技

術コミュニケーションスキル

(6)コミュニケーション応用能力（５）公衆の科学技術リテラシー向上

Ⓑ知識 Ⓒスキル

（１）リスク評価

（４）非常用装置の使用

Ⓐ態度項目
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第二部 日本の工学教育と技術者制度の現状と改善策 

 

第Ⅰ章において，巨大化・総合化・複雑化，および不確実性下の科学技術の代

表事例として，福島第一原子力発電所の事故原因を分析し，技術者に求められる

能力を抽出した． 

第Ⅱ章，第Ⅲ章においても同様に，六本木ヒルズ回転ドア事故と水俣病対策と

を取り上げ，事故原因や被害拡大防止と早期解決ができなかった原因について

分析を行い，第１章で抽出した技術者に求められる能力が妥当なものであるか

を検証した． 

第Ⅲ章ではさらに，成功事例として，女川原子力発電所建設工事と福島原子力

発電所アクシデントマネジメント，イタイイタイ病の原因解明と対策を取り上

げ，成功要因について分析を行い，技術者に求められる能力の妥当性を検証した． 

そして，第Ⅳ章では第 1 章～第Ⅲ章の計 7 事例に基づき技術者に求められる

能力の内容をさらに詳しく検討し構造化した． 

以上の作業で得られた知見を踏まえ，第二部では，日本における工学教育と技

術者制度のあるべき姿を提案することを目指す.まず第Ⅴ章では，日本の工学教

育の現状をまとめる．そして，第一部で抽出・分析したこれからの技術者に求め

られる能力を整理し，JABEEが現状の工学教育に求めている能力と比較し，追加

すべき能力を JABEEの認定基準に不足している技術者の能力として明確にする．  

さらにその能力を身につけるための新たな工学教育，新規科目の提案を行う． 

さらに第Ⅶ章では，日本の代表的な専門技術者制度である技術士制度を取り

上げ，技術士に求められる資質・能力の現状について，分析，整理を行う． 

さらに，海外の技術者制度として，米国 Professional Engineer（PE）制度と

NSPE（全米 PE協会：National Society of Professional Engineer），及び英国

Chartered Engineer（CEng）制度を取り上げ，日本の技術士制度と，米国 PE制

度，英国 CEng制度との比較を行う． 

以上に基づき「技術者制度改善の方向性」について，提案を行う117． 

                                                      

117 比屋根均「日本の技術者制度変革の停滞と混乱～その問題分析と解決策の提示～」

（2015.3）では，「日本の技術者制度の問題点」は，「倫理要求」「問題解決人材要求」「グ

ローバル化対応の制度整備要求」の 3 つの要求を満たす変革であったという特徴と，本変

革が米国制度に倣って急速に行われたが故に，理解不十分なまま中途半端に制度整備がな

されたという特徴に着目し，この変革の停滞と混乱の問題を解明し，解決策を提示しよう

とするものである．本研究では，実際の代表的な事例分析に基づき，より実証的で実用的

な手法を用いて，工学教育と技術者制度のあり方について，提案を行うものである. 
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第 2の課題に対しては，昨今，高校教育と大学教育の円滑な接続，いわゆる「高

大接続」が叫ばれる中，さらに大学教育と卒業後の社会での技術者教育を円滑に

接続し，その教育内容を充実させることが必要である． 

さらに，その能力が発揮できる環境づくり，制度づくりが必要であり，そのため

には，継続的な研鑽を含む技術者制度全体の改善が必要不可欠である． 技術者

資格認定に関して，国家の行政機関による規制を行う米国方式と，非政府である

技術者団体の自治による規制を行う英国方式に大別することができる , , ．日

本の技術者教育を含めた技術者制度の改善策を検討するにあたり，日本におけ

る代表的な専門技術者制度である技術士制度，海外の技術者制度の代表事例と

して，日本の技術士制度のモデルとなった米国 Professional Engineer（PE）制

度と英国 Chartered Engineer（CEng）制度を取り上げる． 

そして，資格を取得し維持するための，教育と実務経験，資格登録，継続研鑽

（CPD：Continuing Professional Development），資格更新，協会への加入，と

いう観点から，技術士制度と米国 PE制度と英国 CEngとの比較を行う． 

そして，社会でプロフェッショナルエンジニア（技術士）となる段階での技術者

に焦点をあて，技術者教育を含めた技術者制度の改善について， 

 

（1）技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）の改善， 

という教育面だけではなく， 

（2）技術士試験の改善 

（3）日本技術士会への加入促進 

（4）資格更新制度 

（5）継続研鑽（CPD）の改善 

 

という環境面や制度面という観点から，技術者制度改善案の提案を行う． 
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第Ⅴ章 工学教育の現状と改善策 

 

Ⅴ-１．JABEE 設立の経緯 

 

1980 年代後半，世界の経済体制における市場経済化や開放経済化の動きが進

展し，国境を越えたグローバル化が急速に進んだ．こうした背景のもとに，専門

技術者の国境を越えた流動性の確保が重要となり，商品や技術の国際的な規格

化，標準化とともに，技術者資格の国際的相互承認のニーズが高まった118119120． 

こうして，1989 年に米国，英国，オーストラリア，カナダ,アイルランド，ニ

ュージーランドの 6 ヵ国によって，技術者教育の実質的同等性を相互承認する

ための国際協定であるワシントン協定が締結された． 

JABEE の Web ページによれば，「この協定の目的は，各加盟団体が行う技術者

教育認定制度の認定基準・審査の手順と方法の実質的同等性を相互に認め合う

ことにより，他の加盟団体が認定した技術者教育プログラムの実質的同等性，ひ

いてはその修了者について自国・地域の認定機関が認定したプログラム修了者

と同様に専門レベルで技術業を行うための教育要件を満たしていることを相互

に認め合うこと」とされている121． 

1995年には世界81の国と地域が参加して設立された世界貿易機構(WTO:World 

Trade Organization)が，「人の供給サービスの貿易に関する一般協定(GATS：  

General Agreement on Trade in Services)」を締結した． 

その中において，モノだけでなくサービス業務の障壁も本協定の対象となり，

専門職の国際的な移動の促進が提言された． 一方わが国ではバブル崩壊前後か

ら，日本学術会議や一部の識者の間で，我が国の工学系教育の世界標準からの乖

離による競争力低下が危惧されるようになった．さらに，技術者教育の立ち遅れ

を心配した文部科学省，日本工学会，公益社団法人日本技術士会等の団体や吉川

弘之氏（当時東京大学学長），大橋秀雄氏（当時国学院大学学長），大中逸雄氏（当

                                                      

118工学教育の外部認証制度（アクレディテーション）の導入促進に関する調査報告書，産

業基盤整備基金，1999 

119 技術者教育におけるアクレディテーションシステムに関する調査報告書（文部省委嘱

調査），(社)日本工学協会，2000 

120 篠田庄司「大学における技術者教育と改革の方向」，電子情報通信学会会誌 2001 年 1

月号 

121 日本技術者教育認定機構（JABEE）：Web ページ，

https://jabee.org/international_relations/washington_accord，参照日：2021-6-30 
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時大阪大学教授）等の有識者は，技術者教育の認定制度を早急に立上げてワシン

トン協定に加盟することを決定した122． 

こうして，我が国では 1999年に一般社団法人日本技術者教育認定機構（JABEE：

Japan Accreditation Board for Engineering Education）が設立された．その

狙いは，高等教育機関における学士および修士レベルの技術者教育プログラム

の質が保証されているかどうかを認定することによって，教育の改善を推進す

るとともに，教育プログラムの国際的な通用性を担保することにあった． 

JABEEは 2001 年度から認定を開始し，2005年 6月に日本を代表する認定団体

として，アジアおよび非英語圏国では初めてワシントン協定への正式加 盟が認

められた． 

 

 

Ⅴ-２．JABEE の組織と活動内容 

 

JABEEは，正会員（63の工農理系学協会）と賛助会員（25の企業），16学協会

から選出された理事により構成され，3会議（産業諮問評議会，運営会議，認定

会議）と 4委員会（認定事業委員会，財務・企画委員会，広報・啓発委員会，国

際委員会）より組織運営される（2020年 4月現在）．歴代の会長は，初代の吉川

弘之氏（当時放送大学学長），二代の大橋秀雄氏（当時工学院大学理事長），三代

の木村孟氏（当時（独）大学評価・学位授与機構長），四代の有信睦弘氏（当時

東京大学監事），そして五代は現在の富田達夫氏（当時（独）情報処理推進機構

理事長）である． 

 

 JABEEの主な活動内容は以下の通りである． 

① 認定・審査 

JABEEは，認定申請のあった教育プログラムを約 1年かけて審査し，その結果

に基づいて認定の可否を判定する．審査では，その教育プログラムが JABEE の

定める認定基準に適合するか確認し，判断を行う123． 

② 広報・普及 

JABEEは，技術者教育に関連する講演会，ワークショップ，広報等の教育振興活

                                                      

122 日本技術者教育認定機構（JABEE）：Web ページ，https://JABEE.org/， 

参照日：2021-6-30 

123 日本技術者教育認定機構（JABEE）：Web ページ，https://JABEE.org/， 

参照日：2021-6-30 
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動を行っており，これらの活動により，自己点検評価に基づき PDCAサイクルを

回すことによる教育改善，および技術者教育で特に重要なエンジニアリング・デ

ザイン教育の実践などを支援する124． 

 世界に 8 団体ある技術者教育認定団体の一致した考え方は，認定制度を使っ

て教育の改善を行うというものである．ワシントン協定がメンバーである国際

エンジニアリング連盟（International Engineering Alliance：IEA）では，技

術者像の定義や，技術者教育に関する重要なテーマを継続的に議論している．

JABEEはこれらの国際的な動きを把握し，最新の情報を国内の教育機関に紹介し

ている125 ． 

 

 

Ⅴ-3.JABEE 認定制度 

 

JABEE認定対象のプログラムは，大学の理工系，および農業系の学士課程と一

部の修士課程，さらに一部の大学校および高等専門学校の本科 4・5年と専攻科

1・2 年の 4 年間の課程（学士課程に相当）に属する学科，専攻またはその中の

コースなどである126． 

JABEEの認定基準は，技術者教育認定の世界的枠組みであるワシントン協定の

考えに準拠したものであるため，認定プログラムの提供する技術者教育は国際

的に同等であると認められ，その認定プログラムの修了生は，世界に通用する教

育を受けた技術者と認められる．認定基準は，科学技術の専門知識，技術者倫理，

デザイン能力，コミュニケーション能力，チームワーク力など技術者に求められ

る国際的な要件に沿ったものである127． 

JABEEの認定は，関連した技術分野の学協会により結成された公正かつ中立を

謳った審査団による第三者ピアレビューにより実施されている． 

JABEEの Webページによれば，認定のプロセスについては，まず「技術者教育

                                                      

124 日本技術者教育認定機構（JABEE）：Web ページ，https://JABEE.org/， 

参照日：2021-6-30 

125 日本技術者教育認定機構（JABEE）：Web ページ，https://JABEE.org/， 

参照日：2021-6-30 

126 日本技術者教育認定機構（JABEE）：Web ページ，https://JABEE.org/， 

参照日：2021-6-30 

127 日本技術者教育認定機構（JABEE）：Web ページ，https://JABEE.org/， 

参照日：2021-6-30 



80 

 

プログラムからの認定申請」から始まる．次に「審査団」による「自己点検書の

審査」，「実地審査」が実施され，それらの結果が「審査報告書」にまとめられる．

「JABEEの分野別審査委員会，認定・審査調整委員会」により「審査報告書」が

作成，審議され，「認定会議」により「認定の可否が決定」される．「理事会の承

認後，プログラムに対して認定の可否が通知」される128． 

以上の認定プロセスに合格すると JABEE 認定プログラムとしてプログラム名

が公表される． 2016年度までの JABEE 認定プログラムの累計は 501で，JABEE

認定プログラム修了生数の累計は約 26万人に及んでいる．また，認定プログラ

ムの修了生は，国家資格である技術士の第一次試験が免除される． 

しかし，旧帝国大学に代表される伝統のある国立大学では認定の申請も少な

く，認定数の伸び悩みと同時に，昨今では認定からの離脱する大学も散見される

のが現状である129． 

因みに 2007 年度以降，認定プログラムに対してアンケート調査を実施してお

り，その中の自由記述回答からの主な意見は以下の通りであり130，これらの要因

が JABEEの現状に影響していると考えられる． 

(1) 社会，企業における JABEE の認知度が低く，評価が伴っていない．従っ 

て JABEE 修了生へのインセンティブにならない． 

(2) 有名大学による認定プログラムが少ないため，JABEEの価値を認めないとい

う教員が少なくない．  

(3) 資料作成等，JABEE受審のための準備負荷が大きい． 

さらに JABEEにおける「技術者に求められる能力」や現行の大学等における工

学教育の妥当性については十分に確認，検証されていないのが現状である． 

 

 

V-4. JABEE が定める学習・教育到達目標131 

JABEEでは，「JABEE が定める学習・教育到達目標」において，技術者に必須の

知識・能力として，以下の通り９項目が定められている． 

                                                      

128 日本技術者教育認定機構（JABEE）：Web ページ，

https://jabee.org/about_jabee/accreditation_system，参照日：2021-6-30 

129 日本技術者教育認定機構（JABEE）「2013 年度自己評価書」，2015 年 2 月 

130 日本技術者教育認定機構（JABEE）「2013 年度自己評価書」，2015 年 2 月 

131 日本技術者教育認定機構（JABEE）：Web ページ，https://JABEE.org/， 

参照日：2021-6-30 
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     (a)地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養 

(b)技術が社会や自然に及ぼす影響や効果，及び技術者が社会に対して負って

いる責任に関する理解 

  (c)数学及び自然科学に関する知識とそれらを応用する能力 

(d)当該分野において必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力 

     (e)種々の科学，技術及び情報を活用して社会の要求を解決するためのデザイ

ン能力 

     (f)論理的な記述力，口頭発表力，討議等のコミュニケーション能力 

     (g)自主的，継続的に学習する能力 

(h)与えられた制約の下で計画的に仕事を進め，まとめる能力 

(i)チームで仕事をするための能力 

 

これらの知識・能力の項目は，ワシントン協定が示している卒業生に求められ

る 12項目の知識・能力（Graduate Attributes）（①エンジニアリングに関する

知識，②問題分析，③解決策のデザイン／開発，④調査，⑤最新のツール利用，

⑥技術者と社会，⑦環境と持続性，⑧倫理，⑨個別活動及びチームワーク，⑩コ

ミュニケーション，⑪プロジェクト・マネジメント，⑫生涯継続学習）132をもと

に，米国 ABET（Accreditation Board For Engineering and Technology：米国

技術者教育認定機構）で要求される以下の ABET-EC2000の卒業生の要求基準(a)

～(k)を参考に我が国の教育の特質等も考慮して 9 項目にまとめたものである． 

【ABETの Criteria】 

（a）数学，科学，工学の知識の応用能力 

（b）実験を計画・実施し，得られたデータの解釈・分析をする能力 

（c）各種制約下でニーズに合致するシステム要素，プロセスのデザイン能力 

（d）学際的なチームでの活動能力 

（e）工学的問題の特定・定式化・解決能力 

（f）職業的・倫理的責任の理解 

（g）効果的コミュニケーション能力 

（h）工学的解決が地球／経済／環境／社会に及ぼす影響の理解に必要な幅広

い教育 

                                                      

132 IEA GA&PC 翻訳ワーキンググループ 2012「卒業生としての知識・能力と専門職とし

ての知識・能力」.IEA Graduate Attributes and Professional Competencies の翻訳にあた

って」 文部科学省先導的大学改革推進委託事業. 技術者教育に関する分野別の到達目標の

設定に関する調査研究,pp.265 ｰ 282 
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（i）生涯学習の必要性と，そのための必要能力の認識 

（j）現代の課題に関する知識 

（k）工学問題解決に必要な技術，技能，各種の新しい工学ツールを使える能

力 

Tunig Texasのキーコンピテンシー，ABET や JABEEの認定基準，国際エンジニ 

アリング連合 IEA が定める卒業生としての知識・能力（Graduate Attributes） 

等の標準的な基準の項目は，表 5-1に示すようにほぼ対応しており，JABEEの 

認定基準には国際的な担保が得られるものと考えられる133． 

 

表 5-1 各種基準における目標の比較・対応134 

 

 

                                                      

133 千葉大学「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に関する調査研究報告書」文

部科学省 平成 22，23 年度先導的大学改革推進委託事業，pp.21-24, 2012 

134 出展 千葉大学「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に関する調査研究報告

書」文部科学省 平成 22，23 年度先導的大学改革推進委託事業，pp.24, 2012 より 
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ここでは，科学技術の知識だけでなく，技術者倫理，デザイン能力，コミュニ

ケーション能力など世界の技術系高等教育機関の標準となる能力の教育を要求

している． 

次に，JABEEの Webサイトにある「認定のしくみ・認定基準」と JABEE「「認定

基準」の解説」135の二つの文献により分析を行う．JABEE「「認定基準」の解説」

には「JABEEが定める学習・教育到達目標」(a)～(i)の個別基準136が定められて

いる． 

第一部で抽出・分析した「技術者に求められる能力」と比較すると，「技術者

に求められる能力」として，(a)(b)(e)では，曖昧で具体的な内容としてわかり

にくい．また，(c)(d)(f)(g)(h)(i)では，基礎的すぎて不十分である． 

例えば，「(a) 地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養」につい

ては，個別基準で以下に定められている 

・人類のさまざまな文化，社会と自然に関する知識 

・それに基づいて，適切に行動する能力 

これにとどまらず，さらに，一生涯を通じて常に更新されつつある最新の先進的

な科学・技術の視点という観点から，「多様なリスクを理解する力」としての最

新の「先進科学・技術知見」に関する能力を身に付けることが必要である（表 5

の(1)②Ⓑに該当）． 

「(d) 当該分野において必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力」に

ついては，個別基準で以下に定められている 

・当該分野において必要とされる専門的知識 

・上記の知識を組み合わせることも含めた応用能力 

・当該分野において必要とされるハードウエア・ソフトウエアを利用する能力 

しかし，このような当該分野での既存の基礎的な専門的知識では不十分で，当該

分野に限らず，当該分野以外も含む最新の「先進科学・技術知見」の概要や技術

レベル（表 4-2の(3)Ⓐ，(3)Ⓑ，(3)Ⓒに該当）に関する萌芽的能力を身につけ

ることが必要である． 

また，当該技術について，設計，開発，設置，導入，維持管理する各段階におい

て適用する普遍的な前提条件や考え方，知識としての技術思想についても身に

付ける必要がある（表 4-2の(1)①Ⓑ，(1)④Ⓑ，(2)Ⓑに該当）． 

「(e)種々の科学，技術及び情報を活用して社会の要求を解決するデザイン能力」

                                                      

135 日本技術者教育認定機構（JABEE）「「認定基準」の解説」pp.1-46，2019 

136 日本技術者教育認定機構（JABEE）「「認定基準」の解説」pp.8-12，2019 
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については，個別基準で以下に定められている 

・解決すべき問題を認識する能力 

・公共の福祉，環境保全，経済性等の考慮すべき制約条件を特定する能力 

・解決すべき課題を論理的に特定，整理，分析する能力 

・立案した方針に従って，実際に問題を解決する能力 

しかし，このようなシステムの部分的，要素的な観点だけではなく，システム全

体を大局的・客観的に見渡し把握した上で，総合的に評価・管理・判断する「俯

瞰的システム能力」を身に付けることが必要である（表 4-2の(1)③Ⓐ，(1)③Ⓑ

に該当）． 

「(f)論理的な記述力，口頭発表力，討議等のコミュニケーション能力」につい

ては，個別基準で以下に定められている． 

・情報や意見を他者に伝える能力 

・他者の発信した情報や意見を理解する能力 

・英語等の外国語を用いて，情報や意見をやり取りするための能力 

ここで記載されているのは本来公衆や社会として広くとらえられるべき「他者」

を狭く限定し，主に学会発表に必要な語学力やプレゼンテーション能力に限定

されたコミュニケーション能力である．真に技術者に求められる能力は，公衆や

社会を含んだ他者の要望やニーズを聴いて適切に科学技術を伝えるというコミ

ュニケーション能力，さらにテクノロジーカフェに代表される公衆や社会との

コミュニケーションの場をつくる能力である（表 4-2 の(2)Ⓐ，(2)Ⓒ，(5)Ⓐ，

(5)Ⓑ，(5)Ⓒに該当）． 

また，社会人として仕事をしていく上で一般的に必要な能力として「(g)自主的，

継続的に学習する能力」，「(h)与えられた制約下で計画的に仕事を進め，まとめ

る能力」，「(i)チームで仕事をするための能力」については，個別基準137で以下

の通り定められている． 

 

「(g)自主的，継続的に学習する能力」 

・将来にわたり技術者として活躍していくための継続的研鑽の必要性の理解 

・必要な情報や知識を獲得する能力 

「(h)与えられた制約下で計画的に仕事を進め，まとめる能力」 

・時間，費用を含む与えられた制約下で計画的に仕事を進める能力 

・計画の進捗を把握し，必要に応じて計画を修正する能力 

                                                      

137 日本技術者教育認定機構（JABEE）「「認定基準」の解説」pp.11-12，2019 
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「(i)チームで仕事をするための能力」 

・他者と協働する際に，自己のなすべき行動を的確に判断し，実行する能力 

・他者と協働する際に，他者のとるべき行動を判断し，適切に働きかける能力 

 

社会人として仕事をしていく上で一般的に必要な能力として，(g)(h)(i)に限定

されず，「非常想定・対応知見と能力」（表 4-2 の(1)①Ⓒ，(1)②Ⓒ，(1)③Ⓒ，

(4)Ⓐ，(4)Ⓑ，(4)Ⓒに該当），現場・現物・現実の 3つの「現」を重視し，問題

の解決を図る「三現主義遂行能力」（表 4-2の(1)①Ⓐ，(1)②Ⓐ，(1)④Ⓐ，(1)

④Ⓒに該当）が必要である． 

 

 

Ⅴ-5. JABEE の認定基準に不足している技術者の能力 

 

「事例分析に基づいた技術者に求められる能力」（表 4-2）から「JABEEが定め

る学習・教育到達目標で技術者に求められる能力」(a)～(i)を差し引いた． 

JABEEの認定基準に不足している技術者の能力について，工学教育において提

供するには，どのような能力が必要かという観点から，これらを整理し，横断的

な能力として以下にまとめた． 

「JABEE が定める学習・教育到達目標で技術者に求められる能力」に加えて，

JABEEの認定基準に不足し，追加すべき技術者の能力を以下の通り提案する． 

 

(1)先進科学・技術知見 

 

当該分野に限らず当該分野以外も含む最新の先進的な科学・技術についての

知見に関する能力を身に付けることが必要である．さらに最新の先進的な科学・

技術についての知見でも自然科学については，昨今の動向により想定外の事象

の存在や科学技術の不確実性を含めた「自然科学に関する知識とそれらを応用

する能力」が必要である．「JABEEが定める学習・到達目標 (c)数学及び自然科

学に関する知識とそれらを応用する能力」においては，想定外や科学技術の不確

実性が含まれていない．ここで想定外とは「当時の標準的な科学者・技術者の科

学技術水準をもってしても想定できない」というものである． 

また，科学技術の不確実性とは前述のように138，「科学技術の知識の状態とし

ては，自然現象や社会動態の科学的分析結果に，断言のできない内容が含まれて

                                                      

138 藤垣裕子編「科学技術社会論の技法」,東京大学出版会,pp.259-265,2005 
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いる状態」をいう． 

例えば「当時の標準的な科学者・技術者の科学技術水準でも想定できない地震や

津波などの自然現象」など「科学技術の不確実性の影響やリスクを理解する能

力」，さらには，「現行の科学技術に関する法律，技術基準，安全基準にとらわれ

ず，科学技術の不確実性の下，それらに関する最新の技術的知見についての知識

を理解し，取り入れ反映しようとする姿勢，反映する能力」が必要である． 

そのためには，例えば自身が運営・管理する技術設備において，想定外あるい

は不確実性に該当する事象を設定し，どのような事前準備，防災対策，減災対策，

事後対策が必要かを検討し実施するという事例研究と訓練を行う. 

その際，最新の先進的な科学・技術について，巨大化・総合化・複雑化した科

学技術の要素技術という観点からも，センサー技術，人工知能，組み込み OSな

どの活用の提案を行う. 

 

(2)技術思想知識 

 

そもそも当該技術について，設計，開発，設置，導入，維持管理する際の当該

技術の各段階において実施する①その機能性（利便性），②経済性（コスト），③

安全性，④環境適合性の 4 条件に関連した普遍的な前提条件や考え方，知識と

しての技術思想を身に付ける必要がある． 

この技術思想知識については，「JABEE が定める学習・到達目標(d)当該分野に

おいて必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力」に含まれるべきもの

であるが，本来技術思想は「暗黙知」であるため，含まれていない． 

身近な技術思想知識の例として，構造物の地盤沈下シミュレーションにおい

て，通常は地盤をよく調べた上で適切なモデルを設定するが，その際当該地盤を

普遍的な前提条件である技術思想として，本来弾塑性モデルで解析すべきとこ

ろを，誤って弾性モデルで解析をしたという技術思想伝承の失敗例も少なから

ず発生している． 

実際に開発，導入された技術を取り上げ，その技術思想，マニュアル・基準・

規格の根拠やその背景，設定された過程，考え方を調査し発表するという訓練，

プロジェクトを実施する. 

 

(3)俯瞰的システム能力 

 

技術者は自分の専門分野に限定されず巨大化・総合化・複雑化した科学技術全

体のシステムについて，システム全体を俯瞰し，総合的評価・管理・判断する能
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力を身に付けることが必要である． 

また，実際に自身が設計，管理を行うシステムについて，安全システムに依存

するだけでなく，自らがシステムの中枢部分だけでなく周辺部も含めたシステ

ム全体の安全性評価・構築・管理するという姿勢が必要である．  

俯瞰的システム能力がうまく発揮した事例として，ガスコージェネレーショ

ンシステムが挙げられる．このシステムは，都市ガスを燃料としてエンジン，タ

ービン，燃料電池などで発電し，この時に生じる熱エネルギーも蒸気や温水に変

換してその地域の冷暖房や給湯，温水プールの加温などに利用するという総合

的なエネルギー効率の高いシステムである139．コストダウンを図るとともに省エ

ネルギー，電力ピーク対策や電源セキュリティの向上，さらに環境保全にも大変

有効で，まさにシステム全体を俯瞰し，総合的評価・管理・判断したという俯瞰

的システム能力がうまく発揮した事例である． 

 このガスコージェネレーションシステムの現場見学を実施するとともに，自

身が関連するシステムを取り上げて，俯瞰的システム能力を発揮するという事

例として事例研究・プロジェクトを行う. 

 

(4)非常想定・対応知見と能力 

 

技術者は，非常用装置の活用をはじめとし，非常時を想定し適切に対応できる

知見と能力を身に付ける必要がある．具体的には，非常用装置の作動原理，作動

方法を含む非常時の対応手順を理解するとともに，日常から必要な所定の要員

について非常用装置を含み非常時に適切に対応できる能力を身につけさせるた

めの技術指導能力やコミュニケーション能力が必要である． 

日常の身近な例としての消防訓練については，非常時を想定し，平常時より消

火器の取り扱いについての理解と操作訓練が必要であり，組織や個人で定期的

に実施されている． 

非常想定・対応を含む事故・訓練ビデオを集団で視聴し，原因と対策，今後の

改善点についてグループディスカッションを行う.また，自身が関わる設備，装

置について，非常事態（火災，地震）を想定した防災・減災訓練を実施すること

により，非常想定・対応知見と能力を身に付けさせる. 

 

(5)三現主義遂行能力 

                                                      

139 一般社団法人日本ガス協会 web ページ，https://www.gas.or.jp/gas-life/cogeneration/ 

 ，参照日：2022-6-4 
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 昨今の情報技術の急速な発展により，科学者や技術者は膨大なデータや情報

を短時間に収集・解析することが可能になる一方，“現場”“現物”“現実”の 3

つの“現”を重視し，机上ではなく，実際に自分で現場で現物を観察して，現実

を認識した上で，問題の解決を図らなければならないという三現主義遂行能力

を身に付ける必要がある． 

科学技術に限らず，日常においても三現主義は重要で，例えば事務室での複写機

購入・設置作業において，事務室の図面に基づいて，事務室における当機器設置

のレイアウト寸法内の大きさの機器の発注を行った．ところが，事務室への搬入

口の大きさを実際に自分で現場で現物を観察し，現実を認識するという行為を

しなかったため，発注した機器が大きすぎて搬入することができなかったとい

う事例も科学技術に限らず日常生活においても，よく発生している． 

 三現主義遂行能力を身に付けるために，実際に三現主義を実施しているトヨ

タ，ホンダの工場に出向き，現場技術者から三現主義での成功事例や失敗事例を

聴き取り発表するという訓練，プロジェクトを実施する. 

さらに，実際に海外から導入された技術を取り上げ，国内での安全基準，技術

基準，知見等に基づいて評価するという訓練，プロジェクトを実施する. 

 

(6)コミュニケーション応用能力 

 

科学技術を通じて，技術者が公衆や社会と適切にコミュニケーションができ

る応用能力を身に付ける必要がある．  

具体的には，技術者が科学技術を公衆に伝えるとともに公衆の意思，情報を聴

き取るという科学技術コミュニケーションスキルが必要である． 

身近な例としても，日常使用するユニットバスのユニバーサルデザイン製品

の開発140においても，健康な若年者から高齢者，幼児，さらに障害者に至る使い

やすさを考えて開発する必要があり，ニーズや懸念などを聴き取ると同時にそ

れを開発品に生かすというコミュニケーション応用能力が必要となる． 

本ユニバーサルデザイン製品の開発事例をもとに，コミュニケーション応用

能力を身に付けるために，自身が開発しようとする技術を取り上げ，その開発仕

様において，ユーザーのニーズや懸念を含めた意見を聴き取り，改善を提案・実

                                                      

140 黒田光太郎・戸田山和久・伊勢田哲治編「誇り高い技術者になろう（第二版）」 

名古屋大学出版会,pp.4-17,2012 
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施するというプロジェクトを実施する. 

 

 

Ⅴ-6. 新たな工学教育，新規科目の提案 

 

JABEE の工学教育で不足している技術者の能力をより積極的に自発的に身に

付けさせるために，以下のように，新規科目を提案する． 

提案する新規科目は以下の 2科目である． 

【科目 1】技術災害事例研究 

【科目 2】科学技術コミュニケーション演習 

科目毎に，以下の通り，シラバスに該当する項目Ⓐ～Ⓛを記載する． 

Ⓐ配当学年，Ⓑ単位数，Ⓒ開催年度・開講期，Ⓓ曜日時限，Ⓔ授業形態，Ⓕ使

用言語，Ⓖ概要・目的，Ⓗ到達目標，Ⓘ授業計画と内容，Ⓙ履修要件，Ⓚ成績

評価方法，Ⓛ教科書，参考書 

 

【科目 1：技術災害事例研究】 

Ⓐ配当学年：3 年次，又は 4年次 

Ⓑ単位数：2 

Ⓒ開催年度・開講期：毎年度後期 

Ⓓ曜日・時限：年度毎設定 

Ⓔ授業形態：講義，グループプロジェクト，グループディスカッション，発表． 

多分野の観点からの検討を行うため，１グループはできるだけ専門分野の異な

る学生 6名（標準）から構成する. 

Ⓕ使用言語：日本語 

Ⓖ概要・目的 

巨大化・総合化・複雑化した科学技術の代表であるとともに，要素技術として，

格納容器，発電設備，電子・通信設備，非常用電源装置等，原子力工学，電気

工学，機械工学，材料工学，土木工学，情報工学，通信工学等のあらゆる分野

の工学が関わる技術災害の事例として，福島第一原子力発電所事故を取り上げ

て事故原因分析手法を学ぶ． 

 

Ⓗ到達目標 

 (1)先進科学・技術知見，(2)技術思想知識，(3)俯瞰的システム能力，(4)非

常想定・対応知見と能力，(5)三現主義遂行能力，について，その内容と必要

性を理解させる．さらに今後より積極的に自発的に(1)～(5)の能力を身に付け
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る姿勢を確立させる． 

 

Ⓘ授業計画と内容 

【第 1回】講義（ガイダンス）  

福島第一原子力発電所事故事例を用いたグループプロジェクトの実施につい 

て，事故の概要説明と進め方のガイダンスを行う． 

また，福島第一原子力発電所事故についての 4 つの事故調査委員会の報告書

（国会，政府，民間，東京電力）の視点，特徴，読み方等について解説を行う． 

 

【第 2回～4回】グループプロジェクト（事故原因調査 1～3） 

福島第一原子力発電所事故についての 4つの事故調査委員会の報告書（国会， 

政府，民間，東京電力）から，各グループに対し 1 つの事故報告書を与える．

この事故報告書から，事故原因とされている事項をホワイトボード上でポスト

イットを使用して抽出させ，整理させる． 

 

【第 5 回～6 回】グループ内ディスカッション・中間報告書作成（中間報告） 

グループでの事故原因調査結果について，グループ内でリーダー，資料作成者，

発表者を決めた上でディスカッションを実施させる．なお，中間報告書はパワ

ーポイントで作成させるが，その具体的な作成項目（①事故報告書名，②報告

書の執筆者，③報告書の立場，④事故原因）について，説明する． 

 

【第 7回～8回】グループディスカッション結果発表，グループ間ディスカッ

ション（中間報告） 

グループ内ディスカッション・中間報告書について発表を行い，グループ間で

作成した事故原因の差異についてディスカッションを行う．各グループより中

間報告書を提出させる． 

  

【第 9回】講義 

どういう能力を身に付けていれば，事故あるいは被害の拡大を防止することが

できるのか，福島第一原子力発電所事故以外の事故（例：教員が「失敗知識デ

ータベース」141から選ぶ）を事例として，具体的な観点（技術者の能力，すな

                                                      

141 失敗学会：Web ページ http://www.shippai.org/fkd/lis/hyaku_lis.html，参照日：

2022-6-11 
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わち(1)先進科学・技術知見，(2)技術思想知識，(3)俯瞰的システム能力，(4)

非常想定・対応知見と能力，(5)三現主義遂行能力，）について解説を行う． 

  

【第 10～12回】グループ内ディスカッション 

各グループで，第 9回で紹介された事故事例を参考に，第 5回～6回で作成し

たグループでの事故原因調査結果（中間報告書）と比較，分類を行う．さらに，

福島第一原子力発電所事故において，事故を防ぐ又は被害拡大防止の観点から，

どのような能力が不足していたか，身につける必要があったか最終報告書をパ

ワーポイント資料で提案，提出させる． 

 

【第 13～14 回】グループ内ディスカッション結果発表，グループ間ディスカ

ッション 

福島第一原子力発電所事故において，事故を防ぐ又は被害拡大防止の観点から，

どのような能力が不足していたか，身につける必要があったかについてのグル

ープ内ディスカッションの結果について発表を行い，グループ間ディスカッシ

ョンを行う． 

 

【第 15回】講義 

福島第一原子力発電所事故において，事故防止または被害拡大防止の観点から， 

どのような能力が不足していたか，身につける必要があったかについて，グル 

ープ内ディスカッション発表，グループ間ディスカッションを踏まえて総括し 

講義を行う．講義終了後に今後の自身の能力開発の改善点を含めた意見，感想 

について個人レポートを提出させる． 

 

Ⓙ履修要件 

1年～2年時における専門科目の履修が完了（又は完了見込）状態であること． 

本科目履修完了後，継続して「科学技術コミュニケーション演習」を履修する

こと． 

Ⓚ成績評価方法 

評価については，グループとしての評価（グループ発表：中間報告書，最終報

告書）に個人としての評価（グループ発表の中での個人の発表や質疑応答状況，

個人レポート等）を加味するものとする．グループ評価 60点．個人評価 40点． 

Ⓛ教科書，参考書 

・東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）「報告書」2012.7.5 

・東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（政府事故調）「最
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終報告」2012.7.23 

・福島原発事故独立検証委員会（民間事故調）「調査・検証報告書」2012.3.11 

・東京電力（東電事故調）「福島原子力事故調査報告書」2012.6.20 

 

【科目 2：科学技術コミュニケーション演習】 

Ⓐ配当学年：3 年次，又は 4年次 

Ⓑ単位数：2 

Ⓒ開催年度・開講期：毎年度後期 

Ⓓ曜日・時限：年度毎設定 

Ⓔ授業形態：講義，グループプロジェクト，グループディスカッション，発表， 

演習 

多分野の観点からの検討を行うため，1 グループはできるだけ専門分野の異な

る学生 6名（標準）から構成する. 

Ⓕ使用言語：日本語 

Ⓖ概要・目的 

技術者，研究者が，公衆へ正しく科学技術リテラシーを伝達することが必要で 

ある．そのため， 

（a）身近な科学技術製品（例：電子レンジ，電磁調理器，燃料電池，ハイブ 

リッド車，GPS等）の仕組みについて，技術者から公衆への伝達 

（b）公衆の理解が困難な科学技術のリスク（例：遺伝子組換作物，放射性廃 

棄物処理，放射線の人体への影響，コロナワクチン接種，自動運転自動 

車等）についての公衆の懸念点，ニーズ，要望等の把握，さらに技術者 

から公衆への伝達という科学技術コミュニケーション演習を行う． 

 公衆の具体的な候補として，①当大学の文科系の学生，②当大学と提携又は交 

流がある小学校，中学校，高等学校の学生，③テクノロジーカフェに参加する

社会人，を対象とする． 

Ⓗ到達目標 

JABEEの工学教育で不足している技術者の能力，すなわちコミュニケーション

応用能力，について，その内容と必要性について，理解する．さらに今後より

積極的に自発的に身に付ける姿勢を確立させる． 

 

Ⓘ授業計画と内容 

【第 1～2回】講義（科学技術コミュニケーション 1～2） 

科学技術コミュニケーションの変遷，必要性，内容について，以下の通り講 

義を行う． 
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①科学技術コミュニケーションの発祥と変遷 

②科学技術コミュニケーションの目的 

③科学技術コミュニケーションの必要性 

④科学技術コミュニケーションにおける技術者の責任． 

 

【第 3回】グループプロジェクトのガイダンス（公衆への科学技術リテラシー

伝達演習の計画策定） 

グループプロジェクトの実施について，進め方のガイダンスを行う． 

グループで伝達演習の対象を一つ選び，公衆への科学技術リテラシー伝達演習 

の実施計画（役割分担，スケジュール，対象技術）を策定する．各回で演習毎 

に役割分担（発表者 1名，評価者兼発表準備者（資料作成者）6名全員，アン 

ケート分析者 1 名）を決定する． 

（a）身近な技術製品（例：電子レンジ，電磁調理器，燃料電池，ハイブリッ 

ド車，GPS等）の技術の仕組みについて， 

次回講義までに，全員が発表準備者として伝達演習のために必要な事前の技術 

情報調査（技術の仕組みを説明するのに必要な情報調査）と発表準備資料作成 

を行う． 

 

【第 4回】グループプロジェクト（公衆への科学技術リテラシー伝達演習の 

事前準備） 

全員が発表準備者として，伝達演習のために必要な事前の技術情報調査と発表 

準備資料を提出する.これをもとに，全員で(【第 5回】予行伝達演習１)発表 

用の資料を作成する． 

また，以下（a）（b）のテスト，アンケートを作成する． 

（a）知識伝達度テスト実施（公衆にどれだけ知識が伝達されたか，例えば伝 

達前後に実施する正誤テストで伝達度を評価する） 

（b）アンケート実施（公衆の主観的な理解のし易さをアンケートで評価する） 

 

【第 5回】予行伝達演習１ 

(a)身近な技術製品の仕組み，について計画に基づきグループ内（学生原則 6

名）で予行伝達演習を行う． 

予行伝達演習の開始前と終了後に，知識伝達度テストを実施する. 

アンケートはグループ内で実施する. 

その結果について，アンケート分析者により分析を行う．分析結果を踏まえ， 

グループ全員でディスカッションを行い，第 6回へ向けて改善点を抽出しそ 



94 

 

の対策を反映する． 

 

【第 6回】予行伝達演習 2 

第 5 回でのグループ内予行伝達演習 1 の結果，改善された伝達内容に基づき， 

グループ間で再度予行伝達演習を行う．さらに，グループ間で実施された他グ 

ループからのテスト結果とアンケート結果について，分析を行い伝達内容の改 

善を行う． 

 

【第 7回】本番伝達演習１ 

２回の予行伝達演習の結果に基づく課題・改善対策を踏まえ，本番伝達演習 

を行う．複数グループの伝達演習を同一日に一連のプログラムで実施するとい 

うテクノロジーカフェ型式を採用する等，多くの公衆が参加し易い方式とする． 

テストは同じ内容を伝達演習の前後で実施する.アンケートは伝達演習後に実 

施する.本番伝達演習における最終発表資料を提出させる． 

 

【第 8回】本番伝達演習１のグループ内結果報告・ディスカッション 

伝達演習の結果について，グループ内報告会で報告を行い，公衆への科学技術 

リテラシー伝達にあたっての課題を抽出するとともにその対策を検討する． 

テストでは，演習前後での知識伝達度の変化により伝達演習の効果を測定する 

とともに，変化の要因について分析しまとめる. 

アンケートでは，主観的な理解のし易さにより伝達の効果を分析しまとめる. 

 

【第 9回】グループプロジェクト（公衆への科学技術リテラシー伝達演習の 

計画策定） 

b）公衆の理解が困難な科学技術のリスク，について講師が一般的な解説を行

った後，文献候補を指定する．各グループで伝達演習の対象を一つ選び，次回

講義までに，全員が発表準備者として，伝達演習のために必要な事前の技術情

報調査（文献調査含む）と発表準備資料を提出する．役割分担（発表者１名，

評価者兼発表準備者（資料作成者）6名，アンケート分析者）を決定する． 

 

【第 10回】予行伝達演習 3 

第９回に策定した計画に基づきグループ内で予行伝達演習を行う． 

予行伝達演習の開始前と終了後に，知識伝達度テストを実施する. 

アンケートは予行伝達演習後にグループ内で実施する. 

その結果について，アンケート分析者により分析を行う．分析結果を踏まえ， 
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グループ全員でディスカッションを行う.第 11回へ向けて改善点を抽出しそ 

の対策を反映する. 

 

【第 11回】予行伝達演習 4 

第 10回でのグループ内予行伝達演習３の結果，改善された伝達内容に基づき， 

グループ間で再度予行伝達演習を行う．さらに，グループ間で実施された他グ 

ループからのテスト結果とアンケート結果について，分析を行い伝達内容の改 

善を行う． 

 

【第 12回】本番伝達演習 2 

2回の予行伝達演習の結果の課題・対策を踏まえた本番伝達演習を行う． 

本番伝達演習１と同様に，複数グループの伝達演習を同一日に一連のプログラ 

ムで実施するという型式を採用する等，多くの公衆が参加し易い方式とする． 

テストは同じ内容を伝達演習の前後で実施する.アンケートは伝達演習後に実 

施する.本番伝達演習における最終発表資料を提出させる． 

 

【第 13回】本番伝達演習 2のグループ内結果報告・ディスカッション 

本番伝達演習の結果について，グループ内報告会で報告を行い，公衆への科学 

技術リテラシー伝達にあたっての課題を抽出するとともにその対策を検討す 

る．本番伝達演習１と同様，テストでは，演習前後での知識伝達度の変化によ 

り伝達演習の効果を測定するとともに，変化の要因について分析しまとめる. 

アンケートでは，主観的な理解のし易さにより伝達の効果を分析しまとめる. 

 

【第 14回】本番伝達演習 2のグループディスカッション発表，グループ間デ 

スカッション 

各グループの代表者全員が順番に，本番伝達演習 2のグループ内ディスカッ 

ション結果（テスト結果，アンケート結果，公衆への科学技術リテラシー伝達 

にあたっての課題と対策）についてパワーポイント資料で発表を行い，グルー 

プ間でディスカッションを行う． 

 

【第 15回】最終個人レポートの作成 

科学技術コミュニケーションを上手く行うために，アンケート分析結果も踏ま 

えて，今後の自身の能力開発の改善点を含めた意見，感想について個人レポー 

トを提出させる． 

（レポート課題） 
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 今回の科学技術コミュニケーション演習を通じて，以下について述べよ. 

(1)コミュニケーションが上手くできた点とできなかった点，その理由を述

べよ. 

(2)今回の演習であらたに気づいた点を述べよ． 

(3)今後の改善点と改善計画について述べよ(含む時期と方法) 

(4)その他意見，感想を述べよ 

（(1)～(4)全体で 1000字以内） 

Ⓙ履修要件 

1年～2年時における専門科目の履修が完了（又は完了見込）状態であること． 

「技術災害事例研究」の履修が完了（又は完了見込）状態であること． 

Ⓚ成績評価の観点 

評価については，グループとしての評価（グループ発表：2回の本番伝達演習

資料とテスト，アンケート結果）に個人としての評価（グループ発表の中での

個人の発表．質疑応答状況，個人レポート）を加味するものとする． 

グループ評価 60 点．個人評価 40点． 

 第７回及び第 12 回本番伝達演習前後での聴衆の理解力向上分を評価する. 

Ⓛ教科書・参考書 

・各技術についての技術文献等 

 

これからの工学教育が涵養すべき技術者の能力については，学習の達成度の評 

価方法としルーブリック評価を導入し，毎年達成度を評価することを提案す 

る（表 5-2）．ルーブリックとは，学習の達成度を表を用いて測定する評価 

方法であり，学習項目毎に達成度を測定，評価できるという利点がある. 

表 5-2の新規科目の２つの授業の他を含めたカリキュラム全体のルーブリ 

ック142を提案する.これにより JABEEの工学教育で不足している技術者の能力 

を個人単位で，項目毎に測定・評価が可能となる. 

  

                                                      

142 ダネル・スティーブンス+アントニア・レビ「大学教員のためのルーブリック評価入

門」玉川大学出版部，2014 年 を参考に作成した． 
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表 5-2 カリキュラム全体のルーブリック 

 

項目 優秀 良 要学習

①具体的な事例について、
理解し、説明することがで
きる。

①具体的な事例について、
一部理解し、説明すること

ができる。 

①具体的な事例について、
理解し、説明することがで

きない 。

②その科学技術的、社会的
な意義・内容、今後の展望
について、理解し、説明す
ることができる。

②その科学技術的、社会的
な意義・内容、今後の展望
について、一部理解し、説
明することができる。

②その科学技術的、社会的
な意義・内容、今後の展望
について、理解し、説明す
ることができない。

①具体的な事例について、
理解し、説明することがで
きる。

①具体的な事例について、
一部理解し、説明すること
ができる。

①具体的な事例について、
理解し、説明することがで
きない。

②新たな技術について、技
術思想を設定することがで
きる。

②新たな技術について、一
部技術思想を設定すること
ができる。

②新たな技術について、技
術思想を設定することがで
きない。

①具体的な事例について、
理解し、説明することがで
きる。

①具体的な事例について、
一部理解し、説明すること
ができる。

①具体的な事例について、
理解し、説明することがで
きない。

②新たな技術について、シ
ステム全体を俯瞰し，総合
的評価・管理・判断するこ
とができる。

②新たな技術について、一
部システム全体を俯瞰し，
総合的評価・管理・判断す
ることができる。

②新たな技術について、シ
ステム全体を俯瞰し，総合
的評価・管理・判断するこ
とができない。

①具体的な事例を通じて、
理解し、説明することがで
きる。

②具体的な事例を通じて、
一部理解し、説明すること
ができる。

①具体的な事例を通じて、
理解し、説明することがで
きない。

②非常時に関連する非常用
装置及び非常時対応手順を
理解、運用することができ
る。

②非常時に関連する非常用
装置及び非常時対応手順を
一部理解、運用することが
できる。

②非常時に関連する非常用
装置及び非常時対応手順を
理解、運用することができ
ない。

①具体的な事例について、
理解し、説明することがで
きる。

①具体的な事例について、
一部理解し、説明すること
ができる。

①具体的な事例について、
理解し、説明することがで
きない。

②新たな現場で、三現主義
を適用、運用することがで
きる。

②新たな現場で、一部三現
主義を適用、運用すること
ができる。

②新たな現場で、三現主義
を適用、運用することがで
きない。

①公衆の理解が困難な科学
技術について、明確に理
解・認識している。

①公衆の理解が困難な科学
技術について、一部理解・
認識している。

①公衆の理解が困難な科学
技術について、理解・認識
していない。

②工夫を入れた視覚的なプ
レゼンテーション資料で適
切なタイミングで表示・発
表することができる。

②プレゼンテーション資料
の工夫が不十分である。又
は表示・発表のタイミング
が不適切である。

②プレゼンテーション資料
が不使用、又は不十分であ
る。

③大きな、明瞭で、適切な
テンポの声で、身振り等を
取り入れながら、聴衆を引
き込むよう発表している。

③以下のいずれかができて
おらず聴衆を十分に引き込
んだ発表となっていない。
・大きな、明瞭で適切なテ
ンポの声。
・身振り等の取り入れ

③以下ができておらず、聴
衆を引き込んだ発表となっ
ていない、
・大きな、明瞭で適切なテ
ンポの声。
・身振り等の取り入れ

1 先進科学・技術知見

2 技術思想知識

3 俯瞰的システム能力

4
非常想定・対応知見
と能力

5 三現主義遂行能力

6
コミュニケーション
応用能力
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第Ⅵ章 技術者制度改善案の提案 

  

大学における工学教育の改善により，これからの工学教育に求められる技術

者の能力を身に付けることが可能となる．さらに，引き続き，卒業後の社会での

ある一定レベルの質を保証された技術者教育と，その内容を適時改善・運用する

制度との両立が必要となる．特に JABEE の認定基準で不足している技術者の能

力については，技術者として，大学卒業，修了後も継続して研鑽すると同時に，

その推進のための支援が必要不可欠である． 

なお，技術者制度の改善策の先行研究として，比屋根均「日本の技術者制度変

革の停滞と混乱～その問題分析と解決策の提示～」（2015.3）が提案されている.

そこでは，「日本の技術者制度の問題点」について，「倫理要求」「問題解決人材

要求」「グローバル化対応の制度整備要求」という 3つの要求を満たす変革であ

ったという第１の特徴と，この変革が米国の制度に倣って急速に行われたが故

に，その制度がどのように機能するものかについて理解不十分なまま中途半端

に制度整備がなされたという第 2 の特徴に着目することによって，この変革の

停滞と混乱の問題を解明し，解決策を提示しようとするもの」143である. 

それに対し，本研究では，特に，科学技術の巨大化・総合化・複雑化，および

不確実性下という，複数の実際の代表的な事例分析に基づき，より実証的で実用

的な手法を用いて，工学教育と技術者制度のあり方について，提案を行うもので

ある. 

高校教育と大学教育の円滑な接続，いわゆる「高大接続」の重要性はつとに強

調されているが，さらに大学教育と卒業後の社会での技術者教育を円滑に接続

し，その教育内容を充実させることが必要である． 

さらに，それを実現できる環境づくり，制度づくりが必要であり，そのために

は，継続研鑽を含む技術者制度全体の改善が必要不可欠である．  

技術者制度の改善策を検討するにあたり，日本における代表的な専門技術者

制度である技術士制度，海外の技術者制度の代表事例として，日本の技術士制度

のモデルとなった米国 Professional Engineer（PE）制度と英国 Chartered 

Engineer（CEng）制度を取り上げ，その内容，特徴を整理する. 

まず，資格を取得し維持するための，教育と実務経験，資格登録，継続研鑽

（CPD：Continuing Professional Development（CPDという）），資格更新，協会

への加入，という観点から，技術士制度と米国 PE 制度と英国 CEng との比較を

行う． 

                                                      

143比屋根均「日本の技術者制度変革の停滞と混乱～その問題分析と解決策の提示～」2015  
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そして，社会でプロフェッショナルエンジニア（技術士）となる段階での技術者

に焦点をあて，技術者制度の改善策について， 

 

(1)技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）の改善， 

という教育面だけではなく， 

(2)技術士試験の改善 

(3)日本技術士会への加入促進 

(4)資格更新制度 

(5)継続研鑽（CPD）の改善 

という環境面や制度面という観点からも，技術者制度改善案の提案を行う． 

 

 

Ⅵ-1. 日本の技術者制度について 

 

「技術士制度」とは，「科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及

び豊富な実務経験を有し，公益を確保するため，高い技術者倫理を備えた優れた

技術者」の育成を図るための国による資格認定制度（文部科学省所管）である144． 

日本技術士会 Web ページによれば「第二次世界大戦後，荒廃した日本の復興

に尽力し，世界平和に貢献するため，「社会的責任をもつて活動できる権威ある

技術者」が必要になり，米国のコンサルティングエンジニア制度を参考に「技術

士制度」が創設された．」145とされている. 

1951 年日本技術士会が発足した．日本技術士会は，技術士制度の普及や啓発

を図ることを目的とし，技術士法により明示された国内唯一の技術士による社

団法人である.2011 年 4月 11日に公益社団法人となった146． 

技術士法は，技術士等の資格を定め，その業務の適正を図り，もって科学技術

の向上と国民経済の発展に資することを目的として 1957 年 5 月 20 日に制定さ

れた．「技術士」は，「技術士法」により高い技術者倫理を備え，継続的な資質向

                                                      

144 日本技術士会：Web ページ，

https://www.engineer.or.jp/contents/about_engineers.html，参照日：2018-12-18 

145 日本技術士会：Web ページ，

https://www.engineer.or.jp/contents/about_engineers.html，参照日：2018-12-18 

146 日本技術士会：Web ページ，

https://www.engineer.or.jp/contents/about_engineers.html，参照日：2018-12-18 
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上に努めることが責務とされている147． 

日本技術士は，技術士さらには技術者の社会的地位の向上と広い社会貢献を

目的として，以下を実施している148． 

(1)技術士の CPD（継続研鑚）に関する事務を実施している. 

(2)官公庁・地方自治体・海外業務関係機関などを対象として組織的に技術士の

活用促進を図っている． 

(3)技術士法に基づく文部科学大臣の指定試験機関及び指定登録機関として国

に代わって技術士試験の実施及び技術士の登録などの業務を行っている149． 

技術士は，21 の技術部門にわたり，高等の専門的応用能力を必要とする事項

についての計画，研究，設計，分析，試験，評価又はこれらに関する指導の業務

の分野で活躍している（技術士法第２条）.技術士の登録者は 97,251 名，そのう

ち日本技術士会の会員は，15,823名である（2022年 3月 31日現在）150． 

技術士制度はこのように，産業界や官界から強い要請のもとに制定されたが

公共事業などの一部の分野を除いて産業界，特に企業組織内で十分な評価が得

られていない． 

日本の技術士資格は名称独占資格であり，例えば国土交通省より公共事業を

行う際，技術士が必要なケースもあり，また技術士資格の公的活用，および他の

公的資格取得の際の特典はあるが，業務独占資格ではない151． 

日本の技術士制度では，大学 JABEE課程修了，又は技術士 1次試験合格後，一定

期間の実務経験を経て，技術士 2次試験(筆記・口頭試験)を受験，合格後，技術

士資格登録という手順となる．しかし，資格取得後，資格継続のための CPD，資

格定期更新が必須化されておらず，現時点で必要とされている資質能力を有し

ているか担保されていない152．また日本技術士会への加入も義務づけられておら

ず，その加入率も 16.2％と低い状態である（2022年 3月 31日現在）． 

                                                      

147 文部科学大臣指定試験・登録機関公益社団法人日本技術士会「技術士制度について」，

pp.1-28，2021 

148 日本技術士会：Web ページ 

https://www.engineer.or.jp/contents/about_engineers.html，参照日：2021-10-11 

149 日本技術士会：Web ページ， 

https://www.engineer.or.jp/contents/about_engineers.html，参照日：2021-10-11 

150 日本技術士会：Web ページ， 

https://www.engineer.or.jp/c_topics/001/attached/attach_1166_9.pdf，参照日：2022-7-2 

151 杉本泰治・高城重厚・橋本義平・安藤正博「大学講義 技術者の倫理 学習要領」丸

善，pp.145-165，2008 

152 公益社団法人日本技術士会「技術士制度改革について（提言）（中間報告その２）」， 
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 昭和 32 年に技術士法が制定された.それ以来，経済社会情勢や国際環境の変

化などを踏まえ，1983年，2000年の同法大幅改定を経て 60年が経過した．  

この間，国内経済や産業社会の中で技術士制度は一定の役割を果たしてきた．し

かし，産業構造，経済構造，社会ニーズや国際的な環境が大きく変化する中で，

技術士制度の活用促進が必要で，技術士制度はどうあるべきか，目指すべき方向

性が問われている．  

 

 

Ⅵ-2. 「技術士に求められる資質・能力」の現状 

 

技術士は「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項につい

ての計画，研究，設計，分析，試験，評価又はこれらに関する指導の業務を行う

者」（技術士法）と 定義されている.科学技術・学術審議会技術士分科会153では

                                                      

153 科学技術・学術審議会技術士分科会（分科会長：小縣 方樹（東日本旅客鉄道株式会社取締役副会

長）の委員は以下の通りであり，技術士に限定されず，広く産学官の各界の有識者から構成されている． 

【科学技術・学術審議会技術士分科会 委員名簿153 】 

文部科学省：Web ページ, 技術士分科会 委員名簿 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/meibo/1412009.htm，参照日：2021-9-18 

◎印は分科会長，〇印は分科会長代理，■印は技術士資格保有者 

委員   ◎小縣 方樹     東日本旅客鉄道株式会社取締役副会長 

岸本 喜久雄   東京工業大学名誉教授，国立教育政策研究所フェロー 

鈴木 桂子     神戸大学海洋底探査センター教授 

臨時委員 天野 玲子    国立研究開発法人防災科学技術研究所審議役 

伊丹 光則     内外エンジニアリング株式会社取締役副社長 

■岩熊 眞起     株式会社東京建設コンサルタント環境モニタリング研究所技師長 

奥野 晴彦    一般社団法人関東地域づくり協会理事長 

風間 ふたば  山梨大学大学院総合研究部教授 

川上 紀子    東芝三菱電機産業システム(株)パワーエレクトロニクスシステム事業部技監 

酒井 伸一     京都大学環境安全保健機構附属環境科学センター・教授 

塩原 亮一     株式会社日立製作所電力ビジネスユニット技師長 

■高木 茂知     公益社団法人日本技術士会会長 

高橋 重雄     一般財団法人沿岸技術研究センター代表理事・理事長 

土井 美和子  国立研究開発法人情報通信研究機構監事 

中谷 多哉子  放送大学教養学部情報コース教授 

西田 直人     株式会社東芝 特別嘱託（Fellow） 

前田 秀一     東海大学工学部光・画像工学科教授 

松嶋 智子     職業能力開発総合大学校教授・電子計算機室長 

吉村 隆       一般社団法人日本経済団体連合会産業技術本部長 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/meibo/1412009.htm
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「そのために技術士に求められる資質能力は明確に，また具体的に定められて

いない．その際に技術士資格の国際的通用性を確保するという観点から，国際エ

ンジニア連合（IEA：International Engineering Alliance（IEA という）の 「専

門職として身に付けるべき知識・能力」（PC：Professional Competencies）を踏

まえることが重要である」154とされている. 

また，この科学技術・学術審議会技術士分科会では，2012年 6月から 2013年

１月まで審議を行い「今後の技術士制度の在り方について」155の中で，「技術士

に求められる資質能力（コンピテンシー）」について，IEAの PCを踏まえながら，

以下の通り，6 つの項目(a)～(g)を定め， 各々の項目において，技術士であれ

ば最低限備えるべき資質能力を定めている． 

 

技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）について，国際エンジニアリン

グ連合（ＩＥＡ）の「専門職としての知識・能力」（プロフェッショナ ル・コン

ピテンシー，ＰＣ）を踏まえながら，以下の通り，キーワードを挙げて示 す.こ

れらは，別の表現で言えば，技術士であれば最低限備えるべき資質能力であ る. 

技術士はこれらの資質能力をもとに，今後，業務履行上必要な知見を深め，技術

を修得し資質向上を図るように，十分な継続研さん（ＣＰＤ）を行うことが求め

られる.  

    

【技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）】 

(a)専門的学識 

・技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な，技術部門全般にわ

たる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること．  

・技術士の業務に必要な，我が国固有の法令等の制度及び社会・自然条件等に関

する専門知識を理解し応用すること． 

 

(b)問題解決  

・業務遂行上直面する複合的な問題に対して，これらの内容を明確にし，調査し，

これらの背景に潜在する問題発生要因や制約要因を抽出し分析すること． 

                                                      

(※敬称略，五十音順) 

154 文部科学省科学技術・学術審議会技術士分科会「今後の技術士制度の在り方につい

て」，pp.1-16，2016 

155 文部科学省科学技術・学術審議会技術士分科会「今後の技術士制度の在り方について」，

pp.1-16，2016． 
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・複合的な問題に関して，相反する要求事項（必要性，機能性，技術的実現性，

安全性，経済性等），それらによって及ぼされる影響の重要度を考慮した上で，

複数の選択肢を提起し，これらを踏まえた解決策を合理的に提案し，又は改善

すること． 

    

(c)マネジメント  

・業務の計画・実行・検証・是正（変更）等の過程において，品質，コスト，納

期 及び生産性とリスク対応に関する要求事項，又は成果物（製品，システム，

施設， プロジェクト，サービス等）に係る要求事項の特性（必要性，機能性，

技術的実現性，安全性，経済性等）を満たすことを目的として，人員・設備・

金銭・情報等の資源を配分すること． 

 

(d)評価  

・業務遂行上の各段階における結果，最終的に得られる成果やその波及効果を評

価し，次段階や別の業務の改善に資すること． 

 

(e)コミュニケーション  

・業務履行上，口頭や文書等の方法を通じて，雇用者，上司や同僚，クライアン

トやユーザー等多様な関係者との間で，明確かつ効果的な意思疎通を行うこと．  

・海外における業務に携わる際は，一定の語学力による業務上必要な意思疎通に

加え，現地の社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調する

こと．  

 

(f)リーダーシップ  

・業務遂行にあたり，明確なデザインと現場感覚を持ち，多様な関係者の利害等

を調整し取りまとめることに努めること． 

・海外における業務に携わる際は，多様な価値観や能力を有する現地関係者とと

もに，プロジェクト等の事業や業務の遂行に努めること． 

 

(g)技術者倫理  

・業務履行上，関係法令等の制度が求めている事項を遵守すること． 

・業務履行上行う決定に際して，自らの業務及び責任の範囲を明確にし，これら

の責任を負うこと． 

・業務遂行にあたり，公衆の安全，健康及び福利を最優先に考慮した上で，社会，

文化及び環境に対する影響を予見し，地球環境の保全等，次世代に渡る社会の
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持続性の確保に努め，技術士としての使命，社会的地位及び職責を自覚し，倫

理的に行動すること． 

 

以上，「技術士に求められる資質能力」については，2014 年 3月７日に，科

学技術・学術審議会技術士分科会により制定され，その後公益社団法人日本技術

士会では，2014年度第１回理事会（2014 年度 5月 9日開催）にて上程され正式

に制定されることとなった． 

技術士第二次試験では，受験者がこれらの資質能力を備えているかどうかに

ついて，筆記試験と口頭試験を通じて確認を行っている． 

 

 

Ⅵ-3. 海外の技術者制度について 

 

海外の技術者制度においては，技術者資格認定に関して，国家の行政機関によ

る規制を行う米国方式と，非政府である技術者団体の自治による規制を行う英

国方式に大別することができる156,157．日本の技術者教育を含めた技術者制度の

改善策を検討するにあたり，海外の技術者制度の代表事例として，日本の技術士

制度のモデルとなった米国専門技術者（PE：Professional Engineer（以下 PEと

いう）制度と英国専門技術者（CEng：Chartered Engineer（以下 CEng という）

制度を取り上げる． 

 

Ⅵ-3-1. 米国 PE 制度と NSPE について 

(1)米国 PE 制度の歴史と概要 

米国 PE制度は，「エンジニアは建築物に対する公共の安全・人命尊重・社会の

福祉に奉仕すべき」という考えを基に，1907 年に米国のワイオミング州で創設，

立法され，その後全米各州に普及拡大した158． 

20 世紀初期，ワイオミング州において，土地帰属に関する地図や図面の作成

業務において，不正確な地図作成や意図的な図面歪曲などによるトラブルが発

生していた．そこで 1907年，ワイオミング州で専門職としての技術業や測量業

                                                      

156 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/，参照日：2021-10-11 

157 杉本泰治・高城重厚・橋本義平・安藤正博「大学講義 技術者の倫理 学習要領」丸

善，pp.145-165，2008 

158 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/what-PE， 

参照日：2021-10-11 
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を登録づける PE 制度が創設された.その後各州で創設されていき，1947 年最後

の州のモンタナ州まで，20 世紀前半に全米に普及した．また，テキサス州では

1937 年不適切な設備機器による学校ガス爆発事故，死者 298 人の惨事が契機と

なり，その年のうちに PE制度が創設された159,160． 

PE制度が対象としている技術分野は土木，化学，電気，機械，環境など 25部門

から構成されている.現在では全米 50 州とワシントン DC および 3 つの自治領

（グアム，プエルトリコ，バージンアイランド）それぞれが発行する州 PE資格

のみが存在する．PE 制度は各州政府の法律に基づいて運営されており，学歴，

技術試験の基本要件は全米共通であるが，学歴以外の受験資格や登録条件は州

によって多少異なる161． 

また，米国 PE資格は，北米，欧州，東南アジア各国との相互認証が進んでお

り，国際的にも評価され，米国の PE資格取得者は約 80万人に達している162． 

アメリカ合衆国憲法修正第 10項では「憲法が規定しない限り，いかなる権力も

連邦ではなく州に属する」と規定されており，医師，弁護士，公認会計士などの

職業資格も連邦政府ではなく各州政府が交付する．各州政府が交付するメリッ

トとして，以下の二点を挙げることができる163. 

①土木・建設や資源分野など各地域の特性に合致した資格条件を設定するのが

望ましい技術分野については州ごとに独自に特色のある条件を設定すること

ができる． 

②社会ニーズなどに合わせて，州単位で新しい資格条件や運営方式を柔軟に整

備，運用することができる． 

逆に，資格交付が各州に限定されていることには以下のようなデメリットも

ある164， 

①連邦レベルでの資格とした方が効率的な技術分野（例えば原子力）についても，

                                                      

159 NSPE：Web ページ， 

https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/why-PEs-matter，参照日：2021-10-11 

160 杉本泰治・高城重厚・橋本義平・安藤正博「大学講義 技術者の倫理 学習要領」丸

善，pp.145-165，2008 

161 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/resourCEngs/PE-institute， 

参照日：2021-10-11 

162 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/，参照日：2021-10-11 

163 NPO 法人日本プロフェッショナル・エンジニア協会「日本人エンジニアのためのプロ

フェッショナル・エンジニア（PE）ハンドブック」，pp.3-5，2014 

164 NPO 法人日本プロフェッショナル・エンジニア協会「日本人エンジニアのためのプロ

フェッショナル・エンジニア（PE）ハンドブック」，pp.3-5，2014 
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州が変わる度に新たに PE登録する必要がある． 

②原子力や航空宇宙分野など連邦レベルで実施される公共事業において PE資格

を要求できなくなる． 

PE 資格は，所定の工学教育と工学実務経験を経て，所定の一次試験

（FE:Fundamentals of Engineering Examination：工学基礎試験）7分野），二

次試験（PE:Principles and Practice of Engineering Examination:工学原理

および実務試験）25分野）及び，各州の PE法・技術・倫理試験に合格した個人

に対して，各州政府に任命された PEボードが認定・登録し，その個人にのみ技

術業務を認めるという制度である165,166,167． 

各州には，「PE ボード」と呼ばれる州内の PE と一般市民から構成される州資

格登録局が設置され，一次試験･二次試験受験申請の審査，PE登録・更新申請の

審査，などを業務としている．このような州毎の PE制度に対し，全米の団体に

より，例えば大学での工学教育，PE試験，実務倫理規範，PEボードの運営など，

各側面から州間標準化が進められてきている168． 

全米の団体とは，以下の 3つの団体，すなわち，全米技術試験協議会（NCEES：

National Council of Examinations for Engineering and Surveying），全米工

学技術教育認定ボード（ABET：Accreditation Board for Engineering and 

Technology），全米 PE協会（NSPE：National Society of Professional Engineer）

である. 

このうち，NSPE は全ての専門分野の PE の職務上の課題に取り組む唯一の全国

組織として，1934 年に設立された．NSPE は，PE資格を分野ごとに発散させない

ことを目的とし，そのために，各技術分野における教育，免許制度の推進，研修

などを通じて，技術者倫理（Engineering Ethic）を確立した.さらに,倫理的・

専門技術能力の向上，社会に奉仕する資格のある専門技術者の育成，さらに技術

者の地位向上を図ることを推進している169,170． 

                                                      

165 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/what-PE， 

参照日：2021-10-11 

166 NSPE：Web ページ，https://www.jsPE.org/what-is-PE/#title02，参照日：2021-10-11 

167 NPO 法人日本プロフェッショナル・エンジニア協会「日本人エンジニアのためのプロ

フェッショナル・エンジニア（PE）ハンドブック」，pp.1-25，2014 

168 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/，参照日：2021-10-11 

169 NPO 法人日本プロフェッショナル・エンジニア協会「日本人エンジニアのためのプロフ

ェッショナル・エンジニア（PE）ハンドブック」，pp.1-25，2014  

170 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/what-PE ， 
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さらに 1946年に「NSPE Code of Ethics（倫理規程）」が制定された．そして

1954年には，医師に対する「ヒポクラテスの誓い」と同様，Code of Ethics の

真髄を抜き出した技術者にとっての短い声明文「Engineers’Creed（技術者の信

条）」が制定された． 

NSPEのウエブサイト171では，以下のように記載されている． 

PEとエンジニアの違いは何か？ 

・PEは資格を取得している州に応じて，継続的な教育要件を満たすことにより， 

継続的に能力を発揮し，技能を維持し向上させる必要がある． 

・資格のあるエンジニアのみが，承認を得るためにエンジニアリング計画と図面

を公的機関に提出したり，公的および民間の顧客のためにエンジニアリング

作業を承認することができる172． 

・PE は，自分の仕事だけでなく，その仕事によって影響を受ける他の人の生活

にも責任を負い，高い倫理基準の実践を維持する必要がある173． 

・コンサルティングエンジニアまたは民間の開業医の免許は，単に望ましいもの

ではない．これは，社長であっても従業員であっても，責任を持って仕事をす

る人にとっての法的要件である． 

・政府で働いているエンジニアにとってライセンスはますます重要になってい

る． 多くの連邦，州，および地方自治体の機関では，特定の政府のエンジニ

アリング職，特により高いレベルで責任あると見なされる職位には，資格のあ

る PEが担当する必要がある174． 

・多くの州では，工学を教える個人にも免許が必要である．州法を免除すること

は批判されており，将来的には，産業界のエンジニアや政府で働くエンジニア

だけでなく，教育界で働くエンジニアも実践するにはライセンスが必要にな

るかもしれない．また，ライセンスは，教育者が学生に将来の技術業における

キャリアを準備するのに役立つ． 

                                                      

参照日：2021-10-11 

171 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/what-PE， 

参照日：2021-10-11 

172 NSPE；Web ページ，https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/what-PE， 

参照日：2021-10-11 

173 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/what-PE， 

参照日：2021-10-11 

174 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/what-PE， 

参照日：2021-10-11 
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すなわち，PE とそれ以外の技術者は明確に区別されており，例えば，米国の

公共工事の契約書，許認可申請を行う際の計画書や図面には PE の署名が必要で

あり，PE 以外の技術者による業務を制限している．このように，米国の PE は，

PE 登録されると，特定の技術業務を行う権利が与えられる一方，各州法の実務

規範（Rules of Professional Conduct）を遵守する義務が発生する．そして，

違反した場合は各州 PEボードの裁定により，罰金，資格停止，除籍，資格取消

などの処分が実際に科せられる175． 

 

(2)PE資格の取得手順 

PE資格を取得し維持するには，次のように 8つの手順がある176177． 

【教育と実務経験】 

①ABETの認証を受けた 4年制大学の工学教育プログラムを修了 

②FE試験に合格 

③4年の技術実務経験，業務経験の内容を保証する 5名の推薦状 

【PE資格登録】 

④PE試験に合格 

⑤各州の PE法や技術者倫理に関する試験に合格 

⑥各州 PEボードに PEとして登録 

【継続研鑽（CPD：Continuing Professional Development】 

⑦専門能力開発時間（PDH：Professional Development Hours）単位を蓄積 

（PDH：CPD時間） 

【PE資格更新】 

⑧PE資格の定期更新 

すなわち，PEは一般エンジニアと違い，PEには以下の要件が求められていると

考えられる． 

・所定の工学教育と一般技術知識を保持する(①，②)」 

・PEは専門的技術能力，実践的問題解決能力を保持する（②，③，④） 

・PEこそが真のエンジニアリング業務を社会に提供することができる（⑥） 

・資格取得後も専門性の継続的向上を図り，自己研鑽を行う（⑦，⑧） 

                                                      

175 NPO 法人日本プロフェッショナル・エンジニア協会「日本人エンジニアのためのプロ

フェッショナル・エンジニア（PE）ハンドブック」，pp.1-25，2014 

176 https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/what-PE 

177 NPO 法人日本プロフェッショナル・エンジニア協会「日本人エンジニアのためのプロ

フェッショナル・エンジニア（PE）ハンドブック」，pp.1-25，2014 

https://www.nspe.org/resources/licensure/what-pe
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・雇用主の規定を遵守するとともに，PE として関連法規や実務規範・倫理基準

を最優先する（⑤） 

 現行の日本の技術士資格をはじめ，医師，弁護士など多くの日本の資格と違っ

て，米国の資格は一定年数ごとに更新を必要とするものが多い．PEについては，

制度発足時より資格の定期更新は必須であったが，その要件は「更新料を納める

こと」のみであった．ところが，1970年代に入り，消費者運動により PEなどの

職業資格について，更新時に資質能力を確認するよう圧力がかかり，1978 年ア

イオワ州で最初に CPDが追加された．取得した PE資格は，通常２年に一度更新

手続きを行う必要があり，その際１年あたり 15時間以上の PDH を取得している

ことが求められる．ただし，州により資格更新時に要求する CPD 認定基準，PDH

時間数は異なる178,179． 

 

Ⅵ-3-2．英国 CEng 制度について 

(1)英国 CEng 制度の歴史と概要 

 英国では，18 世紀の半ばの産業革命における蒸気機関や鉄道の誕生に伴い，

機械技術者が誕生した．また，18 世紀半ばから後半にかけて，道路，橋梁，河

川等に関する土木工事に対応するため土木技術者が誕生した．そして，それらに

関するコンサルタント等として業務を行うことにより，プロフェッションとし

ての技術者が誕生し，1818 年土木技術者協会が設立された．その後の工業化の

進展により各種のプロフェッションが誕生し，その資格，教育，規則等を管理す

ることが必要となった180．  

英国では,通常，専門職団体(Professions Organization)，例えば土木技術

者協会，機械技術者協会の会員資格を取得することが,当該専門職，プロフェ

ッションとして社会的に認知されるための途となっている181．その結果とし

て，技術者について，プロフェッションとしての技術者と非プロフェッション

としての技術者が共存することになったが，非プロフェッションの技術者の実

務を制限することも，技術者の名称使用を制限することもしなかった 146． 

                                                      

178 NSPE：Web ページ，https://www.NSPE.org/resourCEngs/lICEngnsure/what-PE， 

参照日：2021-10-11 

179 NPO 法人日本プロフェッショナル・エンジニア協会「日本人エンジニアのためのプロ

フェッショナル・エンジニア（PE）ハンドブック」，pp.1-25，2014 

180 村岡健次「ヴィクトリア時代の政治と社会」（ミネルヴァ書房 1996）pp.230-242 

181 広瀬 信「イギリスにおける技術者養成の歴史的展開」教育学研究」第 52 巻 第 1 号，

pp.112-121，1985 
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英国の技術者団体は，国王による勅許状（Royal Charter）により設立され，

国家権力からの不介入を保証され，自治団体として発展した．そのうち代表的な

ものであるエンジニアリング協議会（ECUK：The Engineering Council UK：（ECUK

という））は，1981 年主要な技術者団体を会員として設立された．ECUKは英国土

木学会はじめ会員 37団体にプロフェッショナル・エンジニアの認定の権限を与

えている．会員 37 団体のいずれかにより ECUK 基準に基づきプロフェッショナ

ル・エンジニアとしての登録に適すると評価を得た個人会員が，ECUKに申請し，

CEngとして登録される182,183,184．  

英国における CEng とは，ECUK：Web ページによれば，革新，創造性，変革を

通じて，新規または既存の技術を使用してエンジニアリング問題の解決策を開

発したり，リスクの高い複雑なシステムに対して技術的説明責任を持つ技術者
185とされている．また，CEng は，１年毎の資格更新と協会への加入も義務づけ

られており，文部科学省によれば，社会の認知度も高く，結果的にある専門分野

で重要な事項を決定する場に集まる技術者が全員 CEng資格保持者ということが

あり，実質的に技術的判断場面ではほぼ業務独占となっている186． 

 一方，日本においては，個人主義ではなく，集団主義が社会の特徴となってい

るが，細田187は「英国では，組織の中における個の位置づけが明確であることが

根底にあり，この点が我が国の技術士の位置づけと異なるところであると考 え

ることができる」と述べている． 

 

(2) CEng資格の取得手順 

英国では ECUKで認証された 4年生大学の工学教育プログラムを終了後，専門

技術者協会（PEＩ：Professional Engineering Institute）が担当する初期能力

開発（IPD：Initial Professional Development（IPDという））として 2～4年

間の教育・訓練を受け，口頭試験（Professional Review Interview）に合格す

                                                      

182 杉本泰治・高城重厚・橋本義平・安藤正博「大学講義 技術者の倫理 学習要領」丸

善，pp.145-165，2008 

183 「科学技術に係るモラルに関する調査報告書」（社）日本技術士会，pp.97-101，2001 

184 ECUK：Web ページ，https://www.engc.org.uk/professional-registration/ ，参照日：

2021-10-11 

185 ECUK ：Web ページ ，https://www.engc.org.uk/professional-registration/the-

professional-titles/chartered-engineer/，参照日：2021-10-11 

186 文部科学省「国際的通用性検討作業部会検討結果報告」pp.14-27，2018 年 8 月 20 日 

187 細田龍介「英国における技術者資格認定について」日本造船学会誌，862 巻， 

pp.455-457，2001 
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れば CEngとして登録することができる． CEng資格取得後は，その時代に必要

とされる技術レベルに合わせて自己の資質・能力を維持・向上することが求めら

れており，そのための CPDが義務づけられている188,189,190． 

 CEng 資格を取得し維持するには，具体的に表 6-1 の B1～B6 の手順がある
191,192,193． 

①B1（米国の A1，A2 に相当）ECUK の認証を受けた 4年生大学の工学教育プログ

ラム（ECUK認定課程）を修了 

ECが産官学との連携で定めた専門職技術者登録基準（SARTOR：Standardｓ And 

Routes To Registration）の規定に基づいて行われる．ECの認証を受けた４年

生大学の工学教育プログラム（ECUK認定課程）を修了することが必要である． 

②B2（米国の A3に相当）4年の実務経験と IPDの教育・訓練・指導 

その後，4 年間の実務経験と IPD と呼ばれるプログラムによる 2～4 年の教育・

訓練・指導が行われ，その記録が必要である．IPDの目的は，CEng として必要な

知識の取得，基礎工学理論の実践問題への応用訓練，CEng 登録に必要な責任の

遂行訓練，関連学協会からの広範な要望を満たすための能力開発訓練であり，経

験が豊富な CEngが教育，訓練・指導にあたる．最終的には CEng と同等の資質・

能力を獲得することが求められる194,195． 

③ B3（米国の A4,A5,A6に相当）最終 CEng 認定・審査 

37 の技術者団体のいずれかに入会し，その団体会員の推薦が必要となる．第二

段階を修了した段階で CEngとしての専門的能力，CEng登録に関する審査が行わ

れる．入会後 CEng としての専門的能力について，Professional Review 

                                                      

188「科学技術に係るモラルに関する調査報告書」（社）日本技術士会，pp.97-101，2001  

189 ECUK ：Web ページ，https://www.engc.org.uk/professional-development/ 

，参照日：2021-10-11 

190 細田龍介「英国における技術者資格認定について」日本造船学会誌，862 巻， 

pp.455-457，2001 

191 「科学技術に係るモラルに関する調査報告書」（社）日本技術士会，pp.97-101，2001 

192 ECUK ：Web ページ，https://www.engc.org.uk/professional-registration/，参照日：

2021-10-11 

193 細田龍介「英国における技術者資格認定について」日本造船学会誌，862 巻， 

pp.455-457，2001 

194 ECUK ：Web ページ，https://www.engc.org.uk/professional-registration/the-

professional-titles/chartered-engineer/，参照日：2021-10-11 

195 細田龍介「英国における技術者資格認定について」日本造船学会誌，862 巻， 

pp.455-457，2001 
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Interviewで，「IPD によって申請者が CEng として十分な活動するに必要な能力

と責任感を身につけているかどうか」審査される．合格すれば，入会技術者団体

より ECUKに CEng として登録される． 

④B4（米国の A7に相当）CPD 

CEng資格は，資格を維持するために CPD が義務づけられている． 

学協会に対しては CEng の CPD を推進・支援・監督することが求められている．

種々のコースを提供しておりその中で教育が実施されることになっており，具

体的には，講義，現地視察，論文作成，発表，学会への参加，交流等の活動を，

関連学協会が支援することが求められている196． 

このように CPDの推進・支援については，米国では NSPEが実施しているのに対

し，英国では学協会が実施しているという点で異なる． 

⑤B5（米国の A8に相当）CEng資格の定期更新 

⑥B6（米国の A9に相当）協会への加入 

さらに 1年毎の資格更新と協会への加入も義務づけられている． 

この一連の手順の中で，大学は EC に認証された工学教育プログラムを通じて工

学基礎教育を担当し，学協会は工学教育プログラムの認証に際して大学を支援

し，更に産業界と協力して技術者の実務訓練を担当する．EC との連携には，主

な工学系大学および主な学協会が参画し，このように永年に亘って産・官・学，

学協会の緊密な連携が行われていることが大きな特徴である197,198． 

 

表 6-1 米英日 3か国の技術者資格取得・更新プロセス比較表199 

 

                                                      

196 細田龍介「英国における技術者資格認定について」日本造船学会誌，862 巻， 

pp.455-457，2001 

197 ECUK：Web ページ，https://www.engc.org.uk/professional-development/ 

，参照日：2021-10-11 

198 細田龍介「英国における技術者資格認定について」日本造船学会誌，862 巻， 

pp.455-457，2001 

199 Ⅵ-3-1 の内容と関連資料をもとに作成した． 

継続研鑽 資格更新 協会加入

1.大学教育 2.基礎試験3.経験･教育4.試験･訓練5.追加試験 6.登録 7.継続研鑽 8.定期更新 9.協会加入

米国 Ａ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

英国 Ｂ B1 B2 B４ B5 B6

日本 Ｊ J1 J1 J2 J3 J3 J4 J5任意 任意 任意

教育と実務家健 PE資格登録

B3

国 略称
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Ⅵ-4．日本の技術士制度と，米国 PE制度，英国 CEng制度との比較 

  

日本の技術士制度と米国での PE 制度，英国の CEng 制度とを比較すると，以下

(1)～(3)の点で異なる． 

 

(1)日本の技術士資格は名称独占資格であり，業務独占資格ではない 

科学技術創造立国政策を推進し，世界的にもリーダーシップを発揮するため

には，「技術士等の資格を定め，その業務の適正を図り，もって科学技術の向上

と国民経済の発展に資することを目的」（技術士法第 1条）として，質の高い技

術者を担保すると同時に，質の高い科学技術に関する業務を担保することが必

要不可欠である．そのためには，質の高い技術者である技術士の育成を進めると

同時に，技術士の業務独占範囲，或いは技術士活用範囲の拡大等を日頃から進め

ておくことが必要である． 

技術士以外の資格のうちには，元来，業務独占資格ではなかったが，その後の

社会的な情勢等により業務独占資格となったものもある．例えば，行政書士は，

行政書士法に基づく国家資格で，他人の依頼を受け，官公庁へ提出する許認可等

に関する申請書類の作成や提出手続代理を行う資格である．これは現在では業

務独占資格であるが，かつてはそうではなかった． 

この行政書士の前身は 1982年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度で

あり，事務所の所在地を所轄する警察官署から許可を受ければ誰でも，市町村役

場や警察署等に提出する書類の作成を業とする行政代書人として活動を行なっ

ていた．しかし，その書類作成業務能力が十分ではない代書人もいたため， 

1951 年 2 月に，行政書士の制度を定め，その業務の適正を図ることにより，

行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し，あわせて国民の利便に資すること

を目的（行政書士法第１条）とした「行政書士法」が成立し，現在の業務独占資

格である行政書士資格に至っている200． 

現在，米国では資格のある技術者のみが責任のある技術業務を行う権利が与

えられるというという観点から，業務 PE 資格には，その分野の業務独占権が与

えられている.医師，弁護士，公認会計士と同等の地位の資格に位置づけられ，

また，専門技術能力とともに，高度の職業倫理観と責任感を備えた社会的に評価

                                                      

200 日本行政書士連合会：Web ページ， 

https://www.gyosei.or.jp/information/introduction/consists.html，参照日：2021-10-11 
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された資格と位置づけられている201．英国では CEng 資格は，社会の認知度も高

く実質的に技術的判断場面ではほぼ業務独占となっている. 

一方，日本では技術士資格は，「技術士でないものは，技術士又はこれに類似

する名称を使用してはならない」〔技術士法第 57 条第１項〕という名称独占資

格である． 

これは，技術士としての適格者のみに技術士の名称を用いることを認める反

面，技術士でない者にはその名称の使用を禁止することにより， 技術士制度に

対する社会の関心と認識を高めようとするものである202．すなわち，日本の技術

士資格は名称独占資格であるが，法律上技術士でなければ 

できない業務は認められておらず，業務独占資格ではない203．そのため，資格普

及，活用拡大，知名度向上等の促進につながりにくい．ただし，技術士は，国家

認定された高度の技術者として， 次のような国の諸制度において有資格者と認

められ， あるいは資格試験の一部又は全部を免除されている（「技術士制度につ

いて」204より）． 

 

Ａ 有資格者として認められているもの （表 6-2） 

すなわち，業務独占にはなっていないが，技術士の資格があれば，業務を行うこ

とができるもの 

① 建設業法の一般建設業及び特定建設業における営業所の専任技術者等  

② 建設コンサルタント又は地質調査業者として登録する専任技術管理者  

③ 公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者  

④ 鉄道事業法の鉄道事業における設計管理者  

⑤ 中小企業支援法による中小企業・ベンチャ－総合支援事業派遣専門家 

その他多数あり  

  

  

                                                      

201 柏雅・年光孝夫「めざせ PE/FE」日本能率協会マネジメントセンター，pp.10-29，

2002 

202 文部科学大臣指定試験・登録機関公益社団法人日本技術士会「技術士制度について」，

pp.24-29，2021  

203 杉本泰治・高城重厚・橋本義平・安藤正博「大学講義 技術者の倫理 学習要領」丸

善，pp.145-165，2008 

204 文部科学大臣指定試験・登録機関公益社団法人日本技術士会「技術士制度について」，

pp.24-29，2021 
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表 6-2 有資格者として認められているもの 

（出展：日本技術士会「技術士制度について」2022 より） 
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Ｂ 資格試験の一部又は全部を免除されているもの （表 6-3） 

① 廃棄物処理施設技術管理者  

② 労働安全・衛生コンサルタント  

③ 作業環境測定士  

④ 一級施工管理技士（土木，電気工事，管工事，造園）  

⑤ 土地区画整理士  

⑥ 弁理士  

⑦ 消防設備士  

⑧ 気象予報士  
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表 6-3 資格試験の一部又は全部を免除されているもの） 

（出展：日本技術士会「技術士制度について」2022 より） 
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以上のような特権があるものの，業務独占にはなっておらず，資格が十分に活 

用されているとはいえない． 

引き続き，今後の技術士資格の公的活用について，日本技術士会の「活用促進

委員会」が，各部会からの意見等もおりこみ，以下 7項目について具体的な提案

及び要望書（案）として整理している205．現状を更に詳述するとともに，各項目

に対する筆者の意見を，【意見】として記載する． 

①【厚生労働省が所管】 

「医薬品等総括製造販売責任者」「医薬品製造管理者」「医薬部外品等責任技術

者」の資格要件として「技術士（生物工学部門）」の追加要望  

【現状】 

 「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」206で

第十七条に規定される，医薬品，医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造

販売後安全管理を行う者として置かれる者（「医薬品等総括製造販売責任

者」），医薬品の製造を管理する者として置かれる者（「医薬品製造管理者」），

医薬部外品又は化粧品の製造を管理する者として置かれる者（「医薬部外品

等責任技術者」）について，薬剤師を必要としないものとしては，「薬剤師以

外の技術者」とされている． 

【提案内容】 

「医薬品等総括製造販売責任者」「医薬品製造管理者」「医薬部外品等責任技

術者」の資格要件として技術士（生物工学部門）を加える． 

【意見】 

これにより，選任に必要な資質が明確化し，選任される者の質が向上する.

また同時に，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保に寄与す

る． 

②【厚生労働省が所管】 

「作業環境測定士」試験科目の免除資格として「技術士（環境部門（環境測定））」 

で空気環境の測定の実務に 3年以上従事した経験有するものの追加要望 

 【現状】 

  国家資格「作業環境測定士」は免除に該当する資格があり，衛生工学部門の

技術士の登録を受けたもので，空気環境の測定の実務に 3 年以上従事した

経験を有するものは，共通科目 4（「労働衛生一般」，「労働衛生関係法令」，

                                                      

205 公益社団法人日本技術士会,「技術士制度改革について（提言）「最終報告」,2018 

206 「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」 
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「デザイン・サンプリング」，「分析に関する概論」）の内，「分析に関する概

論」を，選択科目「有機溶剤」「鉱物性粉じん」「特定化学物質等」「金属類」

「放射性物質」の内，「有機溶剤」「鉱物性粉じん」「特定化学物質等」「金属

類」）が免除される207． 

【提案内容】 

「作業環境測定士」試験科目の免除資格として，衛生工学部門の技術士に加

えて，「環境部門（環境測定）」の技術士の登録を受けたもので，空気環境の

測定の実務に 3年以上従事した経験を有するものもその部門内容により，同

等の素養を有すると考えられ試験科目免除とする． 

 【意見】 

  免除資格を広げることにより，作業環境測定に知見を持つ管理者の養成が

円滑に進められる．また同時に，作業環境測定の信頼性向上に寄与すること

が期待できる． 

③【財務省，文部科学省，厚生労働省，農林水産省，経済産業省，環境省が所管】

「生産業務等安全主任者」の資格要件として「技術士(生物工学部門）」の活

用要望 

 【現状】 

  遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法 

律に関わる，遺伝子組換え等における生産業務において安全管理面で管 

理者を補佐する生産業務等安全主任者について，遺伝子組換え生物等の取 

扱いについて経験を有することのみがその要件になっている． 

  【提案内容】 

  生産業務等安全主任者の要件の一つとして，技術士の生物工学部門を加え

る． 

 【意見】 

  生産業務等安全主任者に必要な資質が明確化し選任作業が円滑になる，遺

伝子組換え等における生産業務における安全管理の向上が期待できる． 

④【経済産業省が所管】 

「公害防止管理者」の水質第 3種・第 4 種の資格認定講習の受講資格に技術士

（生物工学部門）の追加要望 

【現状】 

国家資格「公害防止管理者」は，技術資格又は学歴及び実務経験資格を有す 

る者が，書類審査を経て規定の講習を受講し，かつ，修了試験に合格した場

                                                      

207 「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」 
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合，国家試験に合格した場合と同等の資格が付与される208． 

公害防止管理者には，大気関係，水質関係，特定粉じん，一般粉じん，騒

音・振動，ダイオキシン類，主任管理者の種別があり，このうち水質関係

第３種の受講資格は，現状以下とされている209． 

 

(ⅰ)技術士で，主務省令で定める選択科目を選択したもの 

化学部門の全選択科目，上下水道部門の全選択科目，衛生工学部門の水質

管理，農業部門の農芸化学，農業・食品，応用理学部門の物理及び化学，

環境部門の環境保全計画，環境測定 

(ⅱ)計量士で，主務省令で定める区分に係るもの 

環境計量士（濃度関係） 

(ⅲ)薬剤師の免許を受けているもの 

(ⅳ)保安技術管理者，副保安技術管理者，保安監督員又は鉱害防止係員に

係る国家試験に合格したもの 

 

また，水質関係第 4種は，以下とされている． 

(ⅰ)採石業務管理者として 1 年以上その職務に従事したもの 

(ⅱ)再生医療等製品の製造の管理をする者又は生物由来製品の製造の管

理をする者として 1 年以上その職務に従事したもの 

(ⅲ)計量士で，主務省令で定める区分に係るもの 

環境計量士（濃度関係） 

（ⅳ）薬剤師[薬剤師法]の免許を受けているもの 

（ⅴ）技術士[技術士法]で，主務省令で定める選択科目を選択したもの 

化学部門 全選択科目，上下水道部門 全選択科目，衛生工学部門 水質管理，

農業部門 農芸化学，農業・食品，応用理学部門 物理及び化学，環境部門 

環境保全計画，環境測定とされている． 

 

【提案内容】 

公害防止管理者等の資格の中の，水質第３種・第４種の資格認定講習の受

講資格として，技術士の上記部門に加えて，生物工学部門を加える． 

                                                      

208 一般社団法人産業環境管理協会公害防止管理者試験センター，「令和３年度公害防止管

理者等資格認定講習案内書」 

209 一般社団法人産業環境管理協会公害防止管理者試験センター，「令和３年度公害防止管

理者等資格認定講習案内書」 
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【意見】 

公害防止管理において，生物工学部門はその部門内容により，上記部門と

同等の素養を有すると考えられる．同時に，資格認定講習の受講資格を広

げることにより，公害防止に知見を持つ管理者の養成が円滑に進められる．

また同時に，公害防止管理の信頼性向上に寄与することが期待できる． 

生物工学関連の災害防止に知見を持つ管理者の養成が円滑に進められる．

また同時に，施設管理の信頼性向上に寄与することが期待できる． 

⑤【経済産業省が所管】 

「環境計量士」の資格登録に必要な要件として「技術士（環境部門）」の追加

要望  

【現状】 

「環境計量士」は計量士国家試験に合格し，次のいずれか要件をみたさなけれ

ばならない210． 

（ⅰ）実務経験１年以上 

（ⅱ）環境計量講習（濃度関係）終了 

（ⅲ）薬剤師免許資格取得 

（ⅳ）職業訓練指導員免許（化学分析科）取得 

（ⅴ）職業能力開発校（化学系化学分析科）修了 

（ⅵ）技能検定のうち検定職種が化学分析（1 級，2 級）又は産業洗浄（実技

試験科目：化学洗浄作業）合格 

（ⅶ）技術士（衛生工学部門）登録 

【提案内容】 

  上記（ⅶ）の要件に，部門内容から技術士（衛生工学部門）と同等の素養を

有すると考えられる「技術士（環境部門）(選択科目:環境測定）」登録の技

術士を追加する． 

 【意見】 

  環境計量において，環境部門はその部門内容により，上記部門と同等の素養

を有すると考えられる．同時に，資格登録要件を広げることにより環境計量

に知見を持つ管理者の養成が円滑に進められる．また同時に，環境計量や環

境管理の信頼性向上に寄与することが期待できる． 

⑥【環境省が所管】 

                                                      

210 経済産業省 環境計量士：Web ページ， 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/20_kei ryoushi.html 

参照日：2022-2-13 
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「廃棄物処理施設技術管理者」の資格取得要件として「技術士（環境部門）」 

の追加要望 

【現状】 

「廃棄物処理施設技術管理者」は，「技術士（化学部門，上下水道部門又は衛

生工学部門）」に係る第 2 次試験に合格したものは，廃棄物処理実務経験年

数不問で，化学部門，上下水道部門又は衛生工学部門以外の部門の技術士は，

合格後の廃棄物処理実務経験年数 1 年以上が必要とされている211． 

【提案内容】 

化学部門，上下水道部門又は衛生工学部門以外で，部門内容から化学部門，

上下水道部門又は衛生工学部門と同等の素養を有すると考えられる環境部

門についても，その部門内容の廃棄物処理実務経験年数を不問とする． 

【意見】 

廃棄物処理施設全体の管理の観点から，信頼性の向上に寄与することが期待

できる． 

廃棄物処理施設技術管理において，環境部門はその部門内容により，上記部

門と同等の素養を有すると考えられる．同時に，資格登録要件を広げること

により廃棄物処理施設技術管理に知見を持つ管理者の養成が円滑に進めら

れる．また同時に，廃棄物処理施設技術管理の信頼性向上に寄与することが

期待できる． 

⑦【国土交通省が所管】 

「昇降機型式適合認定」の審査業務における「技術士（機械部門）」の活用要

望 

【現状】 

  国土交通省令「建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する：省令第 38 

条」212でエレベータ・エスカレータの型式適合認定は，次の(ⅰ)から(ⅳ)ま

でのいずれかに該当する者が行う旨，定められている． 

 

   （ⅰ)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学， 

機械工学，電気工学，衛生工学その他の認定等の業務に関する科目を担

当する教授若しくは准教授の職にあり，又はあった者 

(ⅱ)建築，機械，電気若しくは衛生その他の認定等の業務に関する分野の試

験研究機関において試験研究の業務に従事し，又は従事した経験を有す

                                                      

211 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

212 「建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令」 
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る者で，かつ，これらの分野について高度の専門的知識を有する者 

(ⅲ)建築基準適合判定資格者検定に合格した者で，かつ，建築物の敷地，構

造及び建築設備の安全上，防火上又は衛生上の観点からする審査又は検

査に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して三年以上の実務の

経験を有する者 

(ⅳ)国土交通大臣が(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる者と同等以上の知識及び経

験を有すると認める者 

 

【提案内容】 

(ⅰ)～(ⅳ)以外に，技術士は「科学技術に関する技術的専門知識と高等の専

門的応用能力及び豊富な実務経験を有し，公益を確保するため，高い技術者

倫理を備えた，優れた技術者」であり，その専門分野から技術士（機械部門）

を加える． 

【意見】 

「昇降機型式適合認定」の審査業務において，技術士（機械部門）はその部

門内容により，上記資格と同等の素養を有すると考えられる．同時に，資格

登録要件を広げることにより「昇降機型式適合認定」の審査業務に知見を持

つ管理者の養成が円滑に進められる．また同時に，「昇降機型式適合認定」

の審査業務の信頼性向上，昇降機業務の安全性向上に寄与することが期待で

きる． 

 

以上，日本技術士会の提案をまとめてみると，日本技術士会としては大きく

以下の（ⅰ）～（ⅲ）の 3つの戦略を適用検討していると筆者は考える． 

（ⅰ）既に資格要件として認められている一部の部門の技術士資格についての

適用部門の拡大(②④⑤⑥) 

（ⅱ）まだ資格要件として認められていないものについて，その資格要件と同等

の素養を有すると考えられる部門の技術士資格についての適用（③⑦） 

（ⅲ）まだ資格要件が明確化されていないものについて，選任に必要な資格要件

として限定された部門の技術士資格を追加（①） 

 これらの項目について，関係省庁はじめ業界等の関係者と調整をしていくと 

もに，さらに技術士活用範囲の拡大の取組みを進めることは必要であると考え 

る． 

 

以上，技術士の業務独占とはなっていないが，技術士という資格があれば，業 

務を行うことができるもの，或いは資格試験の一部又は全部を免除されている 
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ものも少なからず存在する．また，上記（ⅰ）～（ⅲ）の取組みにより，一部の 

資格にしかできない業務を代行することをはじめ，一部の業務への技術士資格 

の適用拡大は少しづつ着実に進むと考えられる.しかし①～⑦の取組みを行っ 

ても限定された部分的な業務拡大にしか繋がらず，抜本的な適用拡大や，さらに 

技術士業務独占に至るのは困難であると考える． 

 

(2)資格取得後の CPD，資格定期更新が必須化されていない 

日本の技術士制度では，PE制度，CEng制度と比較すると，表 6-1米英日 3か国

の技術者資格取得・更新プロセス比較表において，JABEE課程修了，又は技術士

1 次試験合格（A1,B1,J1），実務経験（A3,B2,J2），技術士 2 次試験(筆記・口頭

試験)合格(A4,B3,J3)，登録（A6,B3,J4），と PE資格，CEng資格取得，登録に相

当する手順は存在する．しかし，資格取得後，資格継続のための CPD(A7,B4,J5) 

,資格定期更新（A8,B5）が必須化されておらず，現時点で必要とされている資質

能力を有することが担保されていない213． 

 

(2-1)CPD の目的と経緯 

日本では，1995 年にアジア太平洋経済協力（APEC）域内で相互に技術者が自

由に活動できるように，互いに自国と同等の資格とみなされるように APECエン

ジニア制度が設立，運用された．これによって，日本の資格としては，技術士と

一級建築士が相互承認の対象となった．それに伴い APECエンジニアの資格更新

時には 5 年間で 250単位の CPD が義務づけられることになった． 

日本における APECエンジニアの資格を管理する事務局は，日本技術士会内に

おかれ，CPD時間（時間重み係数を考慮した時間）は，日本技術士会が定める CPD

ガイドラインに基づき計上される事が求められている214． 

2000年 4月の技術士法改正により，技術士法第 47条 2「技術士の資質向上の責

務」として「技術士は，常に，その業務に関して有する知識及び技能の水準を向

上させ，その他その資質の向上を図るよう努めなければならない．」が追加され，

技術士の資質向上を図るための CPDが，法律で技術士の責務と位置づけられる

ようになった215． 

これにより，日本技術士会では，CPD行事の企画・運営及び，技術士の CPD活

                                                      

213 日本技術士会「技術士制度改革について（提言）（中間報告その 2）」，2018 

214 日本技術士会：Web ページ，https://www.engineer.or.jp/c_topics/000/000150.html 

，参照日：2021-12-22 

215 日本技術士会「技術士 CPD（継続研鑚）ガイドライン（第 3 版）」，2017 年 
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動の支援を行うとともに，2002 年 4 月からは技術士の CPD 活動の実績登録の受

付や管理を行ってきたが216，技術士資格の維持上必須ではない． 

 

(2-2)CPD 登録 

 「技術士 CPD（継続研鑚）ガイドライン（第 3 版）」において，技術士 CPD に

ついて，以下の通り解説されている217．技術士は CPD行事に参加すると，主催者

より CPD行事参加票（表 6-4）が発行され参加・受講の証明となる．受講者はそ

の受講票を基に CPD 実績を日本技術士会のホームページから，直接入力し登録

することができる． 

さらに，日本技術士会 Webページによれば，日本技術士会は以下の通り CPD制

度の普及にも努めてきてる． 

「2005年 4月より，本人の実績登録に基づく「技術士 CPD登録証明書」の発

行を行い，2006年 3月から，CPD登録を行っている会員で，一定要件を満たす

会員を「技術士 CPD 認定会員」として認定する制度を発足，運用させ，CPD制

度の普及に努めてきた」218． 

日本技術士会 Web ページによれば，CPD 活動は，技術士が自らが技術力，研

究能力，マネジメント能力，コミュニケーション能力向上のために，自分の能

力を継続的に研鑽する活動であり，一般に CPDの範囲は以下の三種に分類され

る219． 

 

①能力を獲得する活動：講演会・講習会・シンポジウム・研修会・見学会等への

参加，論文発表，口頭発表，執筆活動，資格取得，自己学習等 

②実務を通じた活動：表彰を受けた業務，特許取得等 

③社会貢献活動：公的な機関等の委員会委員，講演会講師，技術指導等 

 

                                                      

216 日本技術士会「技術士 CPD ガイドライン」， 2021 年 

217 なお，本稿では CPD 制度について，2021 年度ベースで調査・分析を行ってきたが，

2022 年 4 月以降の CPD 活動の資質区分と形態区分，CPD 時間算定基準が一部改訂され

た． 

218 日本技術士会：Web ページ， 

https://www.engineer.or.jp/cmtee/kensyuu/170401CPDguideline3.pdf，参照日：2021-9-

18 

219 日本技術士会：Web ページ， 

https://www.engineer.or.jp/cmtee/kensyuu/170401CPDguideline3.pdf，参照日：2021-9-

18 
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CPD プログラムの課題は，表 6-5のように，A：一般共通課題，B：技術課題に

区分され，課題項目によって構成される．日本技術士会では技術士は，自主的に

CPD 活動を行ない，その実績を表 6-6 の算定基準に基づき CPD 時間に換算し，

以下の課題項目，形態区分ごとに登録することが求められている． 

 

表 6-4 CPD 行事参加票例 

（出展：「2021 年技術士全国大会記念講演，分科会報告」の CPD行事参加票） 
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表 6-5 CPD の課題区分と内容 

（出展：日本技術士会「技術士 CPD（継続研鑚）ガイドライン（第 3版）」2017） 

 
 

  

なお，CPD 時間（ポイント）とは，CPD登録実績を示す単位であり，CPDに実質

的に費やした時間に対し，実施内容の難易度や効果を勘案した「時間重み係数」

（Weight Factor = CPDWF）を乗じた時間により算定する（例：講演の聴講より

も，発表者や講師を務めるほうが，同じ1時間でも CPDの時間重み係数は高い）． 

 なお，このうち，表 6-5 の実施形態の「１.講習会，研修会，シンポジウム，

見学会等への参加(受講)」については，大学，学協会（学術団体，公益法人を含

む），民間団体及び企業が公式に開催するものについても，認定されており，日

本技術士会が主催するものに限定されていない．技術士は，「表 6-5 CPDの実施

形態と時間重み係数(CPDWF)及び CPD時間の関係」に基づき，自己申告により以

下の項目を日本技術士会の CPD登録システムへ登録する．  

技術士の氏名，技術士登録部門，技術士登録番号，CPD対象期間，履修の項目

と内容，年月日，名称，主催者／発行機関，形態／担当，内容，CPD 時間数，

重み係数（CPDWF），その他，課題項目別及び実施形態別の CPD 累計時間等   



128 

 

 

表 6-6  CPD の実施形態と時間重み係数(CPDWF)及び CPD時間の関係 

（出展：日本技術士会「技術士 CPD（継続研鑚）ガイドライン（第 3版）」2017） 
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また，日本技術士会は，技術士自身が登録した CPD 内容や CPD 時間等をデー

タベース化し本人のみがデータ更新可能な状態で管理を行う．さらに，CPD認定

会員に対しては，その要件を満足しているか，或いは登録ルールに基づく記録内

容か等を，審査員が，定期的（年１回）に認定会員の約 10％を無作為抽出し審

査を行う CPD 定期審査を実施している．その審査の結果，認定要件に適合して

いないと判断された場合は，その記録の修正・改善を依頼する． 

国土交通省や地方自治体でも公共工事の品質確保のため，技術者の評価にお

いて，CPD活動の実績が用いられており，技術士に対して CPD活動の実績証明が

必要とされる機会が増大している． 

例えば，国土交通省や九州地方整備局が CPD 単位取得者に加点する公募型入

札を行っており，広島県や鳥取県は入札参加資格の格付けに土木施工管理技士

の CPD取得者に加点を行っている220． 

このように，日本技術士会は，技術士法 47 条の 2「資質向上の責務」に基づ

き，従来より CPD 行事を企画・運営することにより技術士の CPD 活動を支援す

るとともに，日本技術士会会員の CPD 活動の実績登録の受付・管理を実施して

きた．しかし，非会員を含め日本の技術士全体の CPD活動の実績までは，管理で

きていなかった． 

 

(2-3)CPD 活動実績登録簿への記載の制度化 

 このような状況下，文部科学省の科学技術・学術審議会 第 10 期技術士分科

会の審議を踏まえ，技術士の CPD 活動の実績の管理及び活用を可能とする公的

な仕組みの構築が提言された.2021 年 4 月 26 日に文部科学大臣名の通知「技術

士の資質向上に関する継続研さん活動の実績の管理及び活用について」を日本

技術士会が受け，以下に示す（a）～（d）の事務について日本技術士会が担うこ

ととなった221． 

2021 年 9 月には，技術士法施行規則が一部改正され，技術士登録簿の登録事

項として資質向上の取組状況が追加され，技術士が希望する場合は，技術士 CPD

活動実績の記載ができるようになった. 

(a) CPDガイドラインの策定 

 技術士の CPD 活動の実績の管理と活用に関する具体的事項として，2021 年 9

                                                      

220 建設通信新聞，2004 年 2 月 13 日 

221 日本技術士会：Web ページ，https://www.engineer.or.jp/c_topics/007/007763.html 

  ，参照日：2022-1-5 
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月 8日に「技術士 CPDガイドライン」222が制定された． 

 

(b) 技術士の CPD 活動の記録の確認及び実績簿の作成 

 CPDガイドラインに基づき，技術士から CPD活動の記録を受理し確認するとと

もに，希望する技術士の CPD活動の実績簿を作成し登録する．その結果，技術士

登録簿に「資質向上の取り組み状況」欄が新たに設けられ，技術士 CPD活動実績

の記載を希望する技術士は，申請により過去 5 年度までの実績時間が記載でき

る223．これらは，日本技術士会会員に限らず，非会員（技術士資格保有者の約 84％）

にも適用拡大した.また，一定以上の継続研さんを重ねている技術士の名簿をホ

ームページに掲載する． 

(c) 技術士への CPD 活動の普及・啓発 

 日本技術士会の非会員を含む全ての技術士を対象に，その資質向上の責務を

公的に確認する仕組みが構築されたことを周知するとともに，多様な研修機会

を設けるなど効果的・効率的な CPD活動を行えるよう支援することとなった． 

(d) 技術士分科会への技術士の CPD活動の状況の報告 

 この技術士 CPD 活動実績の管理及び活用の公的な仕組みの継続的な改善に資

するために，技術士の CPD 活動の実施状況や管理する CPD 実績の利活用の事例

等，技術士の CPD 活動の実績の管理及び活用に関する事項について，毎年度技

術士分科会に報告することになった． 

「技術士 CPDガイドライン」224中で，技術士のキャリア形成に必要な CPD時間

として，以下の通り定めている． 

①資質能力の維持のために必要な CPD時間：20CPD時間/年：（基準 CPD時間） 

技術士のキャリア形成の観点から，技術士資格取得後に，その資質能力維持す

るためには，1 年間で少なくとも学協会に入会し，会誌購読（10CPD 時間/年）

と月 1 回１時間程度の講演会又は e ラーニング等の 10 回参加（10CPD 時間/

年）程度の継続研鑽が必要と考え，米国における更新要件に匹敵する 20CPD時

間/年を「基準 CPD 時間」と定めた． 

②高度なエンジニアとして必要な CPD時間：50CPD時間/年：（推奨 CPD時間）積

極的に資質を向上させ国際的に活躍できる高度なエンジニアとなるために，

                                                      

222 日本技術士会：Web ページ，https://www.engineer.or.jp/c_topICs/008/008032.html 

  ，参照日：2022-1-5 

223 日本技術士会：Web ページ，https://www.engineer.or.jp/c_topICs/008/008032.html 

 ，参照日：2022-1-5 

224 日本技術士会「技術士 CPD ガイドライン」2021.9.8 
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ＡPEＣエンジニアに匹敵する 50CPD時間/年を「推奨 CPD時間」と定めた．社

会から高い倫理観を求められていることより，またそのうち数として 1CPD時

間/年以上の技術者倫理に関する実績が求められる． 

この「技術者倫理」については，国際エンジニアリング連合（IEA）のコンピテ

ンシーとして，その履修が求められているが，技術士の CPDとしては，履修が必

須化されておらず，2015年度の審査からは，APECエンジニアの新規審査におい

ては申請前過去 2 年度 100CPD 時間のうち少なくとも 1CPD 時間，更新審査にお

いては申請前過去 5年度 250CPD時間のうち少なくとも 1CPD時間/年，技術者倫

理に関する CPDを計上することを要件とされている． 

 

(2-4)資格定期更新 

技術士は資格定期更新が必須化されていないが，他の国家資格では，特に安全

性に意識が高い資格においては，定期的な講習，更新が実施されている．例えば，

高圧ガス保安法では，一定規模以上の高圧ガス製造事業所に対して保安責任者

を，液化石油ガス法では，LP ガス販売事業者には業務主任者の選任を義務付け

ている．選任された保安責任者に対しては高圧ガス保安法で，また，選任された

業務主任者や液化石油ガス設備士，充てん作業者の資格保有者に対しては，液化

石油ガス法で，一定の期間ごとに講習を受けることを義務付けている．なお，高

圧ガス保安法に違反した場合は，都道府県知事は許可を取り消し，又は期間を定

めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる（第三十八条製造の許

可の取消し等）225とされている． 

また，液化石油ガス法に違反した場合は，経済産業大臣又は都道府県知事は，

その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の登録を 取り消し，又は期間を定め

てその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる

（第二十五条登録の取消し等）226とされている． 

このように，技術士に対して CPD 活動の実績を管理及び活用する仕組みは構

築されるようになったが.技術士は業務独占資格ではなく，資格取得後の CPD，

資格定期更新は必須化されていない．  

 

(3)資格取得後の日本技術士会への加入が義務づけられていない 

日本の技術士制度では，CEng制度と比較すると，表 6-1の B1～B6の手順に対

し，日本技術士会への加入は義務づけられておらず，個人の判断に任されている． 

                                                      

225 高圧ガス保安法 

226 液化石油ガス法 
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 PE 制度では NSPE が CPD 推進・支援を実施している．また，CEng 制度では学

協会に対し CPD推進・支援・監督することが求められており，これが永年に亘る

産・官・学，学協会との緊密な連携に繋がっている． 

 日本技術士会への入会のメリットとして，各種 CPD 行事への参加が挙げられ

るが，国土交通省や地方自治体でも CPD 記録を技術者の評価項目として検討す

る傾向が拡大する中，以下の専門の学会，協会等で CPD制度が整備，運用されて

いる．一方，CPDの対象となるものは，大学，学協会（学術団体，公益法人を含

む），民間団体及び企業が公式に開催するものについても，認定されており，日

本技術士会が主催するものに限定されていない． 

①一般社団法人 

建設コンサルタンツ協会  

日本環境アセスメント協会  

全国土木施工管理技士会連合会  

全国測量設計業協会連合会 

全国上下水道コンサルタント協会 

森林・自然環境技術者教育会 

交通工学研究会 

全日本建設技術協会 

②公益社団法人 

地盤工学会 

日本建築士会連合会 

土木学会  

日本コンクリート工学会  

日本技術士会 

日本造園学会  

日本都市計画学会  

農業農村工学会  

空気調和・衛生工学会  

③その他 

土質・地質技術者生涯学習協議会 

一般財団法人建設業振興基金 

 

日本技術士会が主催する CPD についても，現状，その大部分は日本技術士会

に入会しなくても受講することができる． 

元来日本技術士会は技術士制度の普及，啓発を図ることを目的として，以下を
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主な事業としており，利益団体ではないため，入会のメリットも乏しい． 

技術士の資質向上，技術者の倫理の啓発，技術系人材の育成，社会貢献活

動の推進，技術士試験・登録，国際交流及び国際協力活動，国際資格業務

開発及び活用，情報発信・ 連携の強化 （広報活動） 

 

このような状況下で，技術士は必ずしも日本技術士会に入会し，特化した形で

の運用の必要性が見いだせない．さらに，未加入技術士の CPD推進・支援・監督

ができていないのが現状である． 

 

 

Ⅵ-5. 技術者制度改善案の提案 

 

技術士資格の公的活用を拡大し，米国 PE 制度や英国 CEng 制度と同様に優れ

た技術者制度とするためにも，コンピテンシーの改善の観点から，また技術士試

験，日本技術士会加入促進，資格更新，CPDの一連の流れの中で，技術者制度の

改善が必要である． 

 そこでこれまでに得られた知見に基づき，技術者制度改善案の提案を行う． 

 

(1)技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）の改善 

科学技術・学術審議会技術士分科会により「今後の技術士制度のあり方」227の

中で定められた「技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）」は以下の通

りである． 

IEA（国際エンジニア連合）の専門職としての知識・能力 

(a)専門的学識， 

(b)問題解決 

(c)マネジメント 

(d)評価 

(e)コミュニケーション 

(f)リーダーシップ 

(g)技術者倫理 

また，JABEEの認定基準に不足し追加すべき技術者の能力（第Ⅴ章で抽出・分

析した）は以下の通りであった． 

                                                      

227 文部科学省科学技術・学術審議会技術士分科会「今後の技術士制度の在り方につい

て」，pp.1-７，2016 
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(1) 先進科学・技術知見 

(2) 技術思想知識 

(3) 俯瞰的システム能力 

(4) 非常想定・対応知見と能力 

(5) 三現主義遂行能力 

(6) コミュニケーション応用能力 

JABEE の認定基準に不足し追加すべき技術者の能力と技術士に求められる現

行のコンピテンシーとの対応関係を確認しておく.現行の「技術士に求められる

資質能力（コンピテンシー）」(a)～(g)に対し，「JABEEの認定基準に不足し追加

すべき技術者の能力」(1)～(6)を新たに取り入れることが必要である． 

(1)先進科学・技術知見は，(a)専門的学識を分割・深化させた内容に対応する.． 

(2)技術思想知識は，(a)専門的学識と(d)評価を分割・深化させた内容に対応 

する． 

(3)俯瞰的システム能力は，(b)問題解決と(d)評価を分割・深化させた内容に 

対応する. 

(4)非常想定・対応知見と能力は，(c)マネジメントの内新たなものを特化させ

た内容に対応する． 

(5) 三現主義遂行能力は， (b)問題解決と(d) 評価を分割・深化させた内容に

対応する. 

(6) コミュニケーション応用能力は，(e)コミュニケーションと(f)リーダー 

シップと(g)技術者倫理を拡張・深化させた内容に対応する． 

 

(2)技術士試験の改善 

現行の技術士試験は， 技術士第一次試験，技術士第二次試験（以下，「第一次

試験」，「第二次試験」という） に分けて，文部科学省令で定める技術部門ごと

に実施されている． 

「令和 3年度技術士第二次試験大綱」228では，技術士第二次試験の実施につい

て以下の通り記載されている． 

 

(1)技術士第二次試験は，機械部門から総合技術監理部門まで 21の技術部門ごと

に実施し，当該技術部門の技術士となるのに必要な専門的学識及び高等専門的

応用能力を有するか否かを判定し得るよう実施する． 

(2)試験は，必須科目及び選択科目の 2科目について行う． 

                                                      

228 日本技術士会，「令和３年度技術士第二次試験大綱」，2020 年 
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試験は，必須科目及び選択科目の 2 科目について行う． 出題に当たって，総

合技術監理部門を除く技術部門における必須科目については当該技術部門の技

術士として必要な当該「技術部門」全般にわたる専門知識，応用能力，問題解決

能力及び課題遂行能力に関するものについて，選択科目については当該「選択科

目」についての専門知識及び応用能力に関するもの，並びに問題解決能力及び課

題遂行能力に関するものについて問うよう配慮する． 

 

第一次試験では「筆記試験」，第二次試験では「筆記試験」と「口頭試験」が

実施され，その試験において，「技術士に求められる資質・能力」229を，技術士

であれば最低限備えるべき資質能力として確認している．しかし，現行の第二次

試験では，知識や机上での資質・能力の確認にとどまっており，それ以外の実務

経験についての評価が困難である． 

以上より，以下(1)～(3)の技術士試験の改善を行う． 

(1)これら「JABEE の認定基準に不足し追加すべき技術者の能力」の(1)先進科学・

技術知見～(6)コミュニケーション応用能力，に相当する内容と必要性の理解

を確認する内容を，筆記試験に織り込む． 

(2)同時に筆記試験では確認することが困難な(6)コミュニケーション応用能力，

については，口頭試験において，科学技術コミュニケーション演習（例：身近

かな科学技術製品の仕組みについて，技術者から公衆への伝達）による実地試

験を含む内容とする． 

(3)知識や机上での資質・能力以外の業務経験について，(1)先進科学・技術知見」

～(6)コミュニケーション応用能力，の各項目を取り入れた，小論文（800 字

程度）を願書提出時に提出させる．(テーマ例：あなたが主担当として経験し

た業務のうち(1)先進科学・技術知見～(6)コミュニケーション応用能力，のう

ち 2項目を取り上げ，それらの観点から課題，対応策を述べよ．) 

本提案を技術者制度に実装するためには，技術士試験の実施者，受験者の負担

増が障壁として懸念される．しかし，それを解決する戦略・考え方としては，前

述で提案の通り，従来の枠組みの筆記試験，口頭試験，願書提出時の書類を通じ

ての確認を踏襲する中で(1)～(3)の技術士試験の改善を実施することにより，

その懸念は解消される. 

 

                                                      

229 文部科学省科学技術・学術審議会技術士分科会「今後の技術士制度の在り方につい

て」，pp.1-16，2016 
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(3) 日本技術士会加入促進 

 現在，日本技術士会では，「日本技術士会入会の 7 つのメリット」230として，

以下①～⑦を紹介している． 

①幅広い技術人脈の形成 

②技術士の資質向上に向けたプログラムが充実 

③各種講演会，見学会等への参加 

④月刊「技術士」で広範な知識・情報を取得 

⑤日本技術士会主催の技術士業務開業研修会の受講 

⑥ビジネスに関する情報の入手 

⑦社会貢献活動に参加 

技術士が日本技術士会に入会することにより，①～⑦にとどまらず，さらに以下

(ⅰ)～（ⅲ）の大きな効果を得ることができる．現状では，そのメリットが十分

にアピールできていない，加入促進のため，毎年，地域本部単位で開催される技

術士試験合格者歓迎会で(ⅰ)～(ⅲ)の入会のメリットの PRを行う． 

 さらに，企業や組織単位で構成されている技術士会や Web ページ掲載を通じ

て，非会員にも入会のメリットの PRを行う. 

（ⅰ）日本技術士会は 21部門のあらゆる技術分野の専門技術者が集まる技術者

集団であり，入会することにより，現代では，科学技術の巨大化・総合化・

複雑化が進展する中，特に必要とされる技術分野や所属組織に依存しな

い分野横断的，組織横断的，職業横断的に有用な情報交換，意見交換，交

流をすることができる．すなわち，従来メリットとされている「①幅広い

技術人脈の形成」にとどまらず，例えば 21部門毎に開催される部会では，

所属組織に依存しない組織横断的な情報交換，意見交換，交流を行うこと

ができる．また，部門を超えて全部門の技術士が集まる全国大会，年次大

会，各種セミナー（情報化セミナー，活性化セミナー等）では，分野横断

的な情報交換，意見交換，交流を行うことができる． 

単に研究者のみの学会と異なり，課題を設定したシンポジウム（例：防災

シンポジウム等）では，技術者以外の研究者や行政担当者，地域コミュニ

ティ関係者や市民を含んだ職業横断的に有用な情報交換，意見交換，交流

をすることができる． 

(ⅱ）資質向上のための CPDに関する有用な情報入手や講習会受講等のサービス 

を受けることができる． 

特に，日本技術士会では，技術者倫理をはじめ，表 6-4の CPD課題区分に

                                                      

230 日本技術士会，「公益社団法人日本技術士会入会のご案内」，2020 
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関する豊富な CPDをタイムリーに受講することができる．さらに，技術分

野や所属組織に依存しない分野横断的，組織横断的，職業横断的に有用な

CPD活動に参加することができる． 

日本技術士会に入会することで，①全会員，②技術分野 21 部門毎，③地

域毎，に CPD 情報を自動的にメール受信が可能となり，CPD 情報を自動的

に，タイムリーに把握することができる． 

（ⅲ）日本技術士会に入会した技術者が，分野横断的，組織横断的な観点から，

科学技術や技術者の社会的・技術的課題を共有し取組むことができる．ま

たその結果，各技術分野内あるいは各組織内での身分処遇面での位置付

けの保証強化，技術者としての存在の向上につながる．さらに現行の技術

士の日本技術士会への加入率を向上させることにより，日本技術士会の

存在の向上につながる. 

（Ⅳ）日本技術士会の存在の向上により，結果として技術士個人の社会的地位や

存在の向上にもつながる． 

（Ⅴ）この技術士 CPD 活動実績の管理及び活用制度に基づき，その適用対象が

非会員へも適用拡大される．日本技術士会において会員への CPD 活動実

績の実施，「技術士 CPD活動実績簿」への登録を非会員含み推進する登録，

管理の推進を行う．同時に非会員へも技術士 CPD 活動実績の管理及び活

用制度，さらに日本技術士会への入会のメリットの PRを行う．これによ

り，会員の CPD活動，登録が加速すると同時に，非会員の CPD活動，登録

意欲が推進される．また，同時に，CPD活動の実施，CPD 登録や CPD管理

等の利便性や有用性の観点から，日本技術士会への加入が促進されるこ

とが期待されると同時に予想される． 

会員に限定し Web 収録・配信された講演会等についてのオンデマンド配 

信等，日本技術士会会員限定のオリジナルな教材や日本の技術者の実態に

即した教材や事例集を作成することにより，日本技術士会への加入が促進

されることが期待されると同時に予想される． 

 

 本提案を実装する際に，非会員に対する日本技術士会の存在意義について懸

念される.しかし 2021年 9月文部科学省が技術士登録簿（「技術士 CPD活動実績

簿」）への登録を非会員含み推進するに過去 5年の CPD活動実績登録を公的に制

度化し，「技術士の資質向上に関する継続研さん活動の実績の管理及び活用につ

いて」の事務を日本技術士会が担うことにより，その対象範囲が非会員を含む技

術士全体に拡大した．そのため，この技術士 CPD 活動実績の管理及び活用制度

を着実に推進することによりその懸念は解消される． 
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(4)資格更新制度 

「技術士制度」とは，「科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及

び豊富な実務経験を有し，公益を確保するため，高い技術者倫理を備えた優れた

技術者」の育成を図るための国による資格認定制度（文部科学省所管）231である. 

ところが，現行の技術士制度においては，技術士第二次試験合格時点での知識

と能力しか確認ができていない.また，技術士法第 47 条の 2 に「技術士は，常

に，その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ，その他その資質の

向上を図るよう努めなければならない.」と定められており，全ての技術士に「資

質向上の責務」が課せられている. 

特に，昨今の急速な科学技術の進歩に伴い技術士として知識や科学技術水準

の向上を含めた資質向上の責務という観点から，技術士が現時点で必要とされ

る資質・能力を確認する仕組みは十分ではない. 

一方，海外では米国 PE 制度，英国 CEng 制度では更新制度が導入されている

ことからも，更新制度導入が必要不可欠である．日本技術士会内での CPD 講習

を推進するとともに，資格取得後の CPD，資格定期更新の必須化により，社会に

おける技術士資格の認知度向上，信頼性確保，技術士の活用拡大に繋がると考え

られる．  

前述の技術士 CPD 活動実績の管理及び活用制度に基づき，2021 年 9 月文部科

学省が技術士登録簿（「技術士 CPD 活動実績簿」）への登録を非会員含み推進す

るに過去 5 年の CPD 活動実績登録を公的に制度化した（令和 3 年 9 月 8 日文部

科学省省令第 43号）.日本技術士会会員，非会員を問わず多くの技術士が，この

仕組みに基づき CPD 実績の登録が推進，定着されることが期待される． 

同時に，社会からより社会的に信用度が高いエンジニアとして資格の国際的

通用性が高まる.これを機に国内でも国土交通省や地方自治体での技術者の評

価に，より CPD活動の評価が高まることにより，今後より一層，資格更新制度導

入の機運が高まることが期待されると同時に予想される． 

そのため，APEC エンジニア等による国際標準化が進む中，常に技術士に求め

られる資質能力が維持されるように CPD を必須化し，一定の年数毎に更新を行

う制度を導入する． 

なお，APEC エンジニアにおける資格更新が 5 年単位であることから，運用面

                                                      

231 日本技術士会：Web ページ，

https://www.engineer.or.jp/contents/about_engineers.html，2018-12-18 
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での整合性，利便性，効率化等を考慮し 5年毎の更新とする． 

日本技術士会内に資格更新センターを設置し，資格更新の企画，運営，管理に

あたるものとする. 

具体的な導入方法として，全ての技術士を 5年間で更新を行うものとし，，例

えば会員番号下一桁の数字により 5グループに分け（1グループ：下一桁が「1」

「2」，～5グループ：下一桁が「9」「0」）更新年度を決定し，所定の CPD確認と

講習会受講を更新条件とする. 

本提案を実装する際，非会員を含むとその膨大な対象者数が懸念されるが，リ

モート講習や YouTube 配信を活用推進することにより，その懸念は解消される. 

 

(5)CPD の改善 

 資格更新制度の導入にともない，資格更新にあたり，一定の CPD 活動登録と

更新講習受講を条件とする.これにより，実質的に一定の CPD活動が必須化とな

る. 

 一方，技術士の責務としての CPD の必須化を目標に，日本技術士会があらた

に担うこととなった技術士 CPD 活動実績の管理及び活用制度を，大学単位，企

業単位や組織単位に，会員だけでなく，非会員へも PRを行う．これにより，会

員，非会員を問わず多くの技術士が，この仕組みに基づき CPD 実績を登録する

ことが推進され，定着されることが期待され，実質的な CPD の必須化につなが

ることが期待できる．また，従来の CPD 登録は，表 6-4の課題項目，形態区分単

位での入力，総時間表示となっており，コンピテンシーの項目毎の登録・管理に

変更する．これにより各コンピテンシーにおける学習の達成度を測ることがで

きる232. 

特に「(g)技術者倫理」については，国際エンジニアリング連合のコンピテン

シーとして，その履修が求められているが，現行，技術士の CPD としては，履修

が必須化されていない．一方，2015年度の審査からは，APECエンジニアの新規

審査においては申請前過去 2 年度 100CPD 時間のうち少なくとも 1CPD 時間，更

新審査においては申請前過去 5 年度 250CPD 時間のうち少なくとも 1CPD 時間，

倫理に関する CPD を計上することを要件とされている．APEC エンジニア資格を

有する技術者に限らず，その元となる資格である技術士に対しても，技術者倫理

に関する CPDを必須化する． 

大学での工学教育に引き続き「JABEEの認定基準に不足し追加すべき技術者の

                                                      

232 本分析・提案は 2021 年度ベースの状況を基に実施されている．なお，2022 年 4 月以

降の CPD 活動の資質区分と形態区分は一部改訂された． 
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能力」（(1)先進科学・技術知見～(6)コミュニケーション応用能力）に，CPD の

達成度を評価するために，既述の表 5-2と同内容のルーブリック評価を導入し，

最新の達成度を年度毎に評価・管理を行う．これより，必要な能力を網羅した CPD

を推進することができるとともに，技術者の資質能力に向上に大きく寄与する

ことが期待し予想される．以上を，表 6-7 に技術者制度改善案の提案としてま

とめた． 

 

表 6-7 技術者制度改善案の提案 

 

以上(1)～(5)により，優れた技術者制度を整備，運用することが可能となり，

大学における工学教育に引き続き，卒業後の社会での技術者教育を円滑に接続

しその内容を充実させることができる．そして「JABEEの認定基準に不足し追加

すべき技術者の能力」を備えた技術者を育成，活用することが可能となる． 

項目 現行 改善案 備考

1
コンピテンシーの
改善

IEA（国際エンジニア連合）の
専門職としての知識・能力
(a)専門的学識，
(b)問題解決
(c)マネジメント
(d)評価
(e)コミュニケーション
(f)リーダーシップ
(g)技術者倫理

JABEEの認定基準に不足し追加す
べき技術者の能力(1)～(6)を新た
にコンピテンシーに取り入れる
(1) 先進科学・技術知見
(2) 技術思想知識
(3) 俯瞰的システム能力
(4) 非常想定・対応知見と能力
(5) 三現主義遂行能力
(6) コミュニケーション応用能力

【現行と改善案の対応関係】
(1)(a)を分割・進化
(2)(a)を分割・深化
(3)(b)(d)を分割・深化
(4)(c)の内新たなものを特化
(5)(b)(d)を分割・深化
(6)(e)(f)(g)を拡張・深化

①筆記試験（コンピテンシー
確認）

①筆記試験で(1)～(6)のコンピテ
ンシーを新たに取り入れた能力を
確認する

小論文、筆記試験、口頭試験
より構成

② 口頭試験（経歴と応用能
力，知識（技術者倫理，技術
士制度）

②口頭試験
・能力の実地試験含む（コミュニ
ケーション応用能力）

③知識や机上での資質・能力
以外の業務経験について評価
が難しい

③上記(a)～(g)の各項目を取り入
れた業務経験の小論文を願書提出
時に提出させる

① 加入任意 ①非会員への日本技術士会入会の
メリットPRによる加入促進

②「技術士CPD活動実績簿」への
登録を非会員含み推進する

③日本技術士会会員限定のオリジ
ナル教材や日本の技術者の実態に
即した教材や事例集の作成

①更新制度なし ①更新制度を導入する， ５年に１回の資格更新

自己研鑽、資質能力維持面で
脆弱

技術士CPD活動実績簿へのCPD登録
推進

①技術士の責務であるが、資
格維持上必須ではない

①技術士の責務であり必須化する
（技術士法47条の2「資質向上の
責務」）

②コンピテンシー項目毎の登
録・管理になっていない

②コンピテンシー項目毎の登録・
管理とする

③CPDの達成が時間数のみと
なっており達成度が評価され
ていない

③CPDの達成度を評価するために
新規能力項目(1)～(6)にルーブ
リック評価を導入する

4 資格更新制度

5 CPD（継続研鑽）

2 技術士試験

日本技術士会への
加入促進

3
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また，技術士資格の公的活用が拡大し，米国 PE 制度や英国 CEng 制度と同様

により優れた技術者制度となりうる．同時に，我が国の科学技術の適正な運用と

進歩に大いに貢献することが期待され，予想される. 
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第Ⅶ章 結論 

 

本論文では，科学技術の巨大化・総合化・複雑化，および不確実性下の工学教

育と技術者制度のあり方について 

①工学教育はどうあるべきか？ 

②技術者制度はどうあるべきか？ 

以上 2つの課題に対する解決策を提案している． 

第一部では科学技術の事例分析を行った． 

事例分析では，第Ⅰ章で「福島第一原子力発電所事故」を取り上げ，国会，政

府，民間，東京電力という 4つの「福島原子力発電所事故調査委員会」の調査結

果を分析し，その事故原因の分析と対策を「事故原因と対策」としてまとめた． 

次に，技術者がどのような能力を備えておれば，この福島第一原子力発電所事

故の発生，拡大を防止することができたか，「事例分析から導かれる技術者に求

められる能力」として整理，分析した． 

 さらに，第Ⅱ章と第Ⅲ章では，福島第一原子力発電所以外の事例として，2004

年「六本木ヒルズ回転ドア事故」を，1956 年「水俣病」を取り上げ，事故原因

について分析を行った，また，成功事例として，1990 年「女川原子力発電所建

設工事」と 2012年「福島原子力発電所アクシデントマネジメント」，1968年「イ

タイイタイ病対策」を取り上げ，事故原因について分析を行った．  

第Ⅳ章で前述の「事例分析から導かれる技術者に求められる能力」の妥当性の

検証を行った． 

第二部では，第Ⅴ章で，まず日本の工学教育の現状の分析を行った．そして，

第Ⅰ章から第Ⅳ章で分析した，「これからの技術者に求められている能力」を整

理し，現状の工学教育としての「JABEEで求められる」能力と比較し，追加すべ

き能力を「JABEE の認定基準に不足している技術者の能力」として，(1)先進科

学・技術知見，(2)技術思想知識，(3)俯瞰的システム能力，(4)非常想定・対応

知見と能力，(5)三現主義遂行能力，(6)コミュニケーション応用能力，を提案し

た．  

さらにその能力をより積極的に自発的に身につけるために「新たな工学教育，新

規科目」として，「科目１：技術災害事例研究」，「科目２：科学技術コミュニケ

ーション演習」を提案した． 

さらに第Ⅵ章では，日本の技術者制度について代表的な専門技術者制度であ

る「技術士制度」を取り上げ，その現状と「技術士に求められる資質・能力」の

現状について，分析，整理を行った． 

さらに，海外の技術者制度として，代表的な米国 Professional Engineer（PE）
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制度と全米 PE協会（NSPE：National Society of Professional Engineer），及

び英国 Chartered Engineer（CEng）制度を取り上げ，日本の技術士制度と，米

国 PE制度，英国 CEng制度との比較分析を行った． 

以上に基づき，技術者制度改善案について，以下(1)～(5)の５項目について提

案を行った． 

（１）技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）の改善 

（２）技術士試験の改善 

（３）日本技術士会への加入促進 

（４）資格更新制度 

（５）継続研鑽（CPD）の改善 

 

以上，「科学技術の巨大化・総合化・複雑化，および不確実性下における工学

教育と技術者制度のあり方について」の分析，提案を行った．これらの提案によ

り科学技術の巨大化・総合化・複雑化，および不確実性下において優れた工学教

育と技術者制度を整備，運用することが可能となり，我が国の科学技術の適正な

運用と進歩に大いに貢献することが期待されると同時に予想される． 
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